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令和５年度 第２回袖ケ浦市環境審議会 

 

１ 開催日時  令和５年１０月２日 午後２時開会 

 

２ 開催場所  袖ケ浦市役所北庁舎３階中会議室 

 

３ 出席委員 

会 長 市原 泰幸 委 員 辻 美千代 

副会長 梶山 雅司 委 員 長田 茂 

委 員 木原 栄二 委 員 伊東 妙子 

委 員 小賀野 大一 委 員 伊藤 良子 

委 員 小島 直子 

委 員 加毛 徹 

 

４ 欠席委員 

委 員 大古 政昭 委 員 阿津 ゆかり 

委 員 内山 恵一 委 員 鈴木 淹民 

 

５ 出席職員 

環境経済部長 鈴木 真紀夫 環境管理課生活環境班長 川崎 弘充 

環境経済部次長 近藤 英明 環境管理課主任主事 真澤 和哉 

環境管理課副参事 嘉茂 博明 環境管理課主事 渡部 連 

環境管理課副主幹 河口 真慶 

 

６ 傍聴定員と傍聴人数 

傍聴定員 ５人程度 

傍聴人数 ５人 

 

７ 議 題 

(1) （仮称）千葉袖ケ浦天然ガス発電所建設計画に係る環境影響評価方法書

（再手続版）について（審議） 

(2) 第２次袖ケ浦市環境基本計画の年次報告について 

(3) 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第四次）の年次報告について 

(4) その他 
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８ 議 事 

(1) 開会 

(2) 環境経済部長あいさつ 

(3) 会長あいさつ 

(4) 議事 

 議 長（市原会長）  

：それでは、議長を務めさせて頂きます。 

       早速でございますが、初めに、次第４議事（１）「（仮称）千葉

袖ケ浦天然ガス発電所建設計画に係る環境影響評価方法書につい

て」を議題として審議をいたします。まず、前回の会議で、委員

の皆様から様々な意見を頂戴しましたが、その意見を基に、私と

事務局とで協議をいたしまして、答申文の案を取りまとめました

ので、はじめに、事務局の方から資料を配布していただきますよ

うお願いします。 

        

～配布～ 

 

それでは、只今配布していただきました答申文案になる追加資

料について、事務局から説明をお願いします。 

        

 事務局  ：資料により、説明。 

      （仮称）千葉袖ケ浦天然ガス発電所建設計画に係る環境影響評価

方法書に対する答申（案）※当日配布 

      

～ 説明内容省略 ～ 

 

 議 長  ：ありがとうございます。それでは、この文案を基に、審議会と

して市長に答申文というものを今後提出していくということにな

りますけれども、ただいまの事務局からの説明につきまして、質

問、ご意見がございましたら、挙手の上、ご発言ください。 

 

 小賀野委員：視察を前回の会議の後で行ってみて、やはり非常に広い湿地の

ほとんどが、工場として無くなってしまうということで、湿地生

態系というのは、非常に注目されている生物多様性の高い場所な

ので、可能であれば何かしらの形で、湿地生態系の一部が残って

ほしいというのが個人的な意見です。私は湿地生態系が専門では
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ないので、そういった専門家の意見を聞いて、可能な限りビオト

ープ的なものを残せるようにならないかというのを入れてほしい

ということをお願いしたいところです。なぜかというと、一番広

い水路が敷地外で残るという話を聞いたので、それに接するよう

な湿地生態系のあり方を、多分専門家なら考えてくれるのではな

いかと思いましたので、そういった取り組みも入れてほしいです。

また、前回の環境影響評価準備書の時は、植物の専門家が 1 人い

たということですが、今回注目されているのは生態系保全という

ことなので、生態系保全の専門家、特に湿地生態系の保全を専門

にやられている方のご意見を聞くことが必要だと思います。 

  

 事務局  ：今回事務局の方で取りまとめた案ということで、前回の会議で

いただいたご意見等を参考にさせていただきました。そのなかに、

生物への影響に関することというものは入れてございます。その

中で、以前のお話にありました海域に生息する動植物という単語

がありましたので、そのあたりを参考にさせていただいたところ

になりますが、さらに湿地生態系への影響というお話もございま

すので、その部分も含めて、なるべく事業に関連したなかでの生

物への影響というものを、もう少しできる限り色々な形で調査、

評価していただきたいというご意見として付け加えさせていただ

くことはできると思いますので、そういった形でよろしいいでし

ょうか。 

  

 小賀野委員：意見交換の時に、資材置き場の敷地は終わった後元に戻るとい

うような話をしていたので、そういったところの敷地を有効活用

できないかということが少し頭に浮かびました。そのあたりを踏

まえて、湿地部分で見えたガマやアシといった湿地の植物が守ら

れていくようにしてほしいと思います。 

  

 事務局  ：いただいたご意見を参考に、再調整させていただきたいと思い

ます。 

 

 

議 長  ：他にご意見等はありますでしょうか。ないようでしたら、この

文案を基にして、当審議会から市長宛の文案を、今事務局から説

明のありました部分を踏まえながら作成していくこととしたいと
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思いますがよろしいでしょうか。 

      

 ～異議なし～ 

 

異議がないようですので、この議題に関する審議はこれにて終

了することといたします。 

今後のスケジュールでございますが、答申文を若干修正すると

いうことですので、私と副会長に確認はご一任いただき、後日委

員の皆様には、事務局から答申文を送付する手続きとさせていた

だきたいと思います。具体的な日程ですが、１０月４日に答申文

を確定したいということですので、それまでに文書を作成し、１

０月６日には市長に提出するスケジュールだそうですので、その

ように進めさせていただきたいと思います。以上で本議題につい

ては終了いたします。  

 

続きまして、議事（２）「第２次袖ケ浦市環境基本計画の年次報

告について」でございます。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局  ：資料により説明。 

      資料１：第２次袖ケ浦市環境基本計画年次報告書（令和５年度版） 

 

～ 説明内容省略 ～ 

 

 

 議 長  ：只今の事務局からの説明について、質問等がありましたら、お

願いします。 

 

長田委員 ：３ページの公共施設における緑地の適正管理とあるのですが、

新しい公園の管理はまだみたいな感じで、ごみも散乱している状

態であることが気になります。 

 

事務局  ：只今いただいたご意見は、新しい市街地の中にある街区公園、

大きい公園もありますが、そこの草が伸び、ごみが目立つという

ご意見かと思います。今いただいたご意見につきましては、環境

管理課はポイ捨て防止といった目線で、また、管理をしている都

市整備課にも情報提供をさせていただきたいと思います。 



- 5 - 

また今年は、冒頭の会長の挨拶にもありましたが、非常に暑か

ったということで、草が非常に伸びて、そこにごみが捨てられて

いるというご意見ですね。こちらにも苦情等入っているところで

ございます。そういった部分を、いただいたご意見を踏まえなが

ら、公園等の適正管理に努めてまいりたいと思います。ありがと

うございます。  

 

小賀野委員：４ページにある生物多様性地域戦略の策定ということですが、

国から答申が出ましたけれども、それを受けて現在どの程度進ん

でいるのかということが気になっております。 

 

事務局  ：こちらにつきましては、現在策定無しということで、今後計画

期間中ということで、令和１２年までの策定を目指しているとこ

ろでございます。本市といたしましても、必要であると考えてい

るため、こういった計画に載せているところでございます。 

今のところ順番といたしまして、地球温暖化対策実行計画をや

っておりまして、そのなかで、適応策、要するに温暖化によって

生物の生息への影響といった点もございます。そういった影響も

踏まえまして、今後こちらの計画の策定については検討して参り

ますが、現在は白紙でございます。 

 

小賀野委員：サーティ・バイ・サーティの話が出て、対応が大きく変わって

いますので、袖ケ浦市でいえば、多様性の高い候補地をピックア

ップしていく作業をやり始めてもいいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

事務局  ：候補地ということで、市内に自然の広がったところはあります

し、民間において保全している場所があることを、環境行政に従

事する者として把握しております。その他にも、実際に選定して

いるかはわからないのですが、市の所有している「椎の森自然環

境保全緑地」というところがございます。そこは現在ボランティ

アの方により色々な動植物の保全を行っております。椎の森自然

環境保全緑地にはトウキョウサンショウウオがいて、こういった

生物の保全活動も行っておりますので、いただいたご意見につき

ましては、今後の検討材料とさせていただきます。 
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議 長  ：ただいま、小賀野委員からお話のありましたサーティ・バイ・

サーティという言葉をご存じない方も多いと思いますのでフォロ

ーさせていただきますと、２０３０年までに陸地と海域の３０パ

ーセントの自然を、何らかの形で保護していく地域認定をしよう

という考え方を国際的な目標とするものです。千葉県内において

具体的に認定された地域はまだありませんが、新しい取り組みと

いうことで、今後の考え方としては重要なものになります。 

 

小賀野委員：今まで国や県、市が持っていた場所を中心に保全地域と定めて

いたものを、企業や団体等も含めて３０パーセント保全していこ

うという動きなので、今後は色々な人が関わり合いながら、再生

も含めて保全地域を作っていくという形になるようです。 

      

議 長  ：私からも意見を言わせていただきたいのですが、今配られた報

告書にはないのですが、言葉として「ＰＲＴＲ」法であったり「Ｖ

２Ｈ」であったり「テレメータシステム」であったり、なじみの

薄い言葉がいくつかあるのですが、用語集のようなものは用意さ

れているのでしょうか。 

 

事務局  ：はい。こちらは年次報告書とさせていただいております。環境

基本計画の本体がありまして、こちらの方にサーティ・バイ・サ

ーティはありませんが、用語集を入れさせていただいております。

ただ、環境をめぐる状況は非常に大きく変わっておりまして、こ

れを策定したのはまだ数年前ではあるのですが、やはりその間に

新しい言葉が多々出てきているところでございますので、そうい

った部分を、もう一度年次報告書の中身を見させていただいて、

言葉を補足する必要があるものについては、ページに補足を入れ

る等、追記という形にはなりますが、そのような形で対応させて

いただければと思います。 

 

議 長  ：わかりました。ありがとうございます。 

 

長田委員 ：８ページにある小櫃川における水質環境基準達成率８０パーセ

ントとありますが、今東京で酸性雨の問題が取り沙汰されていま

すが、小櫃川は多分木更津の浄水場から取り入れていると思うの
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ですが、小櫃川の上流に産業廃棄物が廃棄されていると聞いたこ

とがあります。このようなことがあると我々はとても心配です。

その辺りを今後調べてほしいと思います。  

 

事務局  ：袖ケ浦の環境も出させていただいておりますが、まずは水質の

保全ということで、水環境についての調査等は毎年させていただ

いております。袖ケ浦の環境では１８ページにあるのですが、ま

ず市の水道水源のメインになります小櫃川につきましては調査地

点、調査回数しか載っていないのですが、水質又有害物質、底質

や魚を釣り上げて体内に有害物質が含有されているかなど、定期

的に調査を行っております。そういったなかでの基準値について

は市の方で行っております。水源ということですので、ここから

は市の業務ではないのですが、かずさ水道の方では、当然水道を

水道水として出すにあたり、さらに厳しい水質の調査を行ったう

えで供給しているというふうに我々の方では認識しております。

市の環境部門としましては、まず水環境の状況がどうなっている

のか、ＢＯＤの様な一般的な項目だけでなく、様々な物質につい

ても調査は継続しております。そういったなかで、疑問があれば

それに対する情報提供をさせていただくところでありますので、

ご理解いただければと思います。 

 

議 長  ：今のことについて少し補足させていただきたいのですが、水道

水源となっている川については、県の方が直接水質を毎年監視し

ています。今話題になっているＰＦＡＳについて、有機フッ素化

合物の総称としてＰＦＡＳが問題になっています。まだ有害性が

どれくらいあるのかはわかっていないということで、これは国の

方で食品安全委員会であったり、環境省であったり、厚生労働省

であったりと、確認をしなければいけないということで動いてい

るということを承知してください。とはいっても有害性を疑われ

るということで、暫定指針値というものが設けられています。ま

だ環境基準が決まっているものではない物質であることはご承知

おきください。暫定指針値ができて、県の方で令和３年度から、

水道水源として利用されている河川については毎年分析しており

ますが、水道水源の川では指針値を超える値は今のところ検出さ

れていない状況です。いずれにしても人の口に入る前にはかずさ

水道の方できちんと検査を行っていると思いますので、検査結果
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はかずさ水道の方のホームページあたりに載っていると思われま

す。 

 

長田委員 ：きちんと公表してほしいです。隠していたということが最悪で

すのでよろしくお願いいたします。  

 

小島委員 ：５ページの有害鳥獣・特定外来生物への対策について、近年イ

ノシシの被害が大きくなっているとひしひしと感じておりまして、 

畑作をメインに行っている地域では、有害鳥獣による被害がとて

も大きいと思います。地域ぐるみの有害鳥獣駆除組織の設立と書

いてあるのですが、設立した１地区というのはどの地域でしょう

か。 

 

事務局  ：設立した地域は、富岡地区の自治会でございます。下宮田だっ

たかと思いますが、こちらの地域は山が近いということがあり、

地形的にもイノシシの被害に困っているということで、地域の皆

さんで有害鳥獣駆除組織を立ち上げていただきまして、猟銃の講

習会等に参加していただき、地域ぐるみで有害鳥獣の駆除をして

いこうという取り組みです。市でも行ってはいますが、地域ぐる

みという形でやっていただいていますので、それに対する支援を

行っております。 

 

小島委員 ：私事で恐縮なのですが、昨年１０年ぶりに木更津市富来田地区

のいっせんぼくを歩いたときに、道がなくなるほどイノシシの足

跡でひどい状態だったので、隣接している富岡地区は同様の被害

を受けているのでしょうか。 

 

事務局    ：おっしゃるとおりです。 

 

加毛委員 ：５ページの有害鳥獣について、イノシシの捕獲頭数は、年間で

把握された数字なのですか。 

 

事務局  ：おっしゃるとおりです。 

 

加毛委員  ：自身も夜車に乗っていると、イノシシが飛び出してきてヒヤッとすること

があるので、継続して計画的に捕獲、駆除を行ってほしいと思います。 
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１つ質問なのですが、他の項目の中で色々と出てきているパー

センテージについて、これは市民意識調査の結果をベースにして

いるとのことですが、市民意識調査は何パーセントの方に調査さ

れているのでしょうか。 

  

事務局   ：市民意識調査は毎年行っているのですが、およそ１０００～

１５００人の方を無作為抽出して回答をいただいておりますが、

回答率は把握しておりません。他のアンケートを見てみると、５

０パーセントには達していなかったかと認識しております。 

 

加毛委員  ：基準年度と例えば令和４年度では、市民意識調査の回答者は

別の方が当たっているのですか。 

 

事務局   ：はい。無作為抽出を行っておりますので、その中でも年齢の

区分は出すのですが、様々なアンケートを行っているうえで、な

るべく同じ人が続かないよう配慮して調整しております。 

 

加毛委員  ：わかりました。ありがとうございます。 

 

議 長  ：そのほかに無いようでしたら、以上で質疑等は終了します。続

いて、議事（３）「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第四次）の

年次報告について」、事務局から説明をお願いします。  

 

事務局  ：資料により説明。 

資料２： 袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画（第四次）令和４年

度報告書 

      

～ 説明内容省略 ～ 

  

 議 長  ：ただいまの事務局の説明につきまして質疑等がございましたら

お受けしたいと思います。 

 

     ～質疑なし～ 

 

議 長  ：議題（４）その他に移ります。事務局から説明をお願いします。 
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 事務局  ：その他でございますが、今回、市の環境管理課が毎年作成して

おります「袖ケ浦の環境（令和５年度版）」を配布させていただき

ました。ご一読いただきますようお願いいたします。 

     また、市では、地球温暖化防止対策の取り組みのひとつとして、毎

年、緑のカーテンコンテストを実施しております。委員の皆さまには、

応募作品の審査をお願いしたく、先日文書を送付させていただいたと

ころです。 

今年度は、９月８日を締切として募集を行ったところ、個人の部

で１３件、団体の部で１０件と多数の応募をいただきました。 

つきましては、重ねてのお願いとなってしまい恐縮ではございま

すが、優秀な取組について表彰いたしますので、１０月６日までに

ご審査いただきますようお願い申し上げます。 

 

 議 長  ：只今の説明について質疑等があればお願いします。 

質問等がないようですので、以上をもちまして、すべての議事

が終了しましたので、議長の任を解かせていただきます。委員の

皆様にはご協力を頂き、ありがとうございました。 

 

(５) 閉会 

 

以上 
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            場所 袖ケ浦市役所北庁舎３階中会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 環境経済部長あいさつ 

 

４ 議事 

（１） （仮称）千葉袖ケ浦天然ガス発電所建設計画に係る環境影響評価方法書

について（審議） 

（２） 第２次袖ケ浦市環境基本計画の年次報告について 
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５ 閉会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

袖 ケ 浦 市 

 

第２次袖ケ浦市環境基本計画 

年次報告書 

資料１ 



 

目   次 
 

第１ 環境基本計画年次報告書の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

第２ 環境基本計画の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 １ 計画の趣旨 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 ２ 計画の期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 ３ 計画の構成（抜粋）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

第３ 環境施策の推進状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

１ 豊かな自然と共生するまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

２ 快適で安全に生活できるまち ・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

３ 地球環境を思いやるまち ・・・・・・・・・・・・・・・・ １１ 

４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち ・・・・・・・・ １５ 

５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち ・・・・・・・ １９ 

６ 環境保全のための分野横断的な施策 ・・・・・・・・・・・ ２４ 

 

 

 

 



1 

 

庁内体制 
〇計画の推進 

   〇年次報告書の作成 

第１ 環境基本計画年次報告書の趣旨 

令和２年３月に策定した第２次袖ケ浦市環境基本計画は、５つの基本目標及び分野

横断的な目標を定め、基本目標ごとの数値目標等を設定しています。

この計画を着実に推進していくためには、取組の進捗状況を定期的に把握・評価し、

計画を見直していく必要があることから、この報告書では、令和４年度の取組等につ

いて取りまとめています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告 

 
助言 
・ 

提言 

調整 

公表 

 
意見 

環境審議会 
〇環境に関する施策の調査審議 
〇環境に関する施策の助言・提言 

市民・事業者 
〇計画の実行 
〇年次報告に対する意見 

連携・協力 

庁内会議 
〇環境に関する施策
の総合的調整 

〇環境基本計画の推
進に関する指示 

 

環境管理課 
〇環境基本計画の推進 
〇施策の進捗状況の把握 
〇年次報告書の作成・報
告・公表 

庁内関係課 
〇計画の実行 
〇環境に関する施
策の実施 

〇施策における環
境配慮の実施 

指示 

報告 

国・県・他自治体 
〇広域的な視点による取組の推進に当たっての連携・協力 

図 計画の推進体制 
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第２ 環境基本計画の概要 

１ 計画の趣旨 
環境基本計画は、長期的な目標の下、市民､事業者及び行政が協働して、環境の

保全に関する施策を、総合的かつ計画的に推進していくことにより、先人が残して

くれた豊かな自然環境を次世代に継承するとともに、環境に関する諸問題を計画的

に解決していくことを目的としています。

 

２ 計画の期間 
本計画の計画期間は、令和２年度から令和１３年度までとしています。ただし、

環境問題や社会経済の変化、科学技術の進展等により、適宜見直しを行います。 

 

３ 計画の構成（抜粋） 



第３章  計画の目標  
 第１節  袖ケ浦市が目指す環境像  

  みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  
 第２節  基本目標  

・豊かな自然と共生するまち  ・快適で安全に生活できるまち  
・地球環境を思いやるまち   ・環境にやさしい循環型社会を形成するまち  
・市民参加による環境保全活動を推進するまち  

 
第４章  目標の実現に向けた施策の展開方向  
 
 

     基本目標             基本施策  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  
 

 

 

 

 

 (1) 水とみどりの保全 
 (2) 生物多様性の保全 
 (3) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 
 (4) 景観形成の推進 

 

 

１ 豊かな自然と共生するまち 

２ 快適で安全に生活できるまち 
 (1) 大気環境の保全 
 (2) 水質・土壌・地盤環境の保全 
 (3) 騒音・振動・悪臭の防止 
 (4) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 

３ 地球環境を思いやるまち 
 (1) 再生可能エネルギー等の活用 
 (2) 省エネルギーの推進 
 (3) 温室効果ガスの削減 
 (4) 気候変動による影響への適応策の推進 

 

４ 環境にやさしい循環型社会を

形成するまち 

 

 (1) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 
 (2) 廃棄物等の適正処理の推進 
 (3) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 
 (4) 建設発生土・再生土への対策 

５ 市民参加による環境保全活動

を推進するまち 

 

 (1) 環境に関する情報発信 
 (2) 環境学習・環境教育の推進 
 (3) 協働による環境保全活動の推進 
 (4) 市民等による環境保全活動への支援 

 

環境保全のための        (1) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 

分野横断的な施策        (2) 災害時等における環境問題への対応 

図 第２次袖ケ浦市環境基本計画の概要図 



3 

 

第３ 環境施策の推進状況 

１ 豊かな自然と共生するまち 
(１) 水とみどりの保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

多面的機能支払事業活動面積 
９４５ｈａ 

（平成３０年度） 
１，１１２ｈａ 

１，２５０ｈａ 

（令和１３年度） 

地域の水がきれいだと感じる

市民の割合（市民意識調査） 

６２．７％ 

（令和元年度） 
６５．０％ 

７０．０％ 

（令和１３年度） 

地域にみどりが多いと感じる

市民の割合（市民意識調査） 

８１．８％ 

（令和元年度） 
８８．０％ 

現状を維持します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 水と緑の里整備 （環境管理課） 

〇蔵波小鳥の森の維持管理に努めました。 

〇椎の森工業団地内自然環境保全緑地について 

・造成緑地草刈委託 17，126 ㎡（環境保全緑地分 600 ㎡含む。） 

・ボランティア募集、軽作業の実施（月２回） 

作業回数 22 回 参加者 453名 平均約 21人/回 

② 公共施設における緑

地の適正管理 

（都市整備課） 

公園・緑地を適正に管理し、緑の保全に努めました。 

（環境管理課） 

自然環境保全緑地について、除草委託のほか、ボランティアによ

る除草作業などを行いました。 

③ 農業用ため池周辺の

環境整備 

（農林振興課） 

草刈りや植栽管理等の維持管理を地元に委託し、良好な環境保持

を図りました。 

④ 農地農村の持つ多面

的機能に関する普及啓

発等 

（農林振興課） 

農地農村の有する水源の涵養、良好な景観形成等の多面的機能を

維持・発揮するための普及啓発を行いました。 

⑤ 保存樹木・樹林の保全 （環境管理課） 

〇新規指定無し 指定樹木 182本 指定樹林 8.6 ha 

⑥ 緑地保存協定の締結 （環境管理課） 

〇新規締結 2者協定 1社 

 3者協定 71 社 2者協定 124 社 緑地面積 185 ha 

⑦ 緑の基本計画の策定 （都市整備課） 

 計画期間中の策定を目指し、調査研究を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 
・「多面的機能支払事業活動面積」は、基準年度から増加しており、引き続き、農地や水路

等の適切な保全管理による地域の自然環境保全を図ります。 

・「地域の水がきれいだと感じる市民の割合」及び「地域にみどりが多いと感じる市民の割

合」は、基準年度と比べて増加しており、水とみどりの保全活動等が市民の意識に反映

されていると考えられます。 

・主な取組では、「① 水と緑の里整備」におけるボランティアについて、年間で延べ４５

３名の方々に参加していただき、里山整備に寄与することができました。 
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(２) 生物多様性の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

生物多様性地域戦略の策

定 
― 策定無し 

計画期間中の策定を

目指します 

生物多様性の意味を知っ

ている市民の割合 

２５．０％ 

（平成３０年度） 

－ 

（市民アンケート項

目対象外） 

６０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 生物多様性に関する

普及啓発 

（環境管理課） 

〇自然散策会において、生物多様性に関する普及啓発を行いました。 

〇窓口で生物多様性ちばニュースレター（発行：千葉県生物多様性

センター）などを配布しました。 

② 遊休・荒廃農地の調査

活用 

（農林振興課） 

農地利用状況調査を実施しました。 

③ 希少な野生生物の調

査等 

（環境管理課） 

椎の森自然環境保全緑地において、ボランティア活動団体との協

働により、トウキョウサンショウウオの保護を行いました。 

④ 生物多様性地域戦略

の策定 

（環境管理課） 

計画期間中の策定を目指し、調査研究を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「生物多様性地域戦略の策定」は、計画期間中の策定を目指して、調査研究を継続します。 

・「生物多様性の意味を知っている市民の割合」は、令和４年度では調査を実施して

いませんが、自然散策会や環境学習講座の機会を捉え、また学校等とも連携し、更なる

生物多様性に関する普及啓発を図ることができました。 

・主な取組では、「① 生物多様性に関する普及啓発」における自然散策会において、希少

な動植物や、自然に対する理解を図りました。 
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(３) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

有害鳥獣の捕獲数 

イノシシ ５２２頭 

ハクビシン ６４頭 

（平成３０年度） 

イノシシ ５２６頭 

ハクビシン ５３頭 

被害状況を勘案しな

がら捕獲を進めます 

（令和１３年度） 

特定外来生物の駆除数 
アライグマ １９７頭 

（平成３０年度） 
アライグマ ３１３頭 

根絶に向けて 

駆除します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 有害鳥獣・特定外来

生物に関する普及啓

発 

（農林振興課） 

ホームページを活用し、獣害対策に関するマニュアル等を公表しま

した。 

（環境管理課） 

正確な知識と対策を周知するため、窓口において、特定外来生物で

あるカミツキガメのリーフレットなどを配布し、啓発に努めました。 

② 鳥獣被害防止計画の

推進 

（農林振興課） 

〇獣害対策に関する講習会を 6回実施しました。 

〇地域ぐるみの有害獣駆除組織の設立を支援しました。 

（1地区） 

〇国の補助事業による箱わなの導入や市の補助事業による防護柵の設

置を行いました。 

③ 有害鳥獣・特定外来

生物の防除 

（環境管理課・農林振興課） 

〇防除対策として設置する防護柵の市の補助事業について広報紙、ホ

ームページ等で周知しました。 

〇駆除対策として、県からも箱わなの貸与を受けてアライグマの駆除

を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「有害鳥獣の捕獲数」及び「特定外来生物の駆除数」は、有害鳥獣や特定外来生物の行動

域を把握しながら、効率的な捕獲を行いました。特にアライグマの駆除数が箱わなや防

護柵の設置を増やしたことにより大幅に増加しました。 

・主な取組では、「③ 有害鳥獣・特定外来生物の防除」として、市の補助事業について、

広報紙やホームページ等で周知し、多くの市民に箱わなの貸与を行いました。 
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(４) 景観形成の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

景観重要樹木等の指定 
６本 

（平成３０年度） 
６本 

１０本 

（令和１３年度） 

景観まちづくり推進団体

数 

８団体 

（平成３０年度） 
８団体 

１０団体 

（令和１３年度） 

市内の公園がきちんと管

理されていると思う市民

の割合（市民意識調査） 

６２．９％ 

（令和元年度） 
６６．５％ 

７０．０％ 

（令和１３年度） 

市内の良好なまち並みや

景観が形成されていると

思う市民の割合 

（市民意識調査） 

５４．８％ 

（令和元年度） 
５９．０％ 

６５．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 都市公園の整備・維持

管理 

（都市整備課） 

〇指定管理者と協力し、適正な維持管理を図りました。 

② 景観としての農業環

境の保全 

（農林振興課） 

各担当課において、広域農道への花の植栽（コスモス・ポピー）、

農村公園の植栽管理等の拠点づくりを進めました。 

③ 農村公園・フラワーラ

インの景観維持 

（農林振興課・土木管理課） 

フラワーライン（袖ヶ浦高校から岩井地先まで約 5 km）の種まき

を、周辺 7地区のボランティアにより実施（春はコスモス、秋はポ

ピー）し、年 2回浮戸川沿いの草刈を実施しました。（延長 8,660ｍ） 

（農林振興課） 

 袖ケ浦農村公園管理組合に業務委託し、園内の植栽管理及び清掃

を行いました。 

④ 景観計画の適切な運

用 

（都市整備課） 

 景観計画を適切に運用し、本市の良好な景観形成を推進しました。 

⑤ 景観まちづくり活動

の推進 

（秘書広報課・商工観光課） 

秘書広報課、商工観光課と協働し、動画・写真コンテスト（＃そで

むび ＃そでふぉと）を行いました。 

⑥ 県屋外広告物条例の

適用 

（都市整備課） 

 市職員による年 15回の除去作業を実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「景観重要樹木等の指定」及び「景観まちづくり推進団体数」は、基準年度から変動はあり

ませんでした。引き続き事業の推進を図り増加を目指します。 

・「市内の公園がきちんと管理されていると思う市民の割合」や「市内の良好なまち並みや

景観が形成されていると思う市民の割合」は、基準年度と比べていずれも増加しており、

景観形成の推進活動等が市民の意識に反映されていると考えられます。 

・主な取組では、「⑤景観まちづくり活動の推進」として、動画・写真コンテスト（＃そで

むび ＃そでふぉと）」を行い、動画部門、写真部門で計６名を表彰しました。 
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２ 快適で安全に生活できるまち 
(１) 大気環境の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

光化学スモッグ注意報の

年間発令日数 

５日 

（平成２６年度か

ら平成３０年度ま

での平均日数） 

４日 

注意報発令日数 

の半減 

（計画期間の平均日数） 

市内における大気汚染物

質の環境基準達成率 

８７．５％ 

（平成３０年度） 
８７．５％ 

達成率を向上させます 

（令和１３年度） 

地域の空気がきれいだと

感じる市民の割合 

（市民意識調査） 

６２．７％ 

（令和元年度） 
６５．０％ 

７０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 大気汚染物質の監視

の継続及び市民への情

報提供 

（環境管理課） 

光化学オキシダント濃度の監視や光化学スモッグ注意報を発令し、

防災行政無線及び市民生活安全メールにて周知をしました。 

・令和 4年度光化学スモッグ注意報発令回数 4回 

② 発生源施設への立入

調査の実施 

（環境管理課） 

5事業所 5施設について立入調査を実施し、不適合施設はありま

せんでした。 

③ 自家焼却・野焼きに対

する指導 

（廃棄物対策課・環境管理課） 

〇広報紙により啓発しました。 

〇苦情対応時に指導を行いました。 

〇残土埋立てや不法投棄パトロール時に合わせて監視を行いました。

（週 6日） 

④ 公害防止施設の設置

指導 

（環境管理課） 

 環境保全条例及び環境保全に関する協定に基づく事前協議により

指導を行いました。 

 条例 0件、2者協定 6件、3者協定 5件 

⑤ 大気環境監視システ

ム及び監視網の見直し 

（環境管理課） 

 7月にテレメータシステムの更新が完了し、7測定局による新たな

監視体制（市 5局、県 2局）を開始しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「市内における大気汚染物質の環境基準達成率」は、基準年度と比べて変動はなく、また、

観測を行っている大気汚染物質のほとんどは、長年にわたり環境基準を達成し、各項目

の数値は緩やかな減少、または横ばいであり、良好な大気環境が維持されています。 

・「地域の空気がきれいだと感じる市民の割合」は、基準年度の６２．７％に対し６５．０％

として２．３ポイント増加しており、良好な大気環境の維持等が市民の意識に反映され

ていると考えられます。 

・主な取組では、「⑤ 大気環境監視システム及び監視網の見直し」として、令和４年６月

にテレメータシステムを更新するとともに市測定局３局を廃止し、効果的な監視体制の

構築を図りました。 
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(２) 水質・土壌・地盤環境の保全 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

水洗化率（公共下水道） 
９６．８％ 

（平成３０年度） 
９７．５％ 

９８．０％ 

（令和１３年度） 

水洗化率（農業集落排水） 
７９．２％ 

（平成３０年度） 
８０．１％ 

９０．０％ 

（令和１３年度） 

汚水が適切に処理されていると感

じる市民の割合（市民意識調査） 

７６．９％ 

（令和元年度） 
７９．５％ 

８０．０％ 

（令和１３年度） 

小櫃川における水質の環境基準達

成率 

８０．０％ 

（平成３０年度） 
８０．０％ 

達成率を向上させます 

（令和１３年度） 

河川や雨水排水施設が整備され、

安心して暮らしていると感じる市

民の割合（市民意識調査） 

６２．２％ 

（令和元年度） 
６２．０％ 

７０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 公共下水道・農業集落

排水設備に係る普及率

の向上 

（下水対策課） 

〇公共下水道について 

 ・普及率 68.8％（農業集落排水松川地区含む。） 

 ・処理人口 44,677人 

〇農業集落排水について 

 ・水洗化率 東部地区：92.7％・松川地区：91.1％・ 

平岡地区：71.6％ 

 ・水洗化人口の精査実施 2回／年 

② 生活排水の負荷軽減に

関する普及啓発 

（下水対策課） 

〇広報誌及びホームページで啓発を行いました。 

③ 事業者への排水適正管

理の指導 

（環境管理課） 

〇事前協議において指導を行いました。 

〇発生源の立入調査を実施しました。 22事業所調査 

1社協定値超過 

④ 浄化槽の適正な維持管

理の指導 

（廃棄物対策課） 

 補助対象の合併浄化槽設置時における指導及び広報誌により周

知をしました。 

⑤ 地下水汚染・土壌汚染 

・地盤沈下対策の推進 

（環境管理課） 

 県主体の地下水調査を 1地点実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「水洗化率（公共下水道）」及び「水洗化率（農業集落排水）」は、基準年度と比べて増加

しており、生活排水対策が進んでいます。 

・「汚水が適切に処理されていると感じる市民の割合」は、基準年度と比べて２．６ポイン

ト増加しており、生活排水対策等が市民の意識に反映されていると考えられます。 

・「小櫃川における水質の環境基準達成率」は、基準年度から横ばいとなっており、良好な

水環境が維持されています。 

・「河川や雨水排水施設が整備され、安心して暮らしていると感じる市民の割合」は、基準

年度の６２．２％と比べて６２．０％と概ね横ばいとなっており、水環境に関して積極

的な情報提供が必要と考えられます。 
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(３) 騒音・振動・悪臭の防止 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

自動車騒音の環境基準達

成率 

８７．５％ 

（平成３０年度） 
８０．０％ 

達成率を向上 

させます 

（令和１３年度） 

騒音・振動・悪臭の苦情

件数 

４０件 

（平成３０年度） 
２９件 

苦情件数を減少 

させます 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 道路における騒音・振

動対策の推進 

（環境管理課） 

 5路線 5区間の調査を実施しました。 

② 航空機騒音対策の推

進 

（環境管理課） 

連絡協議会に出席し、苦情発生状況の情報提供をしました。 

苦情 0件 

③ 家畜糞尿処理対策の

推進 

（農林振興課） 

家畜排泄物法対象農家 32件 

整備済み 30件 整備しない 2件 

④ 工場等への監視等の

継続 

（環境管理課） 

 ＰＲＴＲ法による指導の他、環境保全に関する協定事業所から年

間計画書等の提出を求め、指導しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「自動車騒音の環境基準達成率」は、基準年度の８７．５％と比べて８０．０％となり、   

７．５ポイント低下していることから、引き続き調査・監視を行い、要因に応じた必要

な措置に取り組みます。 

・「騒音・振動・悪臭の苦情件数」は、基準年度の４０件と比べて２９件となり、１１件減少し

ていますが、引き続き苦情に対する適切な対応に努めます。 
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(４) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

ダイオキシン類の環境基

準達成率 

ダイオキシン類 

１００％ 

（平成３０年度） 

１００％ 
１００％ 

（毎年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 有害化学物質の監視

の継続及び市民への情

報提供 

（環境管理課） 

〇有害大気汚染物質モニタリング調査として、ダイオキシン類年 4

回(2か所)、ベンゼン年 12回(1か所)について測定しています。 

〇県においてベンゼン等を年 12回(1か所)測定し、併せて結果を公

表しました。（いずれも環境基準達成） 

② 農薬等の適正使用の

推進 

（農林振興課） 

〇農薬等の散布は、市植物防疫協会が実施しました。 

〇散布を行う際は、広報紙及び広報無線により周知、全域ラジコン

ヘリの使用、市職員の立会いを行いました。 (7/9～7/24 実施)

（散布面積 481.4 ha） 

③ 事業所等における有

害化学物質の管理の推

進 

（環境管理課） 

ＰＲＴＲ法による指導の他、環境保全に関する協定事業所から年

間計画書等の提出を求め、指導しました。 

④ 放射性物質に関する

市民への情報提供 

（環境管理課） 

 小学校及び公園の合計 10か所にて年 4回測定し、結果を公表しま

した。（いずれも 0.23マイクロシーベルト／時以下） 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「ダイオキシン類の環境基準達成率」は、目標を達成しています。引き続きモニタリング

調査を行い、監視を行います。 

・主な取組では、「④ 放射性物質に関する市民への情報提供」として、監視を実施してい

る放射線量の測定について、平成２４年度以降、除染対象となる０．２３マイクロシー

ベルト／時を下回っていることから、平成２８年度に測定箇所・測定頻度の見直しを行

い、測定箇所を２２か所から１０か所、測定頻度を毎月から隔月とし、令和２年度から

は、測定頻度を年４回として、継続して監視及び情報提供に取り組んでいます。 
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３ 地球環境を思いやるまち 

(１) 再生可能エネルギー等の活用 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

再生可能エネルギー設備

等の補助件数（累計） 

１，１７８件 

（平成３０年度） 

１，５９９件 

（令和４年度 １０４件） 

２，３５０件 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 住宅、事業所等への再

生可能エネルギー等の

導入促進 

（環境管理課） 

 家庭における再生可能エネルギー等の導入を促進するため、以下の

設備について、県と連携して設置費用の補助事業を実施しました。 

・燃料電池システム設置補助金 15件 

・定置用リチウム蓄電システム設置補助金 73件 

・窓の断熱改修補助金 6件 

・電気自動車購入補助金 8件 

・Ｖ２Ｈ充放電設備設置補助金 2件 

② 公共施設への再生可

能エネルギーの導入 

（資産管理課・環境管理課） 

○奈良輪小学校及び昭和中学校において、太陽光発電設備を設置し

ました。（寄付） 

○蔵波小学校増築において、太陽光発電設備の導入を計画しました。

（令和 5年度設置予定） 

○庁舎整備において、太陽光発電設備及び蓄電池の導入を計画しま

した。（令和 6年度設置予定） 

③ 再生可能エネルギー

等に関する普及啓発 

（環境管理課） 

〇ホームページや広報紙で普及啓発を行いました。 

〇県が作成した再生可能エネルギーについて解説したリーフレット

などを窓口で配布しました。 

④ 事業用太陽光発電設

備の適正な設置及び管

理の指導 

（環境管理課） 

袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドラインに

基づき、適正な設置及び管理をするよう指導しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「再生可能エネルギー設備等の補助件数（累計）」は、４２１件増加し、１，５９９件と

なりました。近年の自然災害による大規模停電に対する災害対策としての需要や、太陽

光発電システムを自ら使用するための蓄電池の設置、また、令和４年度から、電気自動

車、Ｖ２Ｈ充放電設備についても補助対象としたことが要因と考えられます。 

・主な取組では、奈良輪小学校及び昭和中学校において、太陽光発電設備を設置し、公共

施設への再生可能エネルギーの導入を図りました。 
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(２) 省エネルギーの推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

日頃から省エネなど環境

に配慮した行動に取り組

んでいる市民の割合 

（市民意識調査） 

７９．６％ 

（令和元年度） 
８２．６％ 

９０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 省エネルギー設備等

の導入促進 

（環境管理課・資産管理課） 

○家庭における省エネルギー設備の導入を促進するため、5種類の

省エネルギー設備（エネファーム・蓄電池・断熱窓・電気自動車・

Ｖ２Ｈ）について、県と連携して設置費用の補助事業を実施しま

した。 

② 省エネルギーに関す

る情報発信等 

（環境管理課・資産管理課・教育総務課） 

〇省エネルギーに関するポスターを掲示しました。 

〇窓口において、事業者が作成した「ウルトラ省エネブック」（発

行：東京ガス株式会社都市生活研究所）等を配布しました。 

○庁舎整備、奈良輪小学校、蔵波小学校増築において、ZEB-Ready

取得しました。 

③ 環境に配慮した製品

に関する普及啓発 

（環境管理課） 

省エネ家電への買替えを促進するためのチラシや、蓄電池や太陽

光パネルといった省エネルギー設備の共同購入の案内等を配布し、

啓発を行いました。 

④ 公共施設のＬＥＤ化

の推進 

（資産管理課・管財契約課） 

 庁舎整備においてＬＥＤ照明を採用しました。 

（資産管理課） 

 庁舎の改修工事においてＬＥＤ照明を採用しました。 

（平岡公民館・長浦公民館） 

 多目的ホールのＬＥＤ化を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「日頃から省エネなど環境に配慮した行動に取り組んでいる市民の割合」は増加しており、

情報発信や啓発活動等が市民の意識に反映されていると考えられます。 

・主な取組として、県環境研究センターや一般財団法人省エネルギーセンターと連携し、環

境学習講座を開催するなど、家庭における省エネや節電の啓発を行っているほか、庁舎整

備や公民館多目的ホールにおいてＬＥＤ化を進めることができました。 
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(３) 温室効果ガスの削減 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

公共施設の二酸化炭素排

出量 

１０，４９４ｔ 

（平成３０年度） 
７，６１７ｔ 

袖ケ浦市地球温暖化

対策実行計画の達成

を目指します 

緑のカーテンコンテスト

応募者数 

１９件 

（令和元年度） 
１５件 

３０件 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 地球温暖化対策実行

計画の推進 

（環境管理課） 

〇燃料の使用量削減、節電、節水等に努めました。 

〇温室効果ガス排出量 7,617,110.6ｋｇ-CO2 

（基準年度差 -2,877t-CO2）（基準年度比 -27.4％） 

② 地球温暖化に関する

情報発信等 

（環境管理課） 

ホームページ等により情報発信をしました。 

③ 緑のカーテンづくり

の促進 

（環境管理課） 

〇庁舎にグリーンカーテンを設置しました。 

〇市民や学校等にゴーヤやアサガオの苗を配布しました。 

〇緑のカーテンコンテストを実施し、3団体及び 5名を表彰しまし

た。 

④ 公共交通の利用促進 （企画政策課） 

〇交通事業者における感染症対策等の情報を市ホームページや広報

紙にて発信し、利用の促進を図りました。 

〇路線バスの新たな利用者の掘り起こしや継続した利用を促すため、

高校生を対象に無料試乗会を実施しました。 

⑤ 低燃費車の導入推進 （管財契約課） 

公用車の購入又は更新に際し、燃費基準達成車を採用しました。 

平成 27年度燃費基準 20％向上達成車 3台 

⑥ エコドライブの推進 （環境管理課） 

袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画において、エコドライブにつな

がる公用車の運転について掲載し、庁内各課等の取組状況について

依頼し、回答では、4段階中上位に当たる「よく実施されている」

又は「ある程度実施されている」となりました。 

⑦ 安全で安心して利用

できる道づくりの推進 

（土木建設課） 

○歩行帯整備を実施しました。Ｌ＝431ｍ 

○市道三箇横田線と県道長浦上総線との交差点改良工事と市道代宿

横田線の道路改良工事を実施しました。Ｌ＝513ｍ 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「公共施設の二酸化炭素排出量」は、基準年度と比べて２，８７７ｔ－ＣＯ２の減少とな

っており、引き続き市役所における温室効果ガス排出量の削減に取り組みます。 

・「緑のカーテンコンテスト応募者数」は、基準年度と比べて４件減少していますが、農業

センターの営農指導員をはじめ、市内事業者（３社）からゴーヤの種や肥料の支援をし

ていただき、緑のカーテンづくりの促進に努めました。 
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(４) 気候変動による影響への適応策の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

気候変動適応計画の策定 ― 策定無し 
計画期間中の策定を

目指します 

気候変動による影響への

適応について知っている

市民の割合 

４２．０％ 

（平成３０年度） 

－ 

（市民アンケート項

目対象外） 

８０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 気候変動の影響に関

する情報の収集等 

（環境管理課） 

 市では、県の担当者説明会等に参加するなど、情報収集を行いま

した。 

② 各分野における適応

策の推進 

（健康推進課） 

〇熱中症の予防・啓発を目的として、一定の気候条件等に該当する

際に生活安全メールを配信しました。 

 ・千葉県内に熱中症警戒アラートが発令された日（12回） 

・木更津の観測地点の暑さ指数（予測値）が危険レベルに該当す

る日（12回） 

（職員課） 

 5月 1日から 10月 31日までの間、職員の服装についてクールビ

ズを行いました。 

③ 気候変動適応計画の

策定 

（環境管理課） 

計画期間中の策定を目指しています。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「気候変動適応計画の策定」は、計画期間中の策定を目指し、調査研究を行います。 

・「気候変動による影響への適応について知っている市民の割合」は、令和４年度では調査

を実施していませんが、引き続き、情報収集や啓発に努めます。 
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４ 環境にやさしい循環型社会を形成するまち 
(１) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

１人１日当たりのごみ総

排出量 

９３０ｇ 

（平成３０年度） 
８９０ｇ 

８３０ｇ 

（令和１３年度） 

リサイクル率 
２５．６％ 

（平成３０年度） 
２５．０％ 

３０．０％ 

（令和１３年度） 

リサイクルを実践してい

る市民の割合 

（市民意識調査） 

８３．５％ 

（令和元年度） 
７６．８％ 

９３．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① ３Ｒ活動、各種リサイ

クル法等に関する普及

啓発 

（廃棄物対策課） 

〇広報紙やＳＮＳ等による啓発を行いました。 

〇ごみ発生量（ｔ/年） 可燃ごみ 16,968ｔ 不燃ごみ 2,539ｔ 資

源物 1,855ｔ 合計 21,362ｔ 

〇クリーンセンターでの焼却は停止しており、全量かずさクリーン

システムで焼却しています（H18) 

〇雑がみ回収ＢＯＸを２箇所設置しました。 

〇子供服リユース企画「ガウラの古着屋さん」を実施しました。 

② プラスチックごみの

削減 

（廃棄物対策課） 

プラスチックごみの削減を図るため、3Ｒ活動に係る取組や、ポイ

捨て・飛散防止等に係る啓発を行いました。 

③ 食品ロスに関する普

及啓発 

（廃棄物対策課） 

広報紙による啓発を行いました。 

フードドライブによる食品の回収量 228kg 

④ バイオマスの利活用 （学校給食センター） 

約 75.6ｔの給食調理時の野菜くずや給食の食べ残しを堆肥化し

ました。 

⑤ 生ごみ肥料化容器助

成制度の実施 

（廃棄物対策課） 

 生ごみ肥料化容器等の購入に対し補助を行いました。 

補助件数 生ごみ肥料化容器 27 基 

機械式生ゴミ処理機 28 基 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「１人１日当たりのごみ総排出量」は、基準年度の９３０ｇと比べて８９０ｇとなり、減

少しました。一方、「リサイクル率」は、基準年度と比べて０．６ポイント減少している

ことから、市では、廃棄物の発生抑制や資源の適正な循環的利用の啓発等を行うほか、

食品ロスやプラスチックごみの問題等の新たな課題への対応も含め、引き続き啓発等に

取り組みます。 

・「リサイクルを実践している市民の割合」は、基準年度の８３．５％と比べて７６．８％とな

り、６．７ポイント低下しています。引き続き、広報紙や環境学習講座などの機会を捉

えて、市民のリサイクルの意識の向上に努めます。 
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(２) 廃棄物等の適正処理の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

農業用廃プラスチックの

回収量 

３４．２ｔ 

（平成２６年度から

平成３０年度までの

平均値） 

１８．６ｔ 
３１．６ｔ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 廃棄物等の適正処理

に関する情報発信 

（廃棄物対策課） 

ホームページにより袖ケ浦市一般廃棄物最終処分場の管理状況を

公表しました。 

② 農業用廃プラスチッ

ク処理対策の推進 

（農林振興課） 

農業用マルチ・ハウス用ビニール等の回収処理をしました。 

塩化ビニール、ポリエチレン 18.56ｔ 

③ 廃棄物処理制度の見

直しの検討 

（廃棄物対策課） 

現ごみ処理の有料制（指定ごみ袋制）の見直しを検討しました。 

④ 廃棄物処理施設の整

備 

（廃棄物対策課） 

 袖ケ浦市廃棄物処理施設長寿命化総合計画に則り、修繕工事等を発

注しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「農業用廃プラスチックの回収量」は、基準年度の３４．２ｔと比べ、１５．６ｔ減少の

１８．６ｔとなっており、引き続き、廃棄物等の適正処理の推進を図ります。 
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(３) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

不法投棄監視員によるパト

ロール巡回日数 

２９２日 

（平成３０年度） 
２９０日 

パトロール巡回日数

の現状を維持します 

ポイ捨てごみの回収量 
７０．４ｔ 

（平成３０年度） 
６５．４ｔ ６５ｔ 

まちがきれいだと感じる市

民の割合（市民意識調査） 

５８．４％ 

（令和元年度） 
６１．５％ ６０．０％ 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 廃棄物等の不法投棄

やポイ捨て対策の推進 

〇不法投棄について（廃棄物対策課） 

 ・不法投棄禁止看板配布 21枚 

 ・不法投棄監視中看板配布 6枚 

 ・監視カメラ設置区間看板配布 0枚 

〇ポイ捨てについて（環境管理課） 

 ・広報紙に「ポイ捨てはやめよう」の記事を掲載 

 ・啓発看板配布 30枚 

〇ポイ捨て防止啓発活動（環境管理課） 

 ・長浦駅周辺 10月 参加者 87名 

〇臨海地区清掃（環境管理課） 

 ・3回（6月、11月、2月） ・ごみ回収量 2.73ｔ 

② 市職員全員による監

視の実施 

（廃棄物対策課） 

○残土埋立て・不法投棄パトロール時に合わせて監視を行いました。

（週 6日） 

○職員通勤時の不法投棄発見報告 0件 

③ 不法投棄監視員・土砂

等対策指導員・環境美

化推進員による監視等

の実施 

（廃棄物対策課） 

〇各地区 2名計 10名の不法投棄監視員による 2回以上/月パトロー

ル 実施結果の報告書提出 1回/月 

 不法投棄監視員報告件数（延べ数）82件 

〇土砂対策等指導員として警察ＯＢ2名を雇用し、残土埋立て・不

法投棄パトロールを週 6日実施しました。 

④ 空き地等の雑草対策

の推進 

（環境管理課） 

〇草刈機の貸出し 96件 190台 

〇雑草地の所有者に草刈り依頼の文書を送付 163通 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「不法投棄監視員によるパトロール巡回日数」は、２９０日実施しており、パトロール体

制を維持することで不法投棄防止に寄与しています。 

・「ポイ捨てごみの回収量」は、基準年度の７０．４ｔと比べて、新型コロナウイルス感染

症拡大防止のため、袖ケ浦駅周辺でのポイ捨て防止啓発活動が１回、臨海地区清掃が１

回中止となったことから、６５．４ｔと減少となりました。 

・「まちがきれいだと感じる市民の割合」は、基準年度の５８．４％と比べて６１．５％とな

り、３.１ポイント増加しており、ポイ捨て防止活動等の各取組が市民の意識に反映され

ていると考えられます。 
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(４) 建設発生土・再生土への対策 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

土砂等対策指導員による

監視パトロールの日数 

２９２日 

（平成３０年度） 
２９３日 

監視パトロール日数

の現状を維持します 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 土砂等対策指導員に

よる監視等の実施 

（廃棄物対策課） 

 土砂対策等指導員として警察ＯＢ2名を雇用し、残土埋立てパト

ロールを週 6日実施しました。 

② 土地所有者等への啓

発 

（廃棄物対策課） 

○広報紙により年 2回の啓発を行いました。 

○固定資産税納税通知書に啓発用チラシを同封し、啓発を行いまし

た。 

③ 建設発生土・再生土の

適正管理 

（廃棄物対策課） 

〇県との合同により、定期的に特定事業場への立入調査を実施しま

した。 

〇定期的に小規模埋め立て事業場への立入調査を実施しました。 

④ 関係機関との連携 （廃棄物対策課） 

〇11市町村で担当者会議を実施しました。（※新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため書面会議） 

〇県との合同パトロールを 2回実施しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「土砂等対策指導員による監視パトロールの日数」は２９３日であり、パトロール体制を

維持することで不適正埋立ての防止に寄与しています。 

・主な取組として、「① 土砂等対策指導員による監視等の実施」では、警察官ＯＢととも

に、残土埋立てパトロールを週６日実施し、引き続き監視等の強化を図ります。 
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５ 市民参加による環境保全活動を推進するまち 
(１) 環境に関する情報発信 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

環境に関心を持っている

市民の割合 

６６．７％ 

（令和元年度） 

－ 

（市民アンケート項

目対象外） 

８０．０％ 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 市の環境の状況や各

種施策に関する情報の

公表 

（環境管理課） 

 自然散策会及び環境学習講座を開催し、市のホームページ等で参

加者募集の案内をしました。 

② 広報紙等を活用した

環境問題に関する情報

提供 

（環境管理課） 

6月の環境月間に環境特集を掲載するとともに、適宜広報紙に掲

載しました。 

③ 環境に関する補助教

材の提供 

（環境管理課） 

〇第 2次袖ケ浦市環境基本計画を学校等に適宜配布しました。 

〇袖ケ浦の環境をホームページで掲載しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「環境に関心を持っている市民の割合」は、令和 4年度では調査を実施していませんが、

市民が環境に関心を持っていただくよう、継続的な情報発信を図ります。 

・主な取組として、「② 広報紙等を活用した環境問題に関する情報提供」では、６月の環境月

間に環境特集を掲載したほか、適宜広報誌に掲載することで情報提供を行いました。 
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(２) 環境学習・環境教育の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

環境学習講座・自然散策

会の実施回数 

６回 

（平成３０年度） 
６回 

同等の実施回数を 

確保します 

（令和１３年度） 

環境学習講座・自然散策

会への参加者数 

１４０名 

（平成３０年度） 
１１７名 

１５０名 

（令和１３年度） 

環境関連講座等の実施回

数 

７回 

（令和元年度） １０回 

同等の実施回数を 

確保します 

（令和１３年度） 

環境関連講座等への参加

者数 

９５名 

（平成３０年度） 
１６１名 

１０５名 

（令和１３年度） 
 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 環境学習講座等の実

施 

（環境管理課） 

自然散策会を 2回、環境学習講座を 4回開催し、計 117名の参加

者がありました。 

② 子どもを対象とした

環境学習等に関する情

報提供等 

（環境管理課） 

 企業からの提供により、環境学習に関するパンフレット等を児

童・生徒に配布しました。また、椎の森でのフィールドワークによ

る環境学習を実施しました。 

③ 公民館、図書館、郷土

博物館等の社会教育施

設を通じた環境教育活

動の推進 

（市民会館） 

○第 8回こどものチャレンジ教室「苗木用の添え木を伐採し、椎の

森を守る活動を体験」17名 

○第 3回男性セミナー「散策しながら自然体験しよう」参加者 7名 

（長浦公民館） 

○第 5回女性セミナー「ごみの減量化・資源化への取り組み 参加

者 18名」 

（平川公民館） 

○第 1回園芸講座「プランターでのゴーヤ栽培方法（みんなで作る

平川公民館グリーンカーテン）」参加者 13名 

（平岡公民館） 

○第１回及び第 5回ひらおか子ども教室において、ペットボトルや

牛乳パック等のエコ素材を使った工作教室を開催 参加者 26名 

（郷土博物館） 

○夏休みジュニア学芸員体験「上池いきもの調査隊！」参加者7名 

○「盤州干潟を知ろう！干潟の生き物観察会」参加者 20名 

○もっと知りたい講座「巨樹・古木が育つ場所 千葉県の巨樹・古

木の森づくり」参加者 53名 
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④ 学校における環境教

育の推進 

（学校教育課） 

○小学校において、緑のカーテンづくりを行いました。 

○幽谷分校において、地域の方の協力を得て、ホタルを飼育し、小

川に放流しました。 

○市内小中学校に、テーマパークから提供を受けたアイスチューリ

ップを配布し、学校敷地内に植栽しました。 

⑤ 農業や里山の保全を

取り入れた環境教育の

実施 

（農林振興課） 

〇公民館、民間団体のイベントに協力し、農村公園にてイベントを実

施しました。 

〇田んぼの学校を開催しました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「環境学習講座・自然散策会の実施回数」は基準年度と同等の実施回数を確保しています

が、「環境学習講座・自然散策会への参加者数」は、基準年度と比べて２３名減少してい

ることから、講座等のさらなる周知を図ります。 

・「環境関連講座等の実施回数」及び「環境関連講座等への参加者数」は、基準年度と比べ

て増加していることから、引き続き環境学習の推進を図ります。 
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(３) 協働による環境保全活動の推進 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

椎の森自然環境保全緑地

のボランティア参加人数 

２７人 

（平成２６年度から

平成３０年度までの

平均人数） 

２１人 

参加人数の現状を 

維持します 

（令和１３年度） 

資源回収自治会事業実施

団体数 

１１５団体 

（平成３０年度） 
１１４団体 

１２０団体 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① ボランティアとの協

働による里山の保全 

（環境管理課） 

 自然環境保全緑地について、ボランティアを募集し、協働による

下草刈、ナラ枯れの対策等の軽作業を月 1～2回実施しました。 

② 清掃活動の実施 （環境管理課） 

・市内一斉清掃 2回/年（5/29、9/25）実施しました。 

参加者 15,000人 回収ごみ 62.2ｔ 

・臨海地区清掃 3回/年（6/15、11/6、2/15） 

参加団体 258事業所 回収ごみ 2.7ｔ 

・長浦駅周辺ポイ捨て防止啓発活動（10/21） 

参加者 97人 回収ごみ 10kg 

③ 花いっぱい運動の推

進 

（環境管理課） 

ボランティア団体に花の種子を配布しました。 

5団体 1回/年 

④ 資源回収制度の推進 （廃棄物対策課） 

市内 114自治会において実施しました。 

回収実績 1,318t 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「椎の森自然環境保全緑地のボランティア参加人数」は、基準年度の２７人と比べて２１

人となり、６人減少していることから、引き続きボランティアの募集を行います。 

・「資源回収自治会事業実施団体数」は、基準年度の１１５団体と比べて１１４団体となり、

１団体減少していることから、実施団体数の増加に向け、周知を図ります。 

・主な取組として「② 清掃活動の実施」では、長浦駅前にてポイ捨て防止啓発活動を実施

し、啓発活動とともに、10㎏の路上のごみを拾い集めたことから、引き続き活動を推進

します。 
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(４) 市民等による環境保全活動への支援 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

ごみ拾いボランティアの

活動日数 

３５日 

（平成３０年度） 
３５日 

４５日 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 環境保全に係る市民

活動への支援 

（都市整備課・環境管理課） 

 市民活動団体に対し、 刈払機、消耗品、燃料等を支援しました。 

② 公園・緑地管理におけ

る自治会、ボランティ

ア団体等の参加 

（都市整備課・環境管理課） 

一部の公園等では、清掃活動や除草作業など、維持管理の一部を

地元自治会等に協力をいただきました。 

また、ボランティア団体により、草花の植栽を行うなど、より美

しい公園にする取組がありました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「ごみ拾いボランティアの活動日数」は、基準年度と比べて横ばいとなっています。今後は

より多くの日数で活動できるよう周知等を図ります。 

・主な取組として、「① 環境保全に係る市民活動への支援」では、環境保全を行っている

市民団体に対し、刈払い機の消耗品や燃料費のほか、杭などの資材等を支援し、活動の

活性化に寄与しました。 
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６ 環境保全のための分野横断的な施策 
(１) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

情報ネットワークの活用

団体（環境分野） 

５団体 

（平成３０年度） 
６団体 

１０団体 

（令和１３年度） 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 活動したい人と活動

とを結びつける情報ネ

ットワークの活用 

（市民協働推進課） 

 市民活動情報サイト及びその登録について周知を図るとともに、情

報の発信、閲覧の促進に努めました。 

また、令和５年度から同サイトと市のホームページで一括管理す

るために移転作業に取り組みました。 

② 環境に関する多様な

人材の把握 

（環境管理課） 

 情報ネットワーク等を活用し、環境学習講座の講師の依頼を行い

ました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「情報ネットワークの活用団体（環境分野）」は、基準年度と比べて横ばいとなっていま

す。今後も活用団体の増に向けた周知に取り組みます。 

・主な取組として、情報ネットワーク等を活用し、行政や企業など、様々な立場の方へ環

境学習講座の講師を依頼し、人材把握に取り組みました。 
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(２) 災害時等における環境問題への対応 

 目 標  

項目名 
基準 

（基準年度） 

現状 

（令和４年度） 

目標 

（目標年度） 

災害廃棄物処理計画の策

定 

策定なし 

（令和元年度） 
令和３年３月策定 

令和２年度に 

策定します 

災害に強いまちづくりが

できていると感じる市民

の割合（市民意識調査） 

３１．１％ 

（令和元年度） 
３２．８％ ６０．０％ 

 

 

主な取組 令和４年度の取組状況 

① 災害廃棄物処理計画

の策定 

（廃棄物対策課） 

 令和３年３月に袖ケ浦市災害廃棄物処理計画を策定済 

② 災害廃棄物処理計画

の適切な運用 

（廃棄物対策課） 

 計画の策定に伴い、ホームページにより周知を行いました。 

 

＜目標等に対する評価＞ 

・「災害に強いまちづくりができていると感じる市民の割合」は、基準年度の３１．１％と比

べて３２．８％となり、１.７ポイント増加しました。 

・主な取組として、策定した災害廃棄物処理計画が適切に運用できるよう、引き続き、市

民への周知に努めます。 
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１ はじめに 

市役所は、その職員数や事業規模が大きい事業体であり、地球温暖化対策の推進に関する法

律に基づき地球温暖化対策実行計画の策定義務があることから、自らの事務事業に伴って排出

される温室効果ガスの排出量を率先して抑制することにより、地域の温室効果ガスの実質的な

排出抑制を図るとともに、市民・事業者の行う地球温暖化防止に向けての自主的な取り組みを

促進することを目的に、平成１３年３月に「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」を策定しまし

た。 

その後、温暖化対策に関する国内外の状況の変化や市の施設の新設もあったことから、平成

２０年１月に第二次計画、平成２５年３月に第三次計画、平成２９年３月に第四次計画を策定

し、令和３年３月に第四次計画を２年間延長しました。 

本報告書は、令和４年度における温室効果ガス排出量を算定し、基準排出年度（平成２７年

度）の排出量と比較して達成度を報告するものであり、今回が、第四次計画の６回目の報告と

なります。 

 

２ 計画の概要 

（１）基準年度と計画期間 

平成２７年度を基準年度とし、平成２９年度から令和５年度までの７年間を計画期間とし

ています。 

 

（２）計画の範囲 

本計画では、全ての市有施設（Ｐ.１５～Ｐ.１６〈対象施設一覧〉を参照）を計画の範囲

とし、全ての事務事業を対象としています。ただし、委託等により管理するものを除きます。 

  

（３）対象となる温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象となるものは以下の７種のうち、本

市の事務及び事業において対象となる活動が無いパーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化

硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）を除いた二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）の４種を対象とします。 

 

（４）目標値の設定 

令和３年度までに平成２７年度比でマイナス６％を目標としています。令和５年度までの

計画期間の延長に伴い、令和４年度及び令和５年度の削減目標を前年度比減とします。 

（基準値：10,144,250.0 kg-CO2、目標値：9,535,595 kg-CO2（令和３年度）） 

 

（５）温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第３条において、温室効果ガス総排出量に係る温

室効果ガスの排出量の算定方法、及び排出係数が決められています。 

しかし、計画策定後に法律の改正による排出係数の変更があった場合、年度ごとの取組成果の

比較を正確にできないことから、本市の年次報告では、一部を除き、基準年度（平成２７年度）の排

出係数（平成２７年１１月３０日公表）を一貫して用いることで、整合性を確保しています。 
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＜排出係数一覧表＞ （温室効果ガス排出量を算出するために、活動項目毎で使用する係数） 

活動項目 排出ガス 報告単位 
排出係数 

（Ｈ２７年１１月３０日公表） 

ガソリン ＣＯ2 Ｌ ２．３２ 

灯油 ＣＯ2 Ｌ ２．４９ 

軽油 ＣＯ2 Ｌ ２．５８ 

Ａ重油 ＣＯ2 Ｌ ２．７１ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ＣＯ2 ㎏ ３．００ 

都市ガス ＣＯ2 ㎥ ２．２３ 

電気使用量（東京電力エナジーパートナー㈱） ＣＯ2 kWh ０．５０５ 

電気使用量（日鉄エンジニアリング㈱） ＣＯ2 kWh ０．１００【※１】 

電気使用量（エネサーブ㈱） ＣＯ2 kWh ０．４００【※１】 

普通・小型自動車走行量 （ガソリン・ＬＰＧ等） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２９ 

軽自動車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

普通貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３９ 

小型貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２６ 

軽貨物車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ 

特殊用途車走行量 （ガソリン・ＬＮＧ） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３５ 

普通・小型自動車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００２ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００７ 

普通貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００１４ 

小型貨物車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００７６ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００９ 

特殊用途車走行量 （軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１３ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２５ 

封入カーエアコンの使用（年間） ＨＦＣ 台 ０．０１ 

一般廃棄物焼却量 （全量・連続）【※２】 
ＣＨ4 

ｔ 
０．０７７ 

Ｎ2Ｏ ０．０５３９ 

下水処理量 
ＣＨ4 

㎥ 
０．０００８８ 

Ｎ2Ｏ ０．０００１６ 

ディーゼル機関（定置式）における軽油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６４ 

ディーゼル機関（定置式）におけるＡ重油使用量 Ｎ2Ｏ Ｌ ０．００００６６ 

汚泥焼却量（し尿・公下・集排）  
ＣＨ4 

ｔ 
０．００９７ 

Ｎ2Ｏ １．０９ 

【※１】電気使用量（日鉄エンジニアリング㈱及びエネサーブ㈱）は、最新の係数を使用する。 
【※２】現在、市の施設では焼却を行っていない。 

 

温室効果ガス排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量 ＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 

※地球温暖化係数 【ＣＯ2＝１ ＣＨ4＝２５ Ｎ2Ｏ＝２９８ ＨＦＣ＝１４３０】 
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３ 温室効果ガス排出状況 

（１）年度別温室効果ガス総排出量 

令和４年度の市役所全体における温室効果ガス総排出量は 7,617,110.6kg-CO2 で､平成２７

年度（基準年度）：10,144,250.0 kg-CO2と比較して-2,527,139.4 ㎏-CO2（-24.9％）と減少

していますが、前年度（令和３年度）の 7,563,382.8kg-CO2と比較すると、53,727.8kg-CO2

増加しています。 

なお、平成３０年度末の水道事業広域化により、令和元年度以降は水道局を除外していま

すが、平成２７年度（基準値）の排出量算定の対象施設から水道局が維持・管理している施

設等を除外して算出した値 8,795,603.1㎏-CO2と令和４年度の値を比較した場合においても、

-1,178,492.5 ㎏-CO2（-13.4％）と減少しています。 
 
年度別温室効果ガス総排出量 (単位：kg-CO2) 

区  分 
平成２７年度 

(基準値) 
平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

温室効果ガス

総排出量 

【※１】 

10,144,250.0 10,373,994.3 10,493,820.1 8,997,638.9 7,800,492.2 7,563,382.8 7,617,110.6 

基準年度に対

する増減率 
― +2.26% +3.45% -11.3% -23.1% -25.4% -24.9% 

 

（２）排出項目別温室効果ガスの排出量 

ア 全体 

項目（要因）別温室効果ガス排出量（CO2換算値） （単位：kg-CO2） 

項 目 （ 要 因 ） 令和４年度 令和３年度 
上：Ｒ３年度差 

下：増減率（％） 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率（％） 

電気の使用 5,977,848.1 5,933,520.3 
44,327.8 

0.7 
7,965,756.5 

-1,987,908.4 

-25.0% 

都市ガスの使用 839,713.5 845,515.8 
-5,802.3 

-0.7% 
703,601.0 

136,112.5 

19.3% 

下水処理 381,076.6 390,470.1 
-9,393.5 

-2.4% 
368,447.0 

12,629.6 

3.4% 

ガソリンの使用 153,816.7 141,672.7 
12,144.0 

8.6% 
216,069.6 

-62,252.9 

-28.8% 

軽油の使用 128,914.2 112,542.7 
16,371.5 

14.5% 
147,147.2 

-18,233.0 

-12.4% 

LPGの使用 66,692.4 70,268.1 
-3,575.7 

-5.1 
81,651.6 

-14,959.2 

-18.3% 

Ａ重油の使用 33,062.0 33,549.8 
-487.8 

-1.5% 
33,441.4 

-379.4 

-1.1% 

灯油の使用 28,360.9 28,548.7 
-187.8 

-0.7% 
618,557.1 

-590,196.2 

-95.4% 

自動車の走行 7,626.2 7,294.6 
331.6 

4.5% 
9,326.2 

-1,700.0 

-18.2% 

ディーゼル機関（定置式） 0.0 0.0 
0.0 

- 
251.2 

-251.2 

皆減 

合計【※２】 7,617,110.6 7,563,382.8 
53,727.8 

0.7% 
10,144,248.8 

-2,527,138.2 

-24.9% 

（参考）電気の使用以外 1,639,262.5 1,629,862.5 
9,400.0 

0.6% 
2,178,492.3 

-539,229.8 

-24.8% 

※令和４年度からは、目標を前年度比減としていることから、各表において前年度（令和３年度）
及び前年度との差を表記しています。 
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前年度と比較して、温室効果ガスの排出量は全体で微増となっています。 

電気使用のほか、ガソリン、軽油といった、公用車の運転に関する項目が増加しています。 

   排出量全体に対する各項目の排出量の割合のグラフを【図１ 項目別排出割合（令和４年

度）】のとおり示します。 

【※１】 基準値及び【※２】基準年度合計の数値が異なりますが、これは基準値が基準年度  

（平成２７年度）実績の数値を四捨五入したもので設定しているためです。 
 

 

 

 

イ 電気 

部門別電気使用による温室効果ガス排出量  （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

総務部 642,102.0 607,344.7 
34,757.3 

5.7% 
899,082.3 

-256,980.3 

-28.6%  
庁舎、防犯灯 

市民子育て部 747,154.1 634,507.3 
112,646.8 

17.8% 
739,851.9 

7,302.2 

1.0%  

健康づくり支援セ

ンター、保育所 

福祉部 79,287.0 62,984.5 
16,302.5 

25.9% 
61,734.8 

17,552.2 

28.4%  
福祉作業所 

環境経済部 217,046.0 208,779.4 
8,266.6 

4.0% 
587,156.9 

-370,110.9 

-63.0%  

ごみ・し尿処理施

設、ゆりの里 

都市建設部 1,980,676.2 1,970,952.0 
9,724.2 

0.5 
1,932,479.1 

48,197.1 

2.5%  

終末処理場、公

園、道路照明 

教育部 2,135.299.2 2,256,772.1 
-121,472.9 

-5.4% 
2,224,536.0 

-89,236.8 

-4.0%  

臨海スポーツセン

ター、小中学校 

水道局 0.0 0.0 0.0 1,339,772.7 
-1,339,772.7 

皆減  

（広域化に伴い除

外） 

消防機関 179,283.6 192,180.3 
-12,896.7 

-6.7% 
180,958.1 

-1,674.5 

-0.9%  
各消防署 

合計 5,977,848.1 5,933,520.3 
44,327.8 

0.7% 
7,965,571.8 

-1,987,723.7 

-25.0%  
 

図１ 項目別排出割合（令和４年度） 
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冷・暖房、照明、パソコン等の事務機器、機械動力など幅広く使用されています。 

市の施設全体の温室効果ガス排出量の項目別では、電気の使用によるものが最も多く、本

計画の基準年度である平成２７年度において排出量全体の約８割を占めており、電気使用量

の削減を進めることが効果的です。 

令和３年度からクリーンセンターで使用する電力を廃棄物の処理に伴って発生する再生 

可能エネルギー由来の電源（ごみの焼却に伴う発電）に切り替えたことや、令和元年度末ま

でに防犯灯の全部をＬＥＤ化したことなどにより、基準年度以降減少していますが、前年度

と比較すると、全体では微増となっています。 

 

ウ 都市ガス 

部門別都市ガス使用による温室効果ガス排出量  （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

総務部 22,482.9 58,883.2 
-36,400.3 

-61.8% 
66,777.4 

-44,294.5 

-66.3% 
庁舎 

市民子育て部 30,062.7 25,801.2 
4,261.5 

16.5% 
11,966.1 

18,096.6 

151.2% 

保育所（福祉部か

ら移管） 

環境経済部 104.8 129.3 
-24.5 

-18.9% 
252.0 

-147.2 

-58.4% 

クリーンセンター

管理棟 

教育部 774,309.7 748,037.9 
26,271.8 

3.5% 
612,884.6 

161,425.1 

26.3% 

学校給食センタ

ー、小中学校 

消防機関 12,753.4 12,664.2 
89.2 

0.7% 
11,720.9 

1,032.5 

8.8% 
中央消防署 

合計 839,713.5 845,515.8 
-5,802.3 

-0.7% 
703,601.0 

136,112.5 

19.3% 
増減率 19.3％ 

   冷・暖房、給湯用、調理用の燃料として使用されているもので、最も多く使用しているの

は学校給食センターであり、温室効果ガス排出量は都市ガス全体の約５０％を占めています。 

学校給食センターや小中学校における使用等が増えたため、基準年度以降増加しています

が、前年度と比較すると、全体では微減となっています。 

 

エ 下水処理 

部門別下水処理による温室効果ガス排出量   （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

都市建設部 381,076.6 390,470.1 
-9,393.5 

-2.4% 
368,447.0 

12,629.6 

3.4 

終末処理場、東

部浄化センター 

合計 381,076.6 390,470.1 
-9,393.5 

-2.4% 
368,447.0 

12,629.6 

3.4 
増減率 3.4％ 

下水処理に必要な電力及び処理の過程で発生するメタンや一酸化二窒素で、温室効果ガス

排出量は下水処理量に比例します。 

そのため、人口の増加に伴い、基準年度以降、増加傾向を示していますが、前年度と比較

すると微減となっています。 
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オ ガソリン 

部門別ガソリン使用による温室効果ガス排出量    （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

企画政策部 0.0 0.0 0.0 4,282.5 
-4,282.5 

-100.0% 

公用車（財政部へ

移管） 

総務部 12,508.3 9,956.7 
2,551.6 

25.6% 
12,934.2 

-425.9 

-3.3% 
公用車 

財政部 4,339.1 4,662.3 
-323.2 

-6.9% 
7,259.1 

-2,920.0 

40.2% 
公用車（新設部） 

市民子育て部 5,045.5 4,660.1 
385.4 

8.3% 
54,061.3 

-49,015.8 

-90.7% 
公用車 

福祉部 12,876.9 13,028.9 
-152.0 

-1.2% 
15,361.7 

-2,484.8 

-16.2% 
公用車 

環境経済部 18,887.2 21,329.2 
-2,442.0 

-11.4% 
19,629.1 

-741.9 

-3.8% 

公用車、農業セン

ター 

都市建設部 20,932.1 20,974.2 
-42.1 

-0.2% 
22,218.8 

-1,286.7 

-5.8% 
公用車 

教育部 18,075.5 15,267.1 
2,808.4 

18.4% 
19,487.7 

-1,412.2 

-7.2% 
公用車 

水道局 0.0 0.0 0.0 5,037.0 
-5,037.0 

皆減 

（広域化に伴い除

外） 

消防機関 58,407.6 49,447.5 
8,960.1 

18.1% 
52,889.9 

5,517.7 

10.4% 
公用車 

その他 27,44.5 2,346.7 
397.8 

17.0% 
2,908.3 

-163.8 

-5.6% 
公用車 

合計 153,816.7 141,672.7 
12,144.0 

8.6% 
216,069.6 

-62,252.9 

-28.8% 
増減率 -28.8％ 

主に公用車の燃料に使用されています。 

新型コロナウィルス感染症の影響によりオンラインによる研修や会議が増加し、基準年度

以降減少したものの、令和４年度は行動が緩和されたことから、全体として前年度と比較す

ると増加しています。 
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カ 軽油 

部門別軽油使用による温室効果ガス排出量   （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

総務部 19,258.9 11,938.7 
7,320.2 

61.3% 
31,021.4 

-11,762.5 

-37.9% 
公用車 

市民子育て部 24,250.6 24,421.8 
-171.2 

-0.7% 
25,812.3 

-1,561.7 

-6.1% 

公用車（福祉部か

ら移管） 

環境経済部 371.5 423.1 
-51.6 

-12.2% 
1,388.0 

-1,016.5 

-73.2% 
農業センター 

都市建設部 4,792.1 3,696.6 
1,095.5 

29.6% 
5,183.9 

-391.8 

-7.6% 
公用車 

教育部 44,212.2 42,470.2 
1,742.0 

4.1% 
42,978.9 

1,233.3 

2.9% 

公用車、市民会

館 

水道局 0.0 0.0 0.0 3,351.4 
-3,351.4 

皆減 

（広域化に伴い除

外） 

消防機関 36,028.9 29,592.3 
6,436.6 

21.8% 
37,411.3 

-1,382.4 

-3.7% 
公用車 

合計 128,914.2 112,542.7 
16,371.5 

14.5% 
147,147.2 

-18,233.0 

-12.4% 
増減率 -12.4％ 

うち公用車分 128,187.2 111,798.1  
16,389.1 

14.7%  
142,936.8  

-14,749.6 

-10.3% 
増減率 -10.3％ 

主に公用車（大型バス等）の燃料として使用され、一部機械の燃料でも使用されています。 

新型コロナウィルス感染症の影響によりオンラインによる研修や会議が増加し、基準年度

以降減少したものの、令和４年度は行動が緩和されたことから、全体として前年度と比較す

ると増加しています。 

 

キ ＬＰＧ 

部門別ＬＰＧ使用による温室効果ガス排出量    （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

総務部 52.2 39.0 
13.2 

33.8% 
1,061.4 

-1,009.2 

-95.1% 
庁舎 

市民子育て部 23,460.6 22,434.6 
1,026.0 

4.6% 
20,392.8 

3,067.8 

150% 

保育所、児童ｸﾗﾌﾞ

(福祉部から移管) 

福祉部 404.4 357.0 
47.4 

13.3% 
564.6 

-160.2 

-28.4% 
福祉作業所 

環境経済部 916.2 978.6 
-62.4 

-6.4% 
1,554.0 

-637.8 

-41.0% 
ゆりの里 

都市建設部 78.0 112.5 
-34.5 

-30.7% 
268.2 

-190.2 

-70.9% 
終末処理場 

教育部 21,686.1 26,358.6 
-4,672.5 

-17.7 
35,842.2 

-14,156.1 

-39.5% 

小中学校、公民

館 

消防機関 20,094.9 19,987.8 
107.1 

0.5% 
21,968.4 

-1,873.5 

-8.5% 
消防署 

合計 66,692.4 70,268.1 
-3,575.7 

-5.1% 
81,651.6 

-14,959.2 

-18.3% 
増減率 -18.3％ 

暖房、給湯用の燃料として使用されています。 

多くの施設でＬＰＧから都市ガス等に燃料が転換され、基準年度以降減少しており、前年

度との比較においても排出量の減少が続いています。 
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ク Ａ重油 

部門別Ａ重油使用による温室効果ガス排出量    （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

都市建設部 33,062.0 33,549.8 
-487.8 

-1.5% 
33,441.4 

-379.4 

-1.1% 

奈良輪雨水ポン

プ場、終末処理場 

合計 33,062.0 33,549.8 
-487.8 

-1.5% 
33,441.4 

-379.4 

-1.1% 
増減率 -1.1％ 

定置ディーゼル機関として自家発電に使用されております。 

用途が限定されており、令和４年度のＡ重油の使用による温室効果ガス排出量は、基準年

度以降大きな変動は見られません。 

 

ケ 灯油 

部門別灯油使用による温室効果ガス排出量   （単位：kg-CO2） 

部  門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

令和４年度主な

排出源 

市民子育て部 19,335.4 18,217.2 
1,118.2 

6.1% 
13,260.2 

6,075.2 

45.8% 

保育所（福祉部か

ら移管） 

福祉部 1,128.0 1,633.4 
-505.4 

-30.9% 
4,824.4 

-3,696.4 

-76.6% 
福祉作業所 

環境経済部 165.3 172.3 
-7.0 

-4.1% 
0.0 

165.3 

皆増 
農業センター 

都市建設部 0.0 0.0 0.0 149.4 
-149.4 

-100.0% 
公園管理事務所 

教育部 7,732.2 8,525.8 
-793.6 

-9.3% 
600,323.1 

-592,590.9 

-98.7% 

臨海スポーツセン

ター、小中学校 

合計 28,360.9 28,548.7 
-187.8 

-0.7% 
618,557.1 

-590,196.2 

-95.4% 
増減率 -95.4％ 

   暖房、ボイラー、給湯用の燃料として使用されています。 

   基準年度時点で最も多く使用しているのは臨海スポーツセンターで、全体の約９５％を占

めていましたが、臨海スポーツセンターの温水プールの稼働を停止したことにより、排出量

は基準年度から大幅に減少し、以降横ばいとなっています。 
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４ 評価 

令和４年度は、第四次地球温暖化対策実行計画の６年目に当たり、温室効果ガスの排出量は、

基準年度である平成２７年度比マイナス２４．９％であり、減少しているものの、前年度であ

る令和３年度と比較すると０．７％増加しており、令和４年度の目標である前年度比減を達成

することはできませんでした。 

電気の使用に伴う温室効果ガス排出量についても同様に、令和４年度は基準年度と比較して

減少しているものの、令和３年度からは増加していますが、全排出量の約７．６％を占める市

役所庁舎については、現在、庁舎整備中であり、整備事業による削減が期待されます。 

また、各部署に共通して、ガソリンや軽油などの公用車の運行に関係する温室効果ガスの排

出量については、新型コロナウィルス感染症の影響による研修や会議のオンライン化により、

公用車の運行が減少したため、基準年度との比較では、関係する温室効果ガス排出量が減少し

ているものの、令和４年度は行動が緩和されたことで公用車の運行が増加し、令和３年度との

比較では、関係する温室効果ガス排出量が増加しています。 

 

今後も、職員一人ひとりが、計画における「第６章 目標達成に向けた市の取組」を意識し、

市役所全体において温室効果ガスの削減を図る必要があり、各施設において、日頃の節電への

取組や施設の適正管理により電気使用量を削減すること、また、公用車の適正な管理運用によ

り使用を抑えるとともに、利用時には燃費向上を意識して公用車を使用することでガソリンや

軽油の使用の低減を図り、温室効果ガスの排出量を削減することが重要です。 
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５ 部門別温室効果ガスの排出量（参考） 

温室効果ガス排出量の部門別の増減は、次のとおりです。 

令和３年度の行政組織の改正に伴い、一部の施設及び公用車に異動がありましたが、基準年

度と整合性を図るため新所管に統一して計上しています。 

部門別温室効果ガス排出量   （単位：kg-CO2） 

部     門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

(1) 企画政策部 ※ 0.0 0.0 
0.0 

0.0% 
4,495.2 

-4,495.2 

皆減 

(2) 総務部 697,151.2 688,806.3 
8,344.9 

1.2% 
1,011,573.2 

-314,422.0 

-31.1% 

(3) 財政部 ※ 4,632.6 4,940.8 
-308.2 

-6.2% 
7,626.6 

-2,994.0 

-39.3% 

(4) 市民子育て部 849,833.8 730,548.5 
119,285.3 

16.3% 
866,668.4 

-16,834.6 

-1.9% 

(5) 福祉部 94,538.0 78,823.1 
15,714.9 

19.9% 
83,370.8 

11,167.2 

13.4% 

(6) 環境経済部 235,230.2 232,757.6 
2,472.6 

1.1% 
610,916.9 

-375,686.7 

-61.5% 

(7) 都市建設部 2,421,623.0 2,420,726.4 
896.6 

0.0% 
2,363,512.5 

58,110.5 

2.5% 

(8) 教育部 3,002,864.8 3,098,870.9 
-96,006.1 

-3.1% 
3,537,588.6 

-534,723.8 

-15.1% 

(9) 水道局 0.0 0.0 
0.0 

- 
1,348,646.9 

-1,348,646.9 

皆減 

(10) 消防機関 308,341.6 305,441.4 
2,900.2 

0.9% 
306,778.9 

1,562.7 

0.5% 

(11) その他 ※ 2,892.8 2,467.8 
425.0 

17.2% 
3,070.8 

-178.0 

-5.8% 

合計 7,617,108.0 7,563,382.8 
53,725.2 

0.7% 
10,144,248.8 

-2,527,140.8 

-24.9% 

※ 排出施設が公用車のみ、または排出施設が無い部門 

 

 

公用車の運行による温室効果ガス排出量 （単位：kg-CO2） 

部     門 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

公用車燃料（ガソリン・軽

油） 
281,794.4 253,285.2 

28,509.2 

11.3% 
357,620.2 

-75,825.8 

-21.2% 

走行距離等による排出 7,626.2 7,294.6 
331.6 

4.5% 
9,326.2 

-1,700.0 

-18.2% 

公用車関係排出量合計 289,420.6 260,579.8 
28,840.8 

11.1% 
366,946.4 

-77,525.8 

-21.1% 

（参考）総走行距離（ｋｍ） 839,742.0 788,471.9 
51,270.1 

6.3% 
1,034,668.5 

-194,926.5 

-18.8% 
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（１） 企画政策部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 0.0 0.0 
0.0 

- 
4,282.5 

-4,282.5 

皆減 

自動車走行 0.0 0.0 
0.0 

- 
212.7 

-212.7 

皆減 

温室効果ガス排出量合計 0.0 0.0 
0.0 

- 
4,495.2 

-4,495.2 

皆減 

所管替えにより、現在部としての温室効果ガスの排出はありません。 

 

（２） 総務部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用  12,508.3 9,956.7 
2,551.6 

25.6% 
12,934.2 

-425.9 

-3.3% 

軽油の使用  19,258.9 11,938.7 
7,320.2 

61.3% 
31,021.4 

-11,762.5 

-37.9% 

LPG の使用  52.2 39.0 
13.2 

33.8% 
1,061.4 

-1,009.2 

-95.1% 

都市ガスの使用 22,482.9 58,883.2 
-36,400.3 

-61.8% 
66,777.4 

-44,294.5 

-66.3% 

電気の使用  642,102.0 607,344.7 
34757.3 

5.7% 
899,082.3 

-256,980.3 

-28.6% 

自動車走行  746.9 644.0 
102.9 

16.0% 
696.5 

50.4 

7.2% 

温室効果ガス排出量合計 697,151.2 688,806.3 
8,344.9 

1.2% 
1,011,573.2 

-314,422.0 

-31.1% 

  

（３） 財政部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 4,339.1 4,662.3 
-323.2 

-6.9% 
7,259.1 

-2,920.0 

-40.2% 

自動車走行 293.5 278.5 
15.0 

5.4% 
367.5 

-74.0 

-20.1% 

温室効果ガス排出量合計 4,632.6 4,940.8 
-308.2 

-6.2% 
7,626.6 

-2,994.0 

-39.3% 
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（４） 市民子育て部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用  5,045.5 4,660.1 
385.4 

8.3% 
54,061.3 

-49,015.8 

-90.7% 

灯油の使用  19,335.4 18,217.2 
1,118.2 

6.1% 
13,260.2 

6,075.2 

45.8% 

軽油の使用  24,250.6 24,421.8 
-171.2 

-0.7% 
25,812.3 

-1,561.7 

-6.1% 

LPG の使用  23,460.6 22,434.6 
1,026.0 

4.6% 
20,392.8 

3,067.8 

15.0% 

都市ガスの使用  30,062.7 25,801.2 
4,261.5 

16.5% 
11,966.1 

18,096.6 

151.2% 

電気の使用  747,154.1 634,507.3 
112,646.8 

17.8% 
739,851.9 

7,302.2 

1.0% 

自動車走行 524.9 506.3 
18.6 

3.7% 
1,323.8 

-798.9 

-60.3% 

温室効果ガス排出量合計 849,833.8 730,548.5 
119,285.3 

16.3% 
866,668.4 

-16,834.6 

-1.9% 

 

（５） 福祉部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用  12,876.9 13,028.9 
-152.0 

-1.2% 
15,361.7 

-2,484.8 

-16.2% 

灯油の使用 1,128.0 1,633.4 
-505.4 

-30.9% 
4,824.4 

-3,696.4 

-76.6% 

LPG の使用  404.4 357.0 
47.4 

13.3% 
564.6 

-160.2 

-28.4% 

電気の使用  79,287.0 62,984.5 
16,302.5 

25.9% 
61,734.8 

17,552.2 

28.4% 

自動車走行  841.7 819.3 
22.4 

2.7% 
885.3 

-43.6 

-4.9% 

温室効果ガス排出量合計 94,538.0 78,823.1 
15,714.9 

19.% 
83,370.8 

11,167.2 

13.4% 

 

（６） 環境経済部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 18,887.2 21,329.2 
-2,442.0 

-11.4% 
19,629.1 

-741.9 

-3.8% 

灯油の使用  165.3 172.3 
-7.0 

-4.1% 
0.0 

165.3 

皆増 

軽油の使用 371.5 423.1 
-51.6 

-12.2% 
1,388.0 

-1,016.5 

-73.2% 

LPG の使用  916.2 978.6 
-62.4 

-6.4% 
1,554.0 

-637.8 

-41.0% 

都市ガスの使用  104.8 129.3 
-24.5 

-18.9% 
252.0 

-147.2 

-58.4% 

電気の使用  214,046.0 208,779.4 
5,266.6 

2.5% 
587,156.9 

-373,110.9 

-63.5% 

自動車走行  739.2 945.7 
-206.5 

-21.8% 
936.9 

-197.7 

-21.1% 

温室効果ガス排出量合計 235,230.2 232,757.6 
2,472.6 

1.1% 
610,916.9 

-375,686.7 

-61.5% 
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（７） 都市建設部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 20,932.1 20,974.2 
-42.1 

-0.2% 
22,218.8 

-1,286.7 

-5.8% 

灯油の使用 0.0 0.0 
0.0 

- 
149.4 

-149.4 

皆減 

軽油の使用  4,792.1 3,696.6 
1,095.5 

29.6% 
5,183.9 

-391.8 

-7.6% 

Ａ重油の使用 33,062.0 33,549.8 
-487.8 

-1.5% 
33,441.4 

-379.4 

-1.1% 

LPG の使用  78.0 112.5 
-34.5 

-30.7% 
268.2 

-190.2 

-70.9% 

電気の使用  1,980,676.2 1,970,952.0 
9,724.2 

0.5% 
1,932,479.1 

48,197.1 

2.5% 

自動車走行  1,008.6 971.2 
37.4 

3.9% 
1,082.0 

-73.4 

-6.8% 

下水処理量  381,076.6 390,747.1 
-9,670.5 

-2.5% 
368,447.0 

12,629.6 

3.4% 

ディーゼル機関（定置式）

の使用  
0.0 0.0 

0.0 

- 
242.7 

-242.7 

皆減 

温室効果ガス排出量合計 2,421,625.6 2,421,003.4 
622.2 

0.0% 
2,363,512.5 

58,113.1 

2.5% 

 

（８） 教育部 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用  18,075.5 15,267.1 
2,808.4 

18.4% 
19,487.7 

-1,412.2 

-7.2% 

灯油の使用 7,732.2 8,525.8 
-793.6 

-9.3% 
600,323.1 

-592,590.9 

-98.7% 

軽油の使用 44,212.2 42,470.2 
1,742.0 

4.1% 
42,978.9 

1,233.3 

2.9% 

LPG の使用 21,686.1 26,358.6 
-4,672.5 

-17.7% 
35,842.2 

-14,156.1 

-39.5% 

都市ガスの使用 774,309.7 748,037.9 
26,271.8 

3.5% 
612,884.6 

161,425.1 

26.3% 

電気の使用 2,135,299.2 2,256,772.1 
-121,542.9 

-5.4% 
2,224,536.0 

-89,306.8 

-4.0% 

自動車走行  1,549.9 1,439.2 
110.7 

7.7% 
1,536.1 

13.8 

0.9% 

温室効果ガス排出量合計 3,002,864.8 3,098,870.9 
-96,006.1 

-3.1% 
3,537,588.6 

-534,723.8 

-15.1% 
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（９） 水道局 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 0.0 0.0 
0.0 

- 
5,037.0  

-5,037.0 

皆減 

軽油の使用  0.0 0.0 
0.0 

- 
3,351.4  

-3,351.4 

皆減 

電気の使用 0.0 0.0 
0.0 

- 
1,339,957.4  

-1,339,957.4 

皆減 

自動車走行  0.0 0.0 
0.0 

- 
292.6  

-292.6 

皆減 

ディーゼル機関（定置式）

の使用  
0.0 0.0 

0.0 

- 
8.5  

-8.5 

皆減 

温室効果ガス排出量合計 0.0  0.0  
0.0 

- 
1,348,646.9  

-1,348,646.9 

皆減 

水道事業の統合により、本計画における対象施設ではなくなりました。 

 

（１０） 消防機関 
   

（単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用  58,407.6 49,447.5 
8,960.1 

18.1% 
52,889.9 

5,517.7 

10.4% 

軽油の使用  36,028.9 29,592.3 
6,436.6 

21.8% 
37,411.3 

-1,382.4 

-3.7% 

LPG の使用 20,094.9 19,987.8 
107.1 

0.5% 
21,968.4 

-1,873.5 

-8.5% 

都市ガスの使用  12,753.4 12,664.2 
89.2 

0.7% 
11,720.9 

1,032.5 

8.8% 

電気の使用  179,283.6 192,180.3 
-12,896.7 

-6.7% 
180,958.1 

-1,674.5 

-0.9% 

自動車走行 1,773.2 1,569.3 
203.9 

13.0% 
1,830.3 

-57.1 

-3.1% 

温室効果ガス排出量合計 308,341.6 305,441.4 
2,900.2 

0.9% 
306,778.9 

1,562.7 

0.5% 

 

（１１） その他（議会事務局、農業委員会事務局ほか） （単位：kg-CO2） 

項目 令和４年度 令和３年度 
上：R３年度差 

下：増減率(%) 

平成２７年度 

(基準年度) 

上：基準年度差 

下：増減率(%) 

ガソリンの使用 2,744.5 2,346.7 
397.8 

17.0% 
2,908.3 

-163.8 

-5.6% 

自動車走行 148.3 121.1 
27.2 

22.5% 
162.5 

-14.2 

-8.7% 

温室効果ガス排出量合計 2,892.8 2,467.8 
425.0 

17.2% 
3,070.8 

-178.0 

-5.8% 
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＜対象施設一覧＞                                          令和５年３月 

部等名（新） 課室等名（新） 対象施設等 部等名（新） 課室等名（新） 対象施設等 

企画政策部 

 

企画政策課 企画政策課 環境経済部 

 

環境管理課 

 

環境管理課 

行政管理課 行政管理課 袖ケ浦市営墓地公園 

市民協働推進課 市民活動支援課 東横田駅構内トイレ 

秘書広報課 秘書広報課 市内各大気測定局 

総務部 総務課 総務課 廃棄物対策課 廃棄物対策課 

職員課 職員課 ごみ処理施設 

防災安全課 防災安全課 し尿処理施設 

防災行政無線 農林振興課 農林振興課 

備蓄倉庫 農業センター 

防犯灯 ゆりの里 

総務部 管財契約課 管財契約課 広域農道街路灯 

庁舎 ひらおかの里農村公園 

財政部 財政課 財政課 藤井野里堰農村公園 

資産管理課 資産管理課 光福堰 

課税課 課税課 商工観光課 商工観光課 

納税課 納税課 都市建設部 都市整備課 都市整備課 

市民子育て部 保険年金課 保険年金課 袖ケ浦公園管理事務所 

市民課 市民課 百目木公園管理事務所 

平川行政センター 平川行政センター 新堰公園管理事務所 

長浦行政センター 長浦行政センター 街区公園合計 

健康推進課 健康推進課 長浦駅臨海駐車場 

保健センター 長浦駅北口駐車場 

健康づくり支援センター 袖ケ浦駅前第１駐車場 

保育幼稚園課 保育幼稚園課 袖ケ浦駅前第２駐車場 

平川保育所 袖ケ浦バスターミナル 

吉野田保育所 長浦駅南口駐輪場 

福王台保育所 長浦駅北口駐輪場 

根形保育所 袖ケ浦駅南口第一駐輪場 

久保田保育所 袖ケ浦駅南口第二駐輪場 

そでがうらこども館 袖ケ浦駅北口駐輪場 

子育て支援課 子育て支援課 横田駅前駐輪場 

平岡放課後児童クラブ 

 

 

 

市営住宅防犯灯 

長浦第一放課後児童クラブ 土木管理課 土木管理課 

長浦第二放課後児童クラブ 補修員詰所 

昭和放課後児童クラブ 道路照明灯 

根形放課後児童クラブ 水門 

代宿児童館 蔵波調整池便所 

福祉部 地域福祉課 地域福祉課 奈良輪雨水ポンプ場 

社会福祉センター 土木建設課 土木建設課 

障がい者支援課 障がい者支援課 下水対策課 下水対策課 

福祉作業所第１うぐいす園 袖ケ浦終末処理場 

福祉作業所第２うぐいす園 マンホールポンプ（下水） 

介護保険課 （介護保険課） マンホールポンプ（集排） 

高齢者支援課 高齢者支援課 袖ケ浦東部浄化センター 

老人福祉会館  
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部等名（新） 課室等名（新） 対象施設等 部等名（新） 課室等名（新） 対象施設等 

教育部 

 
 

教育総務課 

 
教育総務課 教育部 スポーツ振興課 

 
スポーツ振興課 

長浦中学校 総合運動場市営球場 

昭和中学校 総合運動場陸上競技場 

蔵波中学校 総合運動場テニスコート 

根形中学校 臨海スポーツセンター 

平川中学校 のぞみ野サッカー場 

長浦小学校 今井球場 

昭和小学校 消防機関 中央消防署 中央消防署 

蔵波小学校 長浦消防署 長浦消防署 

奈良輪小学校 平川消防署 平川消防署 

根形小学校 予防課 予防課 

中川小学校 総務課 総務課 

平岡小学校 分団詰所 

幽谷分校 警防課 （警防課） 

中川幼稚園 会計室及び 
各事務局 

 
 

会計室 会計室 

学校教育課 学校教育課 議会事務局 議会事務局 

総合教育センター 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

学校給食センター 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

バス（中川幼稚園） 監査委員事務局 監査委員事務局 

生涯学習課 生涯学習課 

 

埋蔵文化財整理棟 

市民会館 

平川公民館 

富岡分館 

長浦公民館 

根形公民館 

平岡公民館 

郷土博物館 

中央図書館 

長浦おかのうえ図書館 
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第１章 計画策定の背景 

【国際的には】 

地球温暖化防止対策として国際的には、１９９２年に「気候変動に関する国際連合枠組条約」が

採択され、地球温暖化対策に全世界で取り組んでいくことに合意しました。同条約に基づき、１９９

５年から毎年、気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ）が開催されています。 

１９９７年に京都で開催された気候変動枠組条約第３回締約国会議（ＣＯＰ３）では「京都議定書」

が採択され、日本は温室効果ガスの総排出量を２００８年（平成２０年）から２０１２年（平成２４年）ま

での第１約束期間に、１９９０年（平成２年）と比較して６％削減する目標が定められました。 

２０１１年に南アフリカで開催されたＣＯＰ１７では２０１３年以降も京都議定書を継続し、２０２０年に

は米国や中国を含む全ての国が参加する新たな法的枠組みを始めることが定められました。 

２０１５年にフランスで開催されたＣＯＰ２１では２０２０年（平成３２年）以降の温室効果ガス削減の

ための新たな国際枠組み「パリ協定」が採択されました。 

【日本国内では】 

日本では「地球温暖化対策の推進に関する法律」が１９９９年（平成１１年）４月に施行され、国、

地方公共団体、事業者、及び国民のそれぞれの責務が明らかにされるとともに、国や地方公共団

体の実行計画の策定義務等が定められました。 

また、２００８年度（平成２０年度）に「エネルギーの使用の合理化に関する法律」（以下「省エネ

法」という。）が改正され、２０１０年度（平成２２年度）からエネルギーの年間使用量が原油換算で１，

５００ｋｌ以上の事業者は特定事業者に指定され、中長期的（３～５年間）にみて年平均１％以上低

減させることを目標として、実現に努めることとなりました。 

ＣＯＰ２１で新たにパリ協定が採択されたことを受けて２０３０年度（平成４２年度）の温室効果ガス

を２０１３年度（平成２５年度）比２６％削減するとの目標を掲げた「地球温暖化対策計画」が２０１６年

（平成２８年）５月１３日に閣議決定されました。 

【袖ケ浦市では】 

袖ケ浦市では、「袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画」を２００１年（平成１３年）３月に策定しまし

た。この計画では、温室効果ガス総排出量を、基準年度（平成１１年１０月～平成１２年９月）と比較

して、平成１３年度～平成１８年度の間に、４．００％の削減を達成しました。 

平成１９年度からは、平成１８年度を基準年度として、平成２３年度までの５年間で温室効果ガス

総排出量を基準年度と比較して９．０３％削減を達成しました。 

平成２４年度からは、平成２２年度を基準年度として、平成２７年度の実績で温室効果ガス総排出

量を基準年度と比較して８．４５％削減を達成しています。 

平成２９年度から、新たな目標を設定し、引き続き温室効果ガス総排出量の削減に取り組んでい

きます。 
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第２章 旧計画の取組状況 

●第一次計画 ＜計画期間：平成１３年度～平成１８年度＞ 

【基準年度】 

平成１１年１０月～平成１２年９月の１年間 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

※ クリーンセンターのごみ処理施設は、第１次計画期間中に、ごみ焼却を順次、㈱かずさク

リーンシステムに委託処理することになっており、温室効果ガス排出量が削減されることが

明確であったことから対象外とした。また、平成１６年１１月から新規に稼動した健康づくり支

援センターは対象外とした。 

【対象となる温室効果ガス】 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象となるものは以下の６種とする。 

二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６） 

ただし、パーフルオロカーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）は微量である上に把握が極めて

困難なため対象から除外する。 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成１８年度までに温室効果ガス総排出量を３．３％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

冷暖房等の使用量の変動のため、年度ごとに若干の排出量の違いはあるが、温室効果ガス

総排出量は、平成１４年度以降で、１５年度以外は、ほぼ同程度となった。 

目標を達成できた理由には、平成１４年度からし尿処理施設が大幅に業務を縮小したことによ

る電気使用量の減少が影響したと考えられる。また、平成１５年度は基準年度と比較すると８．２

０％の削減がなされたが、これは勝下浄水場の操業停止期間と平川公民館の休館期間があっ

たため、電気や各種燃料の使用量が他の年度よりも少なかったためと考えられる。 

このように、温室効果ガスの排出量は対象施設の業務・稼動量等の変動が大きな要因となる。 

平成１３年度から平成１８年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

区分
平成11年10月
～平成12年9月
（基準年度）

平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度
平成18年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

6,225,152.6 6,219,306.9 6,003,373.1 5,714,457.5 5,991,098.6 6,026,415.6 5,976,316.2 6,019,722.6

基準年度に対する
増減率（％） -0.09% -3.56% -8.20% -3.76% -3.19% -4.00% -3.30%
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●第二次計画 ＜計画期間：平成１９年度～平成２３年度＞ 

【基準年度】 

平成１８年度 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

※ クリーンセンターのごみ処理施設は、第１次計画期間中に、ごみ焼却を順次、㈱かずさク

リーンシステムに委託処理することになっており、温室効果ガス排出量が削減されることが

明確であったことから対象外としたが、中継施設として稼動が安定したことから対象施設と

した。また、平成１６年１１月から新規に稼動した健康づくり支援センターも対象施設に加え

た。 

【対象となる温室効果ガス】 

  第一次計画と同じ 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成２３年度までに温室効果ガス総排出量を２．１％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

平成２３年度までに温室効果ガス総排出量を基準年度と比較して９．０３％削減することができ、

削減目標を達成することができた。これは平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災に伴う、

福島第一原子力発電所の事故により、電力の供給不足から、計画停電を始め、全庁的な節電

に取り組んだことが目標を達成する要因となった。 

このことから、電気使用量を減少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段

であることがわかる。ただし、平成２４年度以降については平成２３年と同規模の節電対策を実施

することは、市民サービスの面からも難しい点がある。 

平成１９年度から平成２３年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

 

区分
平成18年度
（基準年度）

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
平成23年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

10,661,914.2 10,796,798.0 10,603,965.2 10,491,492.6 10,654,397.9 9,699,019.1 10,438,014.0

基準年度に対する
増減率（％） 1.27% -0.54% -1.60% -0.07% -9.03% -2.10%
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●第三次計画（前計画） ＜計画期間：平成２４年度～平成２８年度＞ 

【基準年度】 

平成２２年度 

【対象となる事務事業】 

本市全ての事務事業で、委託により管理されているものを除く。 

【対象となる温室効果ガス】 

  第一次計画と同じ 

【削減目標】 

基準年度と比較して、平成２８年度までに温室効果ガス総排出量を６％削減する。 

【取組結果、評価及び課題】 

平成２７年度までに温室効果ガス総排出量を基準年度と比較して８．４５％削減することができ、

削減目標を達成する見込みである。これは、全庁的な節電の取組や、設備改修時等の省エネ

型機器への更新が目標を達成する要因となった。 

電気の使用による温室効果ガスの排出量は排出量全体の７３．７１％であり電気使用量を減

少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段であることから、引き続き全庁的

な節電の取組や、設備の省エネ型機器への更新が必要と考える。 

平成２４年度から平成２７年度までの各年度の温室効果ガス総排出量については次表のとおりと

なった。 

 

＜年度別温室効果ガス総排出量（単位：kg-CO2）＞ 

区分
平成22年度
（基準年度）

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
平成28年度
（目標値）

温室効果ガス
総排出量

9,097,619.4 8,425,927.2 8,202,584.4 8,051,736.8 8,328,701.6 ― 8,551,762.2

基準年度に対する
増減率（％） -7.38% -9.84% -11.50% -8.45％ ― -6.00%
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第３章 新たな計画の基本事項（第四次計画） 

１ 計画の位置づけ 

・地球温暖化対策の推進に関する法律 第２１条 

地方公共団体における地球温暖化対策実行計画の策定義務があります。 

・袖ケ浦市環境基本計画 

 第２章 ７ エネルギーと地球温暖化 ７－２ において地球温暖化を意識したエネルギー利

用を進めるとあり、市の事業活動が及ぼす地球温暖化への影響を把握し、率先して温室効

果ガス排出量の低減に努めることが記載されています。 

 

２ 計画の目的 

市役所はその職員数や事業規模などからみて、規模の大きい経済主体と考えられるため、自

らの事業活動に伴って排出される温室効果ガス総排出量を算定・把握し、温室効果ガスの排出

抑制をすることを目的とし、また、市民・事業者の行う地球温暖化防止に向けての自主的な取り

組みを促進することを目的とします。 

 

３ 計画対象期間  平成２９年度～平成３３年度 

 

４ 計画基準年度  平成２７年度 

 

５ 対象となる事務及び事業 

   本市における全ての事務及び事業を対象とします。また、指定管理者制度により管理する施

設についても含みます。 

   ただし、外部への委託等により実施する事務及び事業は対象外とします。 

 

６ 対象となる組織、施設等 

   出先機関を含めた、本市が管轄する全ての組織及び施設等、指定管理者制度による管理施

設を対象とします。 

   また、基準年度以降に新設される施設等も対象とします。 

   「対象施設一覧」を参照
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＜対象施設一覧＞                                       

部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等 

企画財政部 企画課 企画課 福祉部 

 

保育課 久保田保育所 

財政課 財政課 そでがうらこども館 

課税課 課税課 子育て支援課 子育て支援課 

納税課 納税課 平岡放課後児童クラブ 

秘書広報課 秘書広報課 長浦第一放課後児童クラブ 

総務部 総務課 総務課 長浦第二放課後児童クラブ 

危機管理課 危機管理課 代宿児童館 

防災行政無線 環境経済部 

 

環境管理課 環境管理課 

備蓄倉庫 袖ケ浦市営墓地公園 

行政管理課 行政管理課 東横田駅構内トイレ 

管財契約課 管財契約課 市内各大気測定局 

庁舎 廃棄物対策課 

 

廃棄物対策課 

市民健康部 保険年金課 保険年金課 ごみ処理施設 

市民活動支援課 市民活動支援課 し尿処理施設 

防犯灯 農林振興課 農林振興課 

市民課 市民課 農業センター 

平川行政センター 平川行政センター ゆりの里 

長浦行政センター 長浦行政センター 広域農道街路灯 

健康推進課 健康推進課 ひらおかの里農村公園 

保健センター 藤井野里堰農村公園 

健康づくり支援センター 光福堰 

福祉部 地域福祉課 地域福祉課 商工観光課 商工観光課 

社会福祉センター 都市建設部 都市整備課 都市整備課 

障がい者支援課 障がい者支援課 袖ケ浦公園管理事務所 

福祉作業所第１うぐいす園 百目木公園管理事務所 

福祉作業所第２うぐいす園 新堰公園管理事務所 

高齢者支援課 高齢者支援課 街区公園合計 

老人福祉会館 長浦駅臨海駐車場 

保育課 保育課 長浦駅北口駐車場 

平川保育所 袖ケ浦駅前第１駐車場 

吉野田保育所 袖ケ浦駅前第２駐車場 

福王台保育所 袖ケ浦バスターミナル 

根形保育所 長浦駅南口駐輪場 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

都市建設部 都市整備課 

 

長浦駅北口駐輪場 教育部 

 

教育総務課 今井幼稚園 

袖ケ浦駅南口第一駐輪場 学校教育課 学校教育課 

袖ケ浦駅南口第二駐輪場 総合教育センター 

袖ケ浦駅北口駐輪場 学校給食センター 

横田駅前駐輪場 バス（中川幼稚園） 

下水対策課 

 

下水対策課 バス（今井幼稚園） 

袖ケ浦終末処理場 生涯学習課 生涯学習課 

マンホールポンプ（下水） 埋蔵文化財整理棟 

マンホールポンプ（集排） 市民会館 

袖ケ浦東部浄化センター 平川公民館 

奈良輪雨水ポンプ場 富岡分館 

土木管理課 

 

土木管理課 長浦公民館 

補修員詰所 根形公民館 

道路照明灯 平岡公民館 

水門 郷土博物館 

蔵波調整池便所 中央図書館 

土木建設課 土木建設課 長浦おかのうえ図書館 

建築住宅課 建築住宅課 体育振興課 体育振興課 

市営住宅防犯灯 総合運動場市営球場 

教育部 教育総務課 教育総務課 総合運動場陸上競技場 

長浦中学校 総合運動場テニスコート 

昭和中学校 臨海スポーツセンター 

蔵波中学校 のぞみ野サッカー場 

根形中学校 今井球場 

平川中学校 水道局 水道局 水道局 

長浦小学校 防犯灯 

昭和小学校 永吉浄水場 

蔵波小学校 代宿浄水場 

奈良輪小学校 勝下浄水場 

根形小学校 吉野田配水場 

中川小学校 角山配水場 

平岡小学校 大竹加圧場 

幽谷分校 林加圧場 

中川幼稚園 上泉加圧場 
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部等名 課室等名 対象施設等 部等名 課室等名 対象施設等名 

水道局 水道局 蔵波増圧ポンプ 消防機関 中央消防署 中央消防署 

のぞみ野増圧ポンプ 長浦消防署 長浦消防署 

勝下２号井 平川消防署 平川消防署 

勝下３号井 予防課 予防課 

勝下４号井 総務課 総務課 

永吉１号井 分団詰所 

永吉２号井 会計室及び 

各事務局 

会計室 会計室 

永吉３号井 議会事務局 議会事務局 

永吉４号井 農業委員会事務局 農業委員会事務局 

永吉５号井 選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 

永吉６号井 監査委員事務局 監査委員事務局 

 

７ 対象となる温室効果ガス 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条第３項で対象としている７種のうちパーフルオロ

カーボン（ＰＦＣ）、六ふっ化硫黄（ＳＦ６）、三ふっ化窒素（ＮＦ３）については、本市の事務及び事

業において対象となる活動がないことからこの３種を除き、二酸化炭素（ＣＯ２）、メタン（ＣＨ４）、

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）、ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ）４種を対象とします。 

 

８ 温室効果ガス排出量の算定に用いる排出係数 

前計画では年次報告での整合性を図るために、基準年度の排出係数を一貫して用いまし

た。 

本計画でも温室効果ガス排出量の算定にあたっては、地球温暖化対策の推進に関する法律

施行令等により定められた基準年度の排出係数を一貫して用い、年次報告での整合性を図りま

す。 

 

＜排出係数一覧＞ 

活動項目 排出 

ガス 

報告 

単位 

第三次計画（Ｈ24～Ｈ28） 

排出係数 

（Ｈ２２年度の係数） 

第四次計画（Ｈ29～Ｈ33） 

排出係数 

（Ｈ27 年度の係数） 

ガソリン ＣＯ2 ℓ ２．３２ ２．３２ 

灯油 ＣＯ2 ℓ ２．４９ ２．４９ 

軽油 ＣＯ2 ℓ ２．５８ ２．５８ 

Ａ重油 ＣＯ2 ℓ ２．７１ ２．７１ 

液化石油ガス（ＬＰＧ） ＣＯ2 ㎏ ３．００ ３．００ 



 

9 

都市ガス ＣＯ2 ㎥ ２．２３ ２．２３ 

電気使用量 ＣＯ2 kWh ０．３８４ ０．５０５ 

普通・小型自動車走行量 

（ガソリン・ＬＰＧ等） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１０ ０．００００１０ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２９ ０．００００２９ 

軽自動車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１０ ０．００００１０ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ ０．００００２２ 

普通貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００３５ ０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３９ ０．００００３９ 

小型貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１５ ０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２６ ０．００００２６ 

軽貨物車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００１１ ０．００００１１ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２２ ０．００００２２ 

特殊用途車走行量 

（ガソリン・ＬＮＧ） 

ＣＨ4 
㎞ 

０．００００３５ ０．００００３５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００３５ ０．００００３５ 

普通・小型自動車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００２０ ０．０００００２０ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００７０ ０．０００００７０ 

普通貨物車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１５ ０．００００１５ 

Ｎ2Ｏ ０．００００１４ ０．００００１４ 

小型貨物車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．０００００７６ ０．０００００７６ 

Ｎ2Ｏ ０．０００００９０ ０．０００００９０ 

特殊用途車走行量（軽油） 
ＣＨ4 

㎞ 
０．００００１３ ０．００００１３ 

Ｎ2Ｏ ０．００００２５ ０．００００２５ 

封入カーエアコンの使用（年間） ＨＦＣ 台 ０．０１００００ ０．０１００００ 

一般廃棄物焼却量 

（全量・連続） 

ＣＨ4 
ｔ 

０．０７７０００ ０．０７７０００ 

Ｎ2Ｏ ０．０５３４００ ０．０５３９００ 

下水処理量 
ＣＨ4 

㎥ 
０．０００８８０ ０．０００８８０ 

Ｎ2Ｏ ０．０００１６０ ０．０００１６０ 

ディーゼル機関（定置式）における 

軽油使用量 
Ｎ2Ｏ ℓ ０．００００６４ ０．００００６４ 

ディーゼル機関（定置式）における 

Ａ重油使用量 
Ｎ2Ｏ ℓ ０．００００６６ ０．００００６６ 

汚泥焼却量（し尿・公下・集排） 
ＣＨ4 

ｔ 
０．００９７００ ０．００９７００ 

Ｎ2Ｏ １．０９００００ １．０９００００ 
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９ 温室効果ガス総排出量の算定に用いる地球温暖化係数 

   地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第４条において、温室効果ガスの種類ごとに、

地球温暖化係数が決められている。 

地球温暖化係数についても、前項の排出係数と同様に基準年度の地球温暖化係数を一貫し

て用い、年次報告の整合性を図ります。 

＜地球温暖化係数一覧＞ 

 温室効果ガス 第三次計画（Ｈ24～Ｈ28） 

地球温暖化係数（Ｈ22 年度の係数） 

第四次計画 （Ｈ29～Ｈ33） 

地球温暖化係数（Ｈ27 年度の係数） 

二酸化炭素（ＣＯ２）    １    １ 

メタン（ＣＨ４）   ２１   ２５ 

一酸化二窒素（Ｎ２Ｏ）  ３１０  ２９８ 

ハイドロフルオロカーボン（ＨＦＣ） １３００ １４３０ 

 

１０ 温室効果ガス総排出量の算定方法 

温室効果ガス総排出量＝ 活動量 × 排出係数 × 地球温暖化係数 

温室効果ガスはその種類によって温室効果の度合いが異なるため、計算式により二酸化炭

素相当量に換算して排出量を算出します。 

 

例）ガソリンを燃料とする普通自動車が 10,000km を走行したときに発生する温室効果ガス総

排出量を計算してみます。 

      普通・小型自動車の走行によってメタン（CH₄）と一酸化二窒素（N₂O）が発生しますので、

走行距離に本計画で定めた排出係数を掛け合わせてそれぞれの温室効果ガス排出量を

計算します。 

 

メタンの排出係数は 0.000010 ㎏－CH₄/㎞、一酸化二窒素の排出係数は 0.000029 ㎏－N₂O/

㎞です。 

メタン排出量   ＝10,000 ㎞×0.000010 ㎏－CH₄/㎞＝0.10 ㎏－CH₄ 

一酸化二窒素排出量＝10,000 ㎞×0.000029 ㎏－N₂O/㎞＝0.29 ㎏－N₂O 

 

これらに地球温暖化係数を掛け合わせることで、温室効果ガス総排出量（二酸化炭素相当

量）を算出することができます。 

メタンの地球温暖化係数は２５、一酸化二窒素の地球温暖化係数は２９８です。 

温室効果ガス総排出量＝0.10 ㎏－CH₄×25＋0.29 ㎏－N₂O×298＝88.9 ㎏－CO₂ 
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第４章 計画期間における基準年度の温室効果ガス総排出量 

１ 基準年度の考え方 

   温室効果ガス排出量を適切に把握できる直近の年度である平成２７年度とします。 

平成２７年４月～平成２８年３月の１年間 

    

２ 基準年度温室効果ガス総排出量の考え方 

基準年度の温室効果ガス総排出量については、第３章第６項の対象となる施設における、平

成２７年度の温室効果ガス総排出量を基準年度の総排出量とします。 

 

３ 基準年度温室効果ガス総排出量 

平成２７年度分の温室効果ガス総排出量は、前計画（平成２４年度～平成２８年度）で一度、

計算していますが、前計画の基準年度（平成２２年度）の排出係数等を用いて計算しているため、

本計画では、本計画基準年度（平成２７年度）の排出係数等を用いて計算し直した値を基準年

度の温室効果ガス総排出量とします。 

 

平成２７年度の温室効果ガス総排出量は８，３２８，７０１．６ｋｇ‐CO2 です、ただし平成２７年度

で使用を停止する水道局の施設である蔵波浄水場、川原井浄水場、蔵波２号井を除いた平成 

２７年度温室効果ガス総排出量 

→  ８，２２７，２１５．２ ｋｇ‐CO2 

 

本計画の排出係数等（平成２７年度）を用いて計算した平成２７年度温室効果ガス総排出量 

→ １０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐CO2     

 

本実行計画における基準年度の温室効果ガス総排出量＝１０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐ＣＯ2 
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第５章 計画期間における温室効果ガス総排出量の削減目標 

１ 削減目標の考え方 

平成２７年度の電気使用による温室効果ガスの排出量は総排出量全体の７３．７１％であり、電

気使用量を減少させることが、温室効果ガス総排出量を削減する有効な手段であると考えられま

す。 

本市ではこれまで、ソフト面を主に昼休みの消灯、冷暖房の温度設定等の省エネ行動を実行

し、ハード面では老朽化した機器を省エネルギー機器へ更新、ＬＥＤ照明の導入などによって温

室効果ガス総排出量の削減に努めてきました。 

しかし、ソフト面での削減は市民サービスに影響を与えない範囲で行う必要があることから限度

があり、ハード面での削減については太陽光発電など再生可能エネルギーの導入、各施設にお

ける省エネルギー機器への改修計画等が不透明であることから、目標年次における温室効果ガ

スの削減効果を算出することは困難なため、本計画では「エネルギーの使用の合理化等に関す

る法律」の削減目標である年１％以上を基に、前計画の目標と同じく基準年度と比較し目標年

度で６％の削減を目標とします。 

 

 

２ 削減目標の設定 

平成２７年度温室効果ガス総排出量        １０，１４４，２５０．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・① 

平成２７年度温室効果ガス総排出量の６％       ６０８，６５５．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・② 

    

温室効果ガス総排出量削減目標値          ９，５３５，５９５．０ ｋｇ‐ＣＯ2・・・①－② 



 

13 

第６章 目標達成に向けた市の取り組み 

これらの取組項目は通常考えられる一般的なものであり、実際に各課等で対策に取り組む場

合は、それぞれの実情に合った取組可能なものを選択して実施します。 

 

１ 省エネルギー対策 

（１）照明、OA 機器（パソコン、プリンタ、コピー機、FAX 等） 

  ・昼休み、残業時間及び休日出勤時の照明等は、必要最小限とする。 

  ・昼休み、残業時間及び休日出勤時は、業務に支障のない範囲で、OA 機器の電源を切

る。 

  ・外出等で長時間席を外すときは、パソコンの電源を切る。 

  ・各課等における最終退庁者は、部屋の消灯をし、OA 機器の電源が切ってあるかを確認

する。 

     ・断続的に使用する会議室や、給湯室、トイレ、更衣室等では、必要に応じて使用するとき

だけ点灯し、使用後は消灯する。 

・十分な光量が得られるときは自然光を活用する。 

・電子メールで済ませられる要件であれば FAX の利用は控える。 

・回覧や貼紙等により、節電に対する啓発を行う。 

 

（２）冷暖房等 

  ・温度設定が可能な場合は、可能な限り冷房 28℃、暖房 20℃とする。 

  ・窓の開閉やブラインド等を活用し、室内温度の調整を図る。 

  ・エアコン等の冷暖房器具の掃除を定期的に実施する。 

  ・夏場はノーネクタイ等の軽装（クールビズ）、冬場は厚着（ウォームビズ）の実施をする。 

  ・毎週水曜日の定時退庁を徹底する。 

  ・エレベーターの使用については２アップ－３ダウンを心がけ、なるべく階段を利用する。 

  ・給湯は、季節や目的に合わせた適正な温度で利用する。 

 

（３）公用車 

  ・公用車を購入またはリースする場合は、積極的に低公害車（ハイブリッド車等）や低燃費

車の導入を検討する。 

  ・公用車は、使用実態を踏まえて必要最小限度の大きさの車を選択・購入する。 

  ・駐停車時のアイドリングストップを可能な限り徹底する。 

  ・急発進、急加速、空ぶかし等はしない。 

  ・公用車走行時は法定速度を遵守する。 

  ・公用車使用の際には、相乗り運転等、効率的利用を行う。 
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  ・タイヤ空気圧等の点検を定期的に行う。 

  ・余分な荷物は積まないようにする。 

  ・運転日誌の記入を徹底し、走行距離、燃費等の把握・管理を行う。 

  ・公共交通機関を積極的に活用する。 

  ・近距離移動時にはできるだけ徒歩、自転車等を活用する。 

 

２ 省資源・リサイクル対策 

（１）用紙・物品類 

・両面コピー、縮小コピーなどを積極的に活用する。 

・ミスコピー、使用済み用紙は、裏面を庁内文書や FAX 用紙等に再利用する。 

・使用済み封筒を再利用する。 

・シュレッダーの使用は秘密文書の廃棄のみとする。 

・各課等にリサイクル BOX を設置して分別回収に努める。 

・不要となった紙は、ホチキス、クリップ等をはずし、分別回収する。 

・庁内の連絡は、サイボウズ掲示板や電子メールを活用する。 

・印刷物を発注する場合には、古紙配合率が高い紙を指定する。 

・事務用品は、再生品や詰め替え可能なものを購入し、使い捨て製品の購入は可能な限

り控える。 

・作業着等の衣類は、PET 繊維などの再生材料から作られたものを購入する。 

・共用可能な物品・備品については、その情報交換及び利用に努める。 

・学校や給食センターなどの生ごみは、堆肥化に努める。 

・フロンの回収等（エアコン、カーエアコン、冷蔵庫等）は、リサイクル法に基づき適切に処

理する。 

 

（２）水の利用 

・手洗い、洗濯等における節水を行う。 

・水漏れ点検を定期的に実施する。 

・回覧や貼紙等により、節水に対する啓発を行う。 

 

３ 建物の建設・管理について 

（１）建物の建設 

・公共工事の際には、一定の環境負荷低減効果が認められている資材、建築機械、工法

等を活用し、施設の省エネ構造化に努める。 

・公共事業の実施にあたり、廃棄物の分別・削減及びリサイクル等の実施に努める。 

・公共工事の入札参加資格に、ISO14001 等の認証取得等を検討する。 

・太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入を推進する。 
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・敷地内における積極的な緑化に努める。 

 

（２）建物の管理 

・空調のフィルター及び照明器具は、こまめに清掃する。 

・毎月の電気、燃料及び上水等の使用量を把握・管理し、効率的運用に努める。 

・機器更新の際には、省エネルギー型機器を選択する。 

・フロンの回収を徹底する。 
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第７章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

計画の推進体制は、以下のとおりとします。 

 
  市長・政策会議（各部等の長） 

  ・排出量の状況及び取り組みの進捗状況を環境審議会に報告し、意見を求める。 

  ・市民及び環境審議会の意見を受けて、計画の見直し等を検討する。 

  ・必要に応じて各課・施設等に指導をする。 

 

  政策調整会議（各課等の長） 

  ・所属に応じた取り組みを検討、実施する。 

  ・所属職員への取り組みの啓発を行う。 

  ・所属施設の排出量及び取組状況を把握する。 

  ・所属施設の報告担当者を任命する。 

  ・所属施設の前年度の排出量及び取組状況について、報告担当者を通して取りまとめ、事務

局に報告する。 

  ・必要に応じて計画の見直し案等を提案する。 

市長 

政策会議（各部等の長） 

政策調整会議 

（各課等の長） 

各課等の長 

（取組の実施） 

事務局 

（環境管理課） 

指導 

（庁内組織） 

報告・意見 

指導 報告・意見 

報告・意見 

指導 

報告・意見 

指導 

情報提供 

市民等 

公表 

環境審議会 
（外部組織） 

報告 意見 
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  事務局（環境管理課） 

  ・各施設から報告された調査票を取りまとめ、市長・政策会議及び政策調整会議に報告する。 

  ・計画に対する市民、環境審議会の意見を取りまとめ、市長・政策会議及び政策調整会議に報

告する。 

  ・職員に対し、地球温暖化対策に関する情報提供及び取り組みの啓発を行う。 

 

  環境審議会 

  ・市長の報告を受けて、地球温暖化対策の推進方法について意見を述べる。 

 

２ 計画の推進方法 

   計画の推進方法は、まず各課等において、本計画第７章 地球温暖化防止対策の取り組み

を参考に、各課等の実情に合った対策を実施します。温室効果ガス総排出量の大部分を占め

る電気使用量については、特に意識して取り組みます。 

こうした各課等における日頃の取組状況や温室効果ガス総排出量について、前計画と同様

に、各課等の長が事務局（環境管理課）に報告します。報告方法は前計画と同様に、活動量調

査票及び取組状況点検表を作成、提出する形で行う。 

事務局（環境管理課）は、報告された内容を取りまとめ、対象施設における温室効果ガス総排

出量の算定を行い、目標値に対する達成状況及び取組状況を取りまとめ、政策会議及び政策

調整会議に報告する。 

政策会議及び政策調整会議では、報告内容の評価等を行い、今後の計画推進に対する意

見を述べ、必要に応じて各課・施設等への指導や計画の見直し案等を提案し、来年度以降の

計画推進に反映させる。 

 

３ 計画実施状況の公表 

計画書については、袖ケ浦市ホームページで公表する。また、計画の見直しを行った場合に

ついても、同様の手段を通じて公表する。 

毎年度における温室効果ガス総排出量及び取り組みに対する実施状況についても、袖ケ浦

市ホームページで公表する。 

 

４ 計画の普及・啓発 

計画の目的・目標を伝え、取り組みの推進を図るため、地球温暖化防止に関する積極的な情

報提供を行う。 

 

５ 計画の見直し 

計画は、国のエネルギー政策や温室効果ガス排出抑制技術の進歩、排出削減目標の達成

状況、計画対象期間の経過等を踏まえ、必要に応じて見直しを行うこととする。 
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は じ め に 

 

袖ケ浦市では、自然環境と生活環境との調和を図るとともに、気候変動やエ

ネルギー問題等の環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、環境施策の最上位計画となる「第２次袖ケ浦市環境基本計画」を策定し、

「みんなでつくる豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち袖ケ浦」の実現を

目指しています。 

本書は、令和４年度の本市における環境の状況並びに環境対策などについ

て、その概要をまとめたものであり、市民の皆様一人ひとりに、袖ケ浦の環

境の現状をご理解いただくとともに、環境問題を身近な課題と感じていただ

き、環境保全に取り組む契機としていただければ幸いに存じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境保全都市宣言 

私たちは、きれいに澄んだ小川、さわやかな青空、野や山の緑、このような美しい自然に囲

まれ、都市としての機能の充実した生活環境のなかで、うるおいとやすらぎのある、快適な生

活が送れるまちに住みたいと願う。 

近年のめざましい産業の発展と都市化の進展は、より高度な文化的な生活など、私達の市

民生活に大きな恩恵をもたらした。 

一方、市民の快適な環境に対する志向が高まり自然と調和のとれた質の高い生活環境の

整備が重要となってきている。 

今や環境問題は、一個人一地域の問題にとどまらず、宇宙船地球号の中で私たちは地球

的規模で考えた行動が求められている。 

このため、行政、市民及び事業所が一体となり自らの手で豊かな自然環境を保全し、快適

な生活環境を創造するため、市制施行の年にあたり、次の目標を掲げ、市民の総意としてここ

に袖ケ浦市を「環境保全都市」とすることを宣言します。 

 

１ 地球的規模で考え、地域で環境を守り育てる 

１ きれいな水を、守り育てる 

１ きれいな空気を、守り育てる 

１ 美しい緑を、守り育てる 

１ 安らぎのある街並みを、守り育てる 

１ リサイクル社会を目指し、環境を守り育てる 
 

平成３年６月１４日 

袖ケ浦市 
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人口・面積等  

 

 

※Ｓ４６は１０月末日現在、R５は４月１日現在の人口 

※それ以外は国勢調査による人口

S46 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H27 R2 R5

人口（人） 26,384 31,832 38,837 46,460 52,818 57,575 58,593 59,108 60,355 60,952 63,883 65,777

世帯数（世帯） 5,645 7,278 10,193 12,183 14,912 17,648 18,689 19,834 21,561 22,652 25,430 29,276

0
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人口・世帯数推移

人口（人） 世帯数（世帯）

人     口 

令和５年４月１日現在 
国勢調査 

(令和２年１０月１日[確報値]) 

     ６５，７７７人 

   男 ３３，３２６人 

   女 ３２，４５１人 

      ６３，８８３人 

   男 ３２，２１４人 

   女 ３１，６６９人 

世 帯 数      ２９，２７６世帯      ２５，３２１世帯 

産 業 別 人 口 

(令和２年国勢調査) 

第一次産業    １，１０４人 （ ３．６％） 

第二次産業    ７，９４１人 （２６．５％） 

第三次産業   ２０，０８０人 （６７．０％） 

分類不能       ８３２人 （ ２．７％） 

地     勢 

  面 積   ９４．９２km2 

  周 囲   ８４．５km 

  海岸線   ２８．７km 

  広ぼう   東西 １４．０㎞、南北 １３．５㎞ 

市 役 所 の位 置 
  東経 １３９度５７分２７秒 

  北緯  ３５度２５分３６秒 

平 和 都 市 宣 言   平成２年６月１５日採択、同年１２月１０日宣言 

環境保全都市宣言   平成３年３月１５日採択、同年６月１４日宣言 

姉 妹 都 市 
  イタジャイ市（ブラジル連邦共和国・サンタカタリーナ州） 

  昭和５４年１月３１日締結 

１．袖ケ浦市の概況 
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環境行政組織図 

令和５年４月１日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ｈ２６．４．１現在 

環  境  審  議  会 

廃 棄 物 減 量 等 推 進 審 議 会 

市 長 副 市 長 環境経済部 

環境保全推進委員会 

環 境 管 理 課 

廃棄物対策課 

農 林 振 興 課 

商 工 観 光 課 

水 の 保 全 分 科 会 

緑 の 保 全 分 科 会 

廃棄物等対策分科会 

環 境 管 理 班 

生 活 環 境 班 

一 般 廃 棄 物 班 

土砂・産業廃棄物班 

農 政 班 

農 業 振 興 班 

農 業 セ ン タ ー 

農 林 土 木 班 
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 近年、わが国では様々な環境問題やその対策が取り上げられています。 

 ここでは、その中からいくつかを紹介し、問題に対する本市における対策について併

せてご紹介します。 

 なお、これらの問題はそれぞれ独立したものではなく、相互に影響を与えているもの

がほとんどです。 

 地球温暖化対策や資源の枯渇問題のためにも、私たちの日々の行動が大変重要となり

ます。次世代に今の地球を残すために、私たち一人ひとりが考えて、私たちが今出来るこ

とから取り組む必要があります。 

 

（１）地球温暖化                    

 地球温暖化とは、二酸化炭素をはじめとする「温室効果ガス」が過剰に放出・蓄積され

ることにより、大気中の温室効果ガスの濃度バランスが崩れ、地球上の気温が上昇する

現象です。 

 地球温暖化が進むと、異常気象、砂漠化、干ばつ、海面上昇による土地の水没、洪水、

作物の不作や野生生物の絶滅といったさまざまな被害が懸念されます。 

 ２０１４年の気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の第５次評価報告書による

と、１８８０年～２０１２年の約１３０年間において世界の平均地上気温は０．８５℃

上昇しています。また、１９０１年～２０１０年の期間中、世界平均海面水位は、０．１

９ｍ上昇したと発表しています。 

 ２０１５年にフランス・パリで行われた国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（Ｃ

ＯＰ２１）において、気候変動に関する２０２０年以降の新たな国際枠組みである「パリ

協定」が採択されました。「パリ協定」は、世界総排出量の５５％以上を占める５５か国

以上の締約国が批准して、２０１６年に発効するなど、国際的な協調が進んでいます。 

 また、国では、２０２１年「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき「地球温暖

化対策計画」を改定し、２０３０年度において温室効果ガスを４６％（２０１３年度比）

削減を目指すこと、さらに５０％の高みに向けて挑戦を続けることとしています。 

袖ケ浦市は、「袖ケ浦市環境基本計画」に基づき再生可能エネルギー等の活用や省エネ

ルギーの対策を推進しており、また、市役所における省エネルギー等を推進するため、２

００１年３月に「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき「袖ケ浦市地球温暖化対

策実行計画（事務事業編）」を策定し、庁舎や市関連施設等における温室効果ガス削減な

どを推進しています。 

 

 

 

２．環境問題の動向 
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（２）資源循環型社会の形成               

 従来の大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、最終処分

場の不足や、ごみ処理による温室効果ガスの排出量の増加など、環境の保全を阻害する

側面を有しています。また、天然資源の枯渇や、大規模な資源採取による自然破壊など、

様々な環境問題にも密接に関係しています。 

 このため、国は平成１２年に「循環型社会形成推進基本法」を制定、平成１５年には

「循環型社会形成推進基本計画」を策定し、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷がで

きる限り低減される「循環型社会」の形成を目指しています。 

 さらに、関連法として、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す

る法律」が施行されたほか、「資源有効利用促進法」、「容器包装リサイクル法」、「家電リ

サイクル法」、「食品リサイクル法」、「建設リサイクル法」、「自動車リサイクル法」、「小型

家電リサイクル法」の整備や、各種取組の進展により、最終処分量の大幅削減が実現する

など、循環型社会形成に向けた取組は着実に進展しています。 

 一方で、近年世界規模で資源制約が強まると予想されるほか、多くの貴金属、レアメタ

ルが廃棄物として埋め立て処分されているといった課題を改善するべく、貴重な資源と

して一層有効活用して資源生産性を高め、天然資源の消費を抑制する新たなステージに

進むための基本的方向として、質にも着目した循環型社会の形成をめざし、取り組んで

まいりました。 

 そこで、平成３０年６月に閣議決定された、「第四次循環型社会形成推進基本計画」で

は、前基本計画で掲げた「質」にも着目した循環型社会の形成、低炭素社会や自然共生社

会との統合的取組等を引き続き中核的な事項として重視しつつ、環境的側面、経済的側

面及び社会的側面の統合的向上を掲げた上で、重要な方向性として、「地域循環共生圏形

成による地域活性化」、「ライフサイクル全体での徹底的な資源循環」、「適正処理の更な

る推進と環境再生」が掲げられました。 

 本市においても、令和２年３月に「袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計画」を改定し、計画

に基づき、社会を構成する各主体との連携の下で、３Ｒの推進など循環型社会の形成を

一体的に実行するため、各種取組の展開を図ります。  

 

 

 

 

 

 

 

 
天然資源の投入 

生産（製造・流通等） 

処理（再生・焼却等） 

最終処分（埋立） 

③再生利用 
【マテリアルリサイクル】 

⑤適正処分 

循環型社会の姿 

④熱回収 
【サーマルリサイクル】 

②再使用 
【リユース】 

①廃棄物の発生抑制 
【リデュース】 

天然資源の 
消費抑制 
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（３）生物多様性の保全                 

 自然界には、数えきれないほどの生物が、場所に応じた様々なつながりを持ちながら

生きています。これを「生物多様性」と呼び、世界的にも生物多様性の保全の重要性は広

く認識されています。 

 

ア レッドデータブック 

  長い歴史の中で育まれた地域固有の野生動植物が、開発による生息・生育環境の改

変や乱獲などの人間活動に伴い、その生存が脅かされ、その結果、絶滅の危機に直面し

ている種が数多くあります。この対策として、これらの野生生物について特に保護す

る必要があるものを選定し、その方法等を取りまとめた「レッドデータブック」が作ら

れ、環境学習の教材などとして活用されています。こうした絶滅の危機に瀕している

野生生物の存続は私たちの意識と行動に委ねられているといえます。 

 

イ 外来生物 

外来生物とは、もともとその地域で

は生息していない生物で、人間の活動

によって外国などから入ってきた生物

のことをいいます。明治以降、人間の移

動や活動が盛んになり多くの動植物

が、ペットや展示用等の目的で輸入さ

れたり、荷物や乗り物などに紛れ込ん

だりして日本に入ってしまっていま

す。 

これら外来生物の問題点は、在来生

物との競争や交雑等により生態系へ影

響を与えたり、畑を荒らしたり漁業対

象の生物を食べたりする農林水産業へ

の影響、あるいは外来生物自体が毒を

持っているなどの場合は人命や身体へ

の危険がある場合もあります。このた

め、特に被害を及ぼす危険のある生物

を「特定外来生物」として指定し、輸入

はもちろん、飼養、栽培、保管、運搬、

野外に放つことが禁止されています。 

また、必要に応じて県及び市で駆除

等を行っています。 
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（４）本市における環境問題の流れと現在の課題      

 本市では、温暖な気候の下、古くから農水産業を中心に人々の生活が営まれてきまし

た。 

 また、昭和３０年には、臨海部で国営長浦干拓事業が実施されるなど特に農業が盛ん

でした。昭和４０年代後半の高度経済成長期に入ると、臨海部が日本を代表する重化学

コンビナートである京葉臨海工業地帯の一部となり、産業経済活動が飛躍的に発展しま

したが、この過程で大気や水の汚染などによる生活環境の悪化、宅地開発などによる身

近な自然の改変や貴重な動植物の消失などが問題となりました。 

 市では、主要工場と環境保全のための協定の締結や、環境条例・各種法律による公害防

止対策を強く進めるとともに、緑の保全及び推進に関する条例などを制定し、開発に伴

う自然環境の悪化の防止に努めてきた結果、産業活動に伴う環境問題の解決や自然環境

の保護については、一定の成果を収めました。 

 その一方で、人口の増加に伴い、市北西部を中心に都市化が進行し、生活スタイルの変

化等が進んだ結果、近年の環境問題は、自動車の排ガス、生活排水による水質汚濁、廃棄

物の排出量の増大、温室効果ガスの排出等、生活による環境への負荷が大きくなってき

ています。 

 また、他にも自然環境の変化、休耕田の荒廃や人と自然との関わりの変化による在来

動物種の減少や、外来種をはじめとした有害鳥獣の増加等の問題も生じています。 

 環境は現代を生きる私たちだけでなく、将来の世代がその恵みを受けられるよう維持

されなければなりません。複雑･多様化する環境問題に対応し、健全で良好な環境の恵み

を将来に引き継ぐためには、市民･事業者の皆さん全ての参加を得て、環境に配慮した生

活や事業活動の実践による環境への影響が少ない持続的発展が可能な社会の構築、多様

な自然環境の体系的な保全、国際的視野に立った環境保全などへの積極的な取り組みを

展開することが求められています。 
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（５）環境基本計画                   

環境基本計画は、長期的な目標の下、市民､事業者及び行政が協働して、環境の保全

に関する施策を、総合的かつ計画的に推進していくことにより、先人が残してくれた

豊かな自然環境を次世代に継承するとともに、環境に関する諸問題を計画的に解決し

ていくことを目的としています。

袖ケ浦市では、令和２年３月に、第２次となる袖ケ浦市環境基本計画を策定し、計画

は次のとおり構成しています。

なお、次章の「環境の現状と対策」では、環境基本計画における基本施策ごとに推進

状況を示します。

第３章  計画の目標  
第１節  袖ケ浦市が目指す環境像  

みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  

 第２節  基本目標  
・豊かな自然と共生するまち  ・快適で安全に生活できるまち  
・地球環境を思いやるまち   ・環境にやさしい循環型社会を形成するまち  
・市民参加による環境保全活動を推進するまち  

 
第４章  目標の実現に向けた施策の展開方向  
 
 

     基本目標             基本施策  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

みんなでつくる  豊かな自然と快適な暮らしが調和したまち  袖ケ浦  

 

 

 

 

 

 (1) 水とみどりの保全 
 (2) 生物多様性の保全 
 (3) 有害鳥獣・特定外来生物への対策 
 (4) 景観形成の推進 

 

 

１ 豊かな自然と共生するまち 

２ 快適で安全に生活できるまち 

 (1) 大気環境の保全 
 (2) 水質・土壌・地盤環境の保全 
 (3) 騒音・振動・悪臭の防止 
 (4) 有害化学物質・放射性物質への対策 

 

３ 地球環境を思いやるまち 

 (1) 再生可能エネルギー等の活用 
 (2) 省エネルギーの推進 
 (3) 温室効果ガスの削減 
 (4) 気候変動による影響への適応策の推進 

 

４ 環境にやさしい循環型社会を形成

するまち 

 

 (1) ３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化 
 (2) 廃棄物等の適正処理の推進 
 (3) 廃棄物等の不法投棄・ポイ捨てへの対策 
 (4) 建設発生土・再生土への対策 

５ 市民参加による環境保全活動を推

進するまち 

 

 (1) 環境に関する情報発信 
 (2) 環境学習・環境教育の推進 
 (3) 協働による環境保全活動の推進 
 (4) 市民等による環境保全活動への支援 

 
環境保全のための       (1) 持続可能な社会を築くネットワークづくり 
分野横断的な施策       (2) 災害時等における環境問題への対応 

第２次袖ケ浦市環境基本計画の構成（抜粋） 
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（１）水とみどりの保全                 

 本市では、美しい緑を守り育て、安らぎのある街づくりを目指し、市民の健康で快適な

生活環境を確保することを目的として、「袖ケ浦市緑の保全及び推進に関する条例」を定

め、市民や工場・事業所の協力のもと、緑の確保及び推進に努めています。 

ア 蔵波小鳥の森  

  市街地に残された貴重な樹林を残すための

一手段として、自然林を保存しながら、木々を

植栽し、小鳥たちのために水呑場、砂遊び場、

巣箱、餌台を設けた小鳥の森が蔵波八幡神社

裏手の高台にあります。 

  晴れた日には眼下に長浦駅前の市街地、工

場地帯、青く輝く東京湾を見下ろせます。 

  ここでは、ウグイス・メジロ・ヒヨドリな

どが見られます。 

 

蔵波小鳥の森 

イ しいのもり  

   椎の森工業団地内の自然環境保全緑地（約２０ｈａ）は、平成１８年度に生物多様

性の確保と自然と触れ合う場として整備方針を定める「椎の森自然環境保全緑地整

備基本計画」を策定し、市民が小動物や昆虫など触れ合い、自然観察などの体験が出

来るような活用を図るべく、市民ボランティアによる整備を進め、一般開放してい

ます。 

引き続き、ボランティアに

よる維持管理活動を実施して

おり、毎月第１土曜日、第３日

曜日の午前中に２時間程度の

軽作業を行っています。作業

は毎回２５名程度の参加者に

より、刈払機を用いた下草刈

り、散策路の整備、湿地・水路

の整備、不法投棄物の撤去な

どを実施しています。 

しいのもりボランティア作業の様子    

３．環境の現状と対策（環境施策の推進状況） 

３－１．自然環境の保全 ～豊かな自然と共生するまち
～ 
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ウ 保存樹木・樹林  

  市街地に残された貴重な自然を残すため

傾斜地の樹林や、高さが１５メートル以上で

樹容の優れた樹木に対し、その保全等に要す

る費用の一部を助成する保存樹木・保存樹林

補助金制度があります。 

保存樹木 １８２本 

保存樹林 ８６，８０３㎡ 

 

エ 緑化協定  

一定規模以上の開発や事業所の建設時に敷

地の２０％程度の緑化をお願いしており、そ

の総面積は約１８５ヘクタールに達していま

す。 

 

三者協定（県・市・事業所）７１事業所 

二者協定（市・事業所） １２４事業所 

 

 

     

  

保存樹木 

緑化協定（吉野石膏千葉第二工場） 
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（２）生物多様性の保全                 

「千葉県レッドデータブック」によると、動物、植物ともに掲載された絶滅の恐れのあ

る野生生物の種類は増加しており、野生生物の状況は厳しいものとなっています。 

自然環境の変化や人為的な生物の移動など、人の活動により崩れてしまった生態系の

バランスを、人の手により修復していく必要があります。 

生物多様性の推進を図るためには、生物多様性に関する普及啓発のみならず、多様な

生物が生息できる場を整備するとともに、市内各地区の生物の生息状況を把握する必要

があります。 

 

ア 希少な野生生物の保護  

   市の管理地において、開発等に

より生息地を追われた希少な野生

生物の保護を、ボランティアの

方々の活動により行っています。 

   繁殖の時期に合わせて、有害鳥

獣等からの食害を防ぐための電気

柵の設置や、一時的な保護を行い、

生存数の維持に努めています。 

 

イ 鳥獣保護  

   有害鳥獣であっても、全ての鳥獣は「鳥獣の保護及び管理等に関する法律」によ

り保護される対象となるため、むやみに捕獲・駆除を行うことはできません。 

   捕獲には資格が必要であり、捕獲方法、時期、場所等を守る必要があります。 

 

特定猟具使用禁止区域（銃器）の名称・面積 

① 東京湾岸 17,203ｈａのうち一部 
② 袖ケ浦市神納  78ｈａ 

③ 袖ケ浦市昭和 160ｈａ 
④ 袖ケ浦市上池 533ｈａ 
⑤ 袖ケ浦市久保田・蔵波 961ｈａのうち一部 

⑥ 上泉 168ｈａ 
⑦ 袖ケ浦市永吉 456ｈａ 
⑧ 八幡カントリークラブ 115ｈａのうち一部 

⑨ かずさアカデミアパーク 1,010ｈａのうち一部 
⑩ 袖ケ浦市横田 155ｈａ 

平岡鳥獣保護区 590ｈａのうち一部 

特定猟具使用禁止区域（銃器） 

トウキョウサンショウウオ 生物多様性ちばニュースレター 

鳥獣保護区等区域図 
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（３）有害鳥獣・特定外来生物への対策          

ア 本市の状況  

 本市の農村部においては、イノシシをはじめとした有害鳥獣の生息数の増加に伴

い、農作物等の被害が多く発生しており、捕獲頭数も増加傾向にあります。 

これまでも「袖ケ浦市鳥獣被害防止計画」により、有害鳥獣の駆除、防護柵の設

置、捕獲従事者の確保等の必要な対策を講じているものの、有害鳥獣の捕獲頭数は

年々増加しており、また、捕獲の担い手となる人材が高齢化により不足するため、新

たな人材の確保・育成が必要となります。 

 

イ 有害鳥獣等の駆除  

   本市では、平成２０年度以降、アライグマ・ハクビシンによる農作物被害が発生し

ており、継続的に駆除を行っていますが、駆除個体数は増加傾向にあるとともに生

息域も市街地周辺にも拡大してきています。 

   アライグマ等は雑食性動物のため、果実が実った状態の果樹を放置したり、生ご

みを夜間に放置しないよう注意するとともに、古い木造家屋等（神社、寺院、空家）

の屋根裏などに住み着き繁殖しますので、隙間を塞ぐなどの対策が必要です。 

 

有害鳥獣年度別駆除個体数（アライグマ・ハクビシン合計） 

年度 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 H30 R１ R2 R3 R4 

頭数 １５２ １５１ １１５ １６８ １７７ ２６１ ２５０ ２４８ ３４７ ３６６ 

 

 

  

アライグマ ハクビシン 
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（４）景観形成の推進                  

平成１６年に景観法が制定され、良好な景観の保全、自然、歴史、文化等の地域資源や

地域特性に応じた景観の形成、市民が潤いや安らぎを感じるまちづくりが進められるよ

うになりました。本市には、市内を連なる斜面林、広がりのある田園風景や里山、海と対

岸と富士山を望む広大な眺望等の水と緑豊かな美しい景観があり、これらは地域の貴重

な景観資源となっています。平成２５年には、袖ケ浦市景観条例の制定や袖ケ浦市景観

計画を策定し、景観行政を推進しています。 

こうした本市の特徴のある景観は、里山の減少、耕作放棄地の増加等により徐々に失

われつつあり、今後も継続的な景観づくりの推進が必要となっています。 

また、都市の景観については、市民や来訪者にまちのイメージを与える重要な要素と

なるため、市民の憩いの場となる公園やまちの玄関口である鉄道駅周辺や幹線道路沿い

の秩序や賑わいのあるまち並みを形成するため、積極的な景観づくりを進めることが求

められています。 

 

   

  
＃そでふぉと 受賞作品 
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（１）大気環境の保全                  

  大気汚染の要因は、工場や事業所から排出されるばい煙や自動車の排出ガスなどが

考えられており、主要な大気汚染物質についてそれぞれ環境基準が定められています。 

  市では大気環境の監視及び発生源である工場等の排出ガスの調査を実施しています。 
 

ア 監視体制  

  市内の大気環境の監視体制は、７箇所の大気環境測定局をテレメータシステムで結

ぶことにより、大気汚染物質等の常時監視を行っています。また、ダイオキシン類など

の有害物質については定期的にモニタリング調査を行っています。 

 

 
○大気環境測定局・監視項目一覧（令和５年３月３１日現在） 

 常時監視項目 ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ 

調査項目 

区分 測定局名 二
酸
化
硫
黄 

二
酸
化
窒
素 

光
化
学
オ
キ
シ
ダ
ン
ト 

一
酸
化
炭
素 

浮
遊
粒
子
状
物
質 

微
小
粒
子
状
物
質 

炭
化
水
素 

風
向
風
速 

温
度
湿
度 

日
射
紫
外
線 

降
雨
量 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

ベ
ン
ゼ
ン 

一般環境測定局 坂戸市場 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○     

長浦 ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○    ○ ○ 

代宿 ○ ○ ○  ○   ○ ○  ○   

三ツ作  ○ ○  ○   ○      

横田 ○ ○ ○  ○  ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

自動車排出ガス測定局 福王台 ○ ○  ○ ○   ○   ○   

大曽根    ○  ○  ○      

３－２．環境保全対策 ～快適で安全に生活できるまち
～ 

大気環境常時監視測定局 
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○令和４年度市内大気環境の環境基準達成状況 

 

（ア）二酸化硫黄（ＳＯ₂） 

   硫黄酸化物（ＳＯｘ）の代表的な成分で、石油や石炭を燃焼させると含有する硫黄

分が空気中の酸素と化合して発生します。排出規制の強化や低硫黄燃料の使用を進

めてきた結果、長らく低濃度を維持し、環境基準を満たしています。令和４年度は全

測定局において環境基準を満たしています。 

 

2.0 

1.0 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

1.0 1.0 

2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

1.0 1.0 1.0 

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（ｐｐｂ）

（年度）

二酸化硫黄の年平均値の年度別推移

一般局平均

福王台測定局（国道１６号）

測定項目 達成状況 基準等 

二酸化硫黄 

（ＳＯ２） 

長期的 

評価 
○ 測定５局中全局 

日平均値の 2%除外値が 0.040ppm以下で、

かつ、日平均値が 0.040ppm を超えた日が

２日以上連続していない測定局 

二酸化窒素 

（ＮＯ２） 

長期的 

評価 
○ 測定６局中全局 

１日平均値のうち、低い方から 98%相当が

0.06ppm以下 

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 

（Ｏｘ） 

環境 

基準 
× 測定５局中０局 １時間値 0.06ppm以下 

一酸化炭素 

（ＣＯ） 

長期的 

評価 
○ 測定２局中全局 

日平均値の 2%除外値が 10ppm 以下で、か

つ、日平均値が 10ppmを超えた日が２日以

上連続していない測定局 

浮遊粒子状物質 

（ＳＰＭ） 

長期的 

評価 
○ 測定７局中全局 

日平均値の 2%除外値が 0.100mg/m3 以下

で、かつ、日平均値が 0.100mg/m3を超えた

日が２日以上連続していない測定局 

微小粒子状物質 

（ＰＭ２．５） 

長期的 

評価 
○ 測定３局中全局 

１年平均値が 15μg/ m3以下で、かつ、１

日平均値の年間 98%値が 35μg/ m3以下 

有害大気汚染物質

（ベンゼン） 

環境 

基準 
○ 測定２地点中全地点 １年平均値 3μｇ/m3以下 

ダイオキシン類 
環境 

基準 
○ 測定２地点中全地点 １年平均値 0.6pg-TEQ/m3以下 
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（イ）二酸化窒素（ＮＯ₂） 

   窒素酸化物（ＮＯｘ）の代表的な成分で、主に工場や自動車から発生しますが、都

市部ではビルなどで使用する小型ボイラーや家庭の厨房からの総排出量も無視でき

ないものになっています。 

   市内では、自動車の往来が盛んな福王台測定局が高い値となっていますが、環境

基準は満たしています。  

 

 

（ウ）光化学オキシダント（Ｏｘ） 

   光化学オキシダント（Ｏｘ）は、窒素酸化物と炭化水素などが太陽からの紫外線

を受けることで光化学反応をおこし生成される物質で、春から夏にかけて日射量が

強く、高温・無風などの条件が重なり、光化学オキシダント濃度が局地的に高くな

ります。 

   光化学オキシダント濃度が一定値を超えたときに、光化学スモッグ注意報が発令

されます。 

   令和４年度における光化学オキシダントの環境基準は全局未達成であり、光化学

スモッグ注意報は４日発令されました。 

 

10 9 

9 

9 8 8 9 
7 7 8 

15 15 14 13 13 12 
10 11 

9 
11 

0

5

10

15

20

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（ｐｐｂ）

（年度）二酸化窒素の年平均値の年度別推移

一般局平均

福王台局（国道16号）

6
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0

5

10

15

0
5

10
15
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25
30
35

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（日）
（ｐｐｂ）

（年度）
光化学オキシダントの年平均値の年度別推移

及び光化学スモッグ注意報等発令日数

発令日数

一般局昼間平均
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（エ）一酸化炭素（ＣＯ） 

   一酸化炭素（ＣＯ）は、炭素を含む燃料が不完全燃焼する際に発生するもので、自

動車が主な発生源となっています。市では館山道及び国道１６号の２箇所の自動車

排出ガス測定局で測定していますが、両局とも環境基準を満たしています。 

 

 

（オ）浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

   浮遊粒子状物質（ＳＰＭ）は、大気中の浮遊粉じんのうち粒径が 10μｍ（マイク

ロメートル=1/1000 ミリメートル）以下のものを指し、工場や自動車の排出ガスの

ほか、土壌の舞い上がりなどの自然現象によっても発生します。 

   工場や自動車の排ガス規制により、年々全国的に減少傾向にあり、本市において

も同様に減少傾向にあります。令和４年度は全測定局において環境基準（長期的評

価）を満たしています。 

  

0.3 0.3
0.2 0.2 0.2

0.1

0.2
0.3 0.3

0.2

0.6

0.4
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（ｐｐｂ）

（年度）
一酸化炭素の年平均値の年度別推移

福王台局（国道16号）

大曽根局（館山道）

20 
18 18 

16 16 15 
14 13 12 

19 17 17 
15 

13 12 

37 38 

20 18 
17 

18 16 15 
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（μｇ/ｍ３）

（年度）浮遊粒子状物質の年平均値の年度別推移

一般局平均

福王台局（国道16号）

大曽根局（館山道）
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（カ）微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

   ＳＰＭに比べ、さらに細かい粒径 2.5μｍ以下の粒子を微小粒子状物質といい、小

さな粒子が肺の奥深くまで入りやすく、様々な健康影響の可能性が懸念されること

から、平成２１年に環境基準が設定され、本市においては、平成２７年度から長浦

局、平成２９年度から大曽根局、令和２年から坂戸市場局にて測定を開始しており

ます。令和４年度において環境基準（長期的評価）を満たしています。 

 

（キ）有害大気汚染物質  

   有害大気汚染物質とは、継続的に摂取されると人の健康を損なうおそれがあると

して指定された物質のことで、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレ

ン、ジクロロメタンがあります。 

   令和４年度の調査（年１２回）では、環境基準の超過はありませんでした。 

○有害大気汚染物質測定結果（令和４年度平均値）        単位：μg/m3 

 長浦 

（県測定※） 

横田 

（市測定） 
環境基準 

ベンゼン 1.5 0.68 3 

トリクロロエチレン 0.12 － 200 

テトラクロロエチレン 0.045 － 200 

ジクロロメタン 0.92 － 150 

 

（ク）ダイオキシン類 

   ダイオキシン類とは、ポリ塩化ジベンゾフラン、ポリ塩化ジベンゾ－パラ－ジオ

キシン及びコプラナーポリ塩化ビフェニルの総称で、人の生命及び健康に重大な影

響を与える物質として基準が設けられています。 

   大気の汚染状況について２箇所でモニタリング調査（年４回）を実施しましたが、

両地点ともに環境基準を達成していました。 

○ダイオキシン類測定結果（令和４年度平均値）        単位：pg-TEQ/ m3 

長浦 横田 一般大気環境基準 

0.035 0.0088 0.6 

12 12 
11 11 

9 9 
8 8 

10
9

8
7 7

0
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10

15

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（μｇ/ｍ３）

（年度）
微小粒子状物質の年平均値の年度別推移

一般局平均

大曽根局

※ 県測定は令和３年度データ 
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イ 発生源監視  

  環境の保全に関する協定締結工場等のばい煙発生施設のうち、３社の煙道をテレメ

ーターシステムで結び、硫黄酸化物排出量、窒素酸化物排出量などを監視しています。 

また、協定工場等について立入調査を行い、排出ガスの測定を行っています。 

 

○令和４年度 環境の保全に関する協定に基づくばい煙関係立入調査実績 

立入 
工場数 

立入 
施設数 

不適合 
施設数 

調  査  項  目 
硫黄酸化物 窒素酸化物 ばいじん ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

５ ５ ０ ２ ５ ３ １ 

 

 

  

大気環境常時監視測定局 
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（２）水質・土壌・地盤環境の保全            

  本市は、北部に海域として東京湾があり、市域には小櫃川、浮戸川等の河川が流れ、

継続的に水質の監視を行っています。市内公共水域の水質は、概ね良好なものになっ

ていますが、一部の海域、河川においては、やや汚れが見られる状態にあります。 

市では、生活排水対策として、公共下水道や農業集落排水の供用による水洗化に取

り組むとともに、供用区域外についても浄化槽の高度処理化を促進することで、公共

水域への負荷軽減を図っており、市民に対して生活排水の負荷軽減に関する周知につ

いて引き続き実施する必要があります。 

また、汚水処理施設が老朽化しており、今後の生活排水の安定した処理を継続する

ため、維持管理をする必要があります。 

さらに、発生源対策としては、環境の保全に関する協定に基づき、一定規模以上の排

水がある事業者に対し、排水の水質について立入調査を実施し、監視することが必要

です。 

土壌・地盤環境の保全については、県と連携し、井戸所有者に対する指導や揚水量調

査、地下水の水質調査等を引き続き実施する必要があります。 

 

ア 水環境の監視体制  

（ア）環境測定 

水質の監視をするため、２級河川の小櫃川、浮

戸川等の１１中小河川、４湖沼及び海域について

調査（ｐＨ、ＣＯＤ、ＢＯＤ等）を行っています。 

また、市内に排水口を所有するゴルフ場につ

いて、農薬使用の現況を把握するために調査を行

っています。 

○環境測定実施状況一覧表 

調査事業名 調査地点数 調査回数（回／年） 

小櫃川 

水質 ２  １２  
有害 １ （１） ２ （２） 
底質 １ （１） １ （１） 
魚体 １  １  

海域 
水質 ４  ６  
有害 ４  １  
底質 １８ （２） １ （１） 

湖沼 水質 ４  １  

中小河川 
水質 ２０ （２） ４ （１） 
有害  （２）  （１） 

地下水汚染調査 ２  １  
ゴルフ場等農薬調査 ５  １  

（ ）内はダイオキシン類 
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（イ）工場・事業場の排水の指導 

   環境の保全に関する協定に基づく指導などにより、工場・事業場の排水による公

共用水域の水質汚濁の防止を図っています。また、環境の保全に関する協定締結工

場に対して立入調査を行い、排出基準の遵守状況を確認しています。 

令和４年度は、２２事業所について検査した結果、１社において排出基準の超過

があり、改善指導を行いました。 

 

（ウ）ゴルフ場の農薬 

  ゴルフ場の農薬使用に伴う汚染については、殺虫剤、殺菌剤、除草剤等の２７項目に

ついて調査を行いましたが、環境省の「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の

防止及び水産動植物被害の防止に係る指導指針値」を超えるものではありませんでし

た。 

 

イ 水環境の現況  

（ア）河川 

本市を含め、近隣市の水道水源として使われている小櫃川は良好な水質を維持し

ていますが、一部の水域においては生活排水等による汚濁が見られました。 

○令和４年度市内河川の環境基準達成状況 

測定項目 達成状況 判定 基準等 

水素イオン濃度（ｐＨ） ２地点中全地点 ○ 6.5以上 8.5以下 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） ２地点中全地点 ○ 3 mg/L以下（75％水質値） 

浮遊粒子状物質 （ＳＳ） ２地点中全地点 ○ 25 mg/L以下 

溶存酸素量 （ＤＯ） ２地点中全地点 ○ 5 mg/L以上 

大腸菌数 ２地点中全地点 △ 1000 CFU/100mL以下 

 ○：期間中１２回の調査において、すべて基準を満たす 

 △：期間中１２回の調査において、一部基準を超過 

 ×：期間中１２回の調査において、すべて基準を超過 

 ※BOD のみ、調査結果を数値順に並べた中で、下から９番目（７５％）の数値が評価基準となる（７５％水質値） 
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（イ）海域 

  袖ケ浦市地先の海域は、公共水域の水質環境基準の水域類型として、市西部の海域

をＢ類型、市東部の海域をＣ類型として指定されています。水質の現況については、下

水道の整備等が進むことにより改善傾向にありますが、Ｂ類型ではいまだ環境基準を

達成できていません。 

 

○令和４年度市内海域（Ｂ類型）の環境基準達成状況 

 

○令和４年度市内海域（Ｃ類型）の環境基準達成状況 

 ○：期間中６回の調査において、すべて基準を満たす 

 △：期間中６回の調査において、一部基準を超過 

 ×：期間中６回の調査において、すべて基準を超過 

 ※COD のみ、調査結果を数値順に並べた中で、下から５番目（７５％）の数値が評価基準となる（７５％水質値） 

 

測定項目 達成状況 判定 基準等 

水素イオン濃度（ｐＨ） ２地点中０地点 △ 7.8以上 8.3以下 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） ２地点中０地点 △ 3 mg/L以下（75％水質値） 

溶存酸素量 （ＤＯ） ２地点中全地点 ○ 5 mg/L以上 

n-ヘキサン抽出物質（油分等） ２地点中全地点 ○ 検出されないこと 

全窒素 ２地点中０地点 △ 0.6 mg/L 以下 

全りん ２地点中０地点 △ 0.05 mg/L以下 

測定項目 達成状況 判定 基準等 

水素イオン濃度（ｐＨ） ２地点中０地点 △ 7.0以上 8.3以下 

化学的酸素要求量（ＣＯＤ） ２地点中全地点 ○ 8 mg/L以下（75％水質値） 

溶存酸素量（ＤＯ） ２地点中全地点 ○ 2 mg/L以上 

全窒素 ２地点中全地点 ○ 1 mg/L以下 

全りん ２地点中全地点 ○ 0.09 mg/L以下 
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指標 利用目的の適用性等 BOD・COD 

 きれい 水道水、海水浴場 3mg/L以下 

 ややよごれている コイ・フナの生息、のりの養殖等 5mg/L以下 

 よごれている 悪臭の発生限界（川、湖沼） 10mg/L以下 

 非常によごれている  10mg/L以上 

 

公共用水域水質分布図 
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【健康項目】 

人の健康に係わる被害を生ずるおそれがある物質として、カドミウム、全シア

ン、鉛等の２７項目が定められています。 

 

【生活環境項目】 

水の汚濁状態を示す項目として、水素イオン濃度（ｐH）、生物化学的酸素要

求量（BOD）、化学的酸素要求量（COD）等の９項目が定められています。 

 

【ＢＯＤ（Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ：生物化学的酸素要求量）】 

河川などでの水の汚れの程度を表すもので、汚れ（有機物）が微生物によっ

て分解（酸化）されるときに使われる酸素量をいい、数値が大きくなるほど汚

れが増すことを示します。 

魚には５ｍｇ／Ｌ以下が望ましく、２０ｍｇ／Ｌ以上ではほとんどの魚は生

息できません。 

 

【ＣＯＤ（Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｏｘｙｇｅｎ Ｄｅｍａｎｄ：化学的酸素要求量）】 

湖沼、海などでの水の汚れの程度を表すもので、汚れ（有機物）が化学的に

酸化されるときに使われる酸素量をいい、数値が大きくなるほど汚れが増すこ

とを示します。 

 

【７５％水質値】 

公共用水域の水質を示す方法として、BOD などの生活環境項目の環境基準

に対する適合性の判断方法として、通常の状態（低水流量以上の状態）の最高

値に相当する水質である７５％水質値が用いられています。これは年間を通し

て 4 分の 3 の日数はその値を超えない水質レベルを示すもので、全データを

値の小さいものから並べ、0.75×ｎ番目（ｎはデータ数）の値を７５％水質値

とします。 

 

  
環境ひとくちメモ 
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（３）騒音・振動・悪臭の防止              

  騒音・振動・悪臭は、私たちの生活に最も身近な公害の一つで、発生源も工場や建設

作業場、自動車、一般家庭に至るまでさまざまです。 

令和４年度の苦情件数は、騒音１１件、振動１件、悪臭１６件となっています。 

  騒音・振動・悪臭は感覚公害といわれ、同じ音や振るえ、臭いでも、気になるという

人もいれば、気にならないという人もいるなど極めて心理的、感覚的な面をもってお

り、またそのときの心理状態や環境により感じ方も変わってくるので、対応に苦慮し

ているのが現状です。 

  工業・畜産業・農業ともに盛んな本市では、多様な発生源を有しているため、感覚公

害による苦情は例年数多く寄せられます。 

 

ア 騒音の監視体制 

  自動車交通騒音調査は、平成２３年度まで市内３カ所の道路沿線（国道１６号、国道

４０９号、主要地方道千葉鴨川線）で実施していましたが、平成２４年度からは、「地

域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律」の施行に伴い、これまでの調査に代わり、自動車騒音常時監視を実施していま

す。 

  自動車騒音常時監視は、原則、２車線以上の車線を有する高速自動車道、一般国道、

県道及び主な市道を対象に、そのうち毎年一部の路線の監視を行い、５年間で全ての

路線を監視することとなっています。 

  令和４年度は、館山自動車道他４路線について騒音測定を実施しました。 

 

イ 騒音の測定結果                        単位：ｄＢ 

番号 路線名 測定場所 時間 

区分 

測定 

結果 

環境 

基準 
評価 

１ 館山自動車道 袖ケ浦市大曽根 
昼間 59 70 〇 

夜間 53 65 〇 

２ 一般国道４６８号（圏央道） 袖ケ浦市上宮田 
昼間 56 70 〇 

夜間 50 65 ○ 

３ 
主要地方道袖ケ浦中島木更

津線 
袖ケ浦市奈良輪 

昼間 71 70 × 

夜間 66 65 × 

４ 市道代宿横田線 袖ケ浦市岩井 
昼間 66 70 〇 

夜間 59 65 〇 

５ 市道今井坂戸線 袖ケ浦市奈良輪 
昼間 65 70 〇 

夜間 57 65 〇 

  ※昼間の時間帯は、6時～22時、夜間の時間帯は 22時～6時。  
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ウ 悪臭の監視体制  

  工場・事業所から発生する臭気について環境の保全に関する協定により、煙突等の

排出口と敷地境界の臭気濃度（臭気指数）が定められており、市では環境保全協定に基

づき立入調査を実施しています。 

  また、臨海部に隣接する住宅地でも臭気測定を実施しています。 

  令和５年１月１日に北袖において発生した火災による影響を確認するため、住宅地

における臭気調査を例年より多く調査しました。 

 

○令和４年度臭気測定結果 

（ア）発生源測定  

事業場数 調査結果（協定に基づく臭気指数） 

８事業場 １事業場超過（改善指導済み） 

 

 

【デシベル（ｄＢ）】 

 騒音や振動の大きさを表す単位として用いられます。 

 

音のめやす 

デシベル（ｄＢ） 騒音の例 

２０ 木の葉の触れ合う音、置き時計の秒針の音（前方１ｍ） 

３０ 郊外の深夜、ささやき声 

４０ 図書館、静かな住宅地の昼 

５０ 静かな事務所 

６０ 静かな乗用車、普通の会話 

７０ 騒々しい事務所内、騒々しい街頭 

８０ 地下鉄の車内 

９０ 大声による独唱、騒々しい工場内 

１００ 電車が通るときのガード下 

１１０ 自動車のクラクション（前方２ｍ） 

１２０ 飛行機のエンジンの近く 

 

振るえのめやす 

デシベル（ｄＢ） 振動の例 

４０ 常時微動 

５０ 人体に感じない程度 

６０ 静止している人だけに感じる 

７０ 大勢の人に感じ、戸や障子がわずかに動く 

８０ 家屋がゆれ、戸や障子がガタガタと音をたてる 

９０ 家屋が激しくゆれ、座りの悪い物がゆれる 

 

環境ひとくちメモ 
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（イ）一般環境測定 

 臭気濃度 特定悪臭物質濃度 

調査地点数 ３地点 ３地点 

調査結果 超過地点なし 超過項目なし 

 

エ 公害苦情  

市民の最も身近な行政機関である市には、様々な苦情が寄せられます。市民から寄

せられる苦情は、市内の環境状況を端的に反映する指標といえます。 

  本市の特徴として、騒音、悪臭の苦情割合が高い状況となっています。 

  令和４年度には合計３５件の苦情があり、騒音及び悪臭がそれぞれ全体の３１．４％、

４０．０％を占めています。  

   

（ア）公害苦情件数の推移 

年度 大気汚染 水質汚濁 騒 音 振 動 悪 臭 その他 合 計 

Ｈ30年度 
6 件 

(12.0%) 
4 件 

(8.0%) 
16 件 

(32.0%) 
2 件 

(4.0%) 
22 件 

(44.0%) 
0 件 

(0.0%) 
50 件 
(100%) 

Ｒ元年度 
2 件 

(6.7%) 
7 件 

(23.3%) 
13 件 

(43.3%) 
1 件 

(3.3%) 
7 件 

(23.3%) 
0 件 

(0.0%) 
30 件 
(100%) 

Ｒ２年度 
14 件 

(43.8%) 
2 件 

(6.2%) 
9 件 

(28.1%) 
1 件 

(3.1%) 
6 件 

(18.8%) 
0 件 

(0.0%) 
32 件 
(100%) 

Ｒ３年度 
11 件 

(37.9%) 
3 件 

(10.3%) 
7 件 

(24.1%) 
1 件 

(3.4%) 
6 件 

(20.7%) 
1 件 

(3.4%) 
29 件 
(100%) 

Ｒ４年度 
7 件 

(20.0%) 
2 件 

(5.7)% 
11 件 

(31.4%) 
1 件 

(2.9%) 
14 件 

(40.0%) 
0 件 

(0.0%) 
35 件 
(100%) 

 ※「その他」・・・光害、土砂の散乱 など 

 

（イ）令和４年度公害苦情の地域別内訳 

地区名 大気汚染 水質汚濁 騒 音 振 動 悪 臭 その他 合 計 

昭和地区 2  3  4  9 
長浦地区 3  4  7  16  
根形地区 1    3  4  
平岡地区 1 2 3    6  
中富地区   1 1   2  
臨海地区       0  
合  計 7 2 11 1 14  37 

 

 

  野外での焼却行為は禁止されています。  

○慣習行事等の一定の例外を除いて野外での焼却行為は法律で禁止されています。 

○構造基準に適した焼却炉以外で廃棄物を焼却することはできません。 
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（４）有害化学物質・放射性物質への対策         

  私たちの身の回りには、プラスチック、塗料、合成洗剤、殺虫剤、医薬品、化粧品、

農薬等の数多くの製品があふれていますが、これらは全て様々な化学物質により成り

立っています。 

  市では、ダイオキシン類などの有害化学物質のほか、平成２３年３月１１日に発生

した東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質による環境の汚染状況を

確認するため、大気中の放射線量や河川の水質中の放射性物質の測定を行っています。 

大気中の放射線量の測定において、一定の基準（０．２３マイクロシーベルト／時）

を超えた場合には、除染などの対策を行っています。 

  

ア 大気中の放射線量 

学校、公園等の大気中の放射線量を継続して測定する

ことにより、環境放射能の監視を行っています。 

測定は平成２３年６月から実施し、平成２３年８月 

以降、全ての測定場所で基準値（０．２３マイクロシー

ベルト／時）を下回ることを確認しています。 

  なお、平成２５年度以降は基準値のほぼ半分以下の値

で推移し、大きな変動も見られないことから、令和２年

５月から監視体制を見直し、１０箇所の地点において年４回の測定を行っています。 

○大気中の放射線量（地上高 ５０ｃｍ）   単位：マイクロシーベルト／時 

測定場所 
92 回目 93 回目 94 回目 95 回目 

5/26 8/23 11/11 2/16 

小
学
校 

昭和小学校 0.08  0.07  0.09  0.08  

奈良輪小学校 0.08  0.06  0.08  0.07  

蔵波小学校 0.06  0.05  0.08  0.05  

長浦小学校 0.07  0.08  0.08  0.07  

根形小学校 0.07  0.07  0.06  0.08  

中川小学校 0.06  0.06  0.06  0.05  

平岡小学校 0.07  0.07  0.07  0.06  

幽谷分校 0.08  0.08  0.07  0.09  

公
園 

百目木公園 0.03  0.03  0.04  0.04  

袖ケ浦公園 0.04  0.04  0.04  0.04  

   

イ 公共用水域の放射性物質 

浮戸川（飯富橋）、松川（花川橋）、久保田川（不渡堰付近）、槍水川（槍水橋）、常

盤川（常盤橋）、蔵波川（上蔵波）の６つの河川では、いずれも不検出（放射性セシ

ウム濃度１ベクレル／リットル未満）でした。 
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◆放射線と放射能 

■ほとんどの元素は、安定な状態で原子や分子として存在しています。 

■わずかに存在する不安定な原子は、粒子（原子よりも小さな粒）や 電磁波（電子レンジ

のマイクロ波のようなもの）を放出して、徐々に安定な原子に変わっていきます。このとき

に放出する粒子や電磁波が「放射線」です。 

■放射線を出す物質を「放射性物質」、放射性物質が放射線を出す能力を「放射能」と

呼びます。 

       電灯にたとえると・・・ 

       「放射性物質」が電球、「放射線」が光線 

 

放射線のイメージ 

◆放射線や放射能を表す単位 

■放射能の強さや放射線の影響を表すには、「ベクレル」や「シーベルト」という単位が使わ

れます。 

 

※当ページは、農林水産省作成資料より引用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

環境ひとくちメモ 
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（１）再生可能エネルギー等の活用            

  本市では、住宅用の脱炭素設備を導入する方に補助金を交付し、家庭生活に起因す

る温室効果ガスの排出抑制に取り組んでいます。 

また、事業用太陽光発電設備の導入における近隣トラブルなどのリスクが懸念され

るため、「袖ケ浦市太陽光発電設備の設置及び管理に関するガイドライン」により、事

業者による適正な設置や管理を促しています。 

 

ア 燃料電池システム（エネファーム） 

  燃料電池システム（エネファーム）は、ガスと空気から電気を作り、その熱でお湯を

沸かす、エネルギー効率の高い家庭用のシステムです。 

  本市では、地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギー利用の効率化を推進す

るため、平成２５年度の１０月から住宅用燃料電池システムを設置する方に対し、補

助金を交付しています。 

〔燃料電池システム（エネファーム）設置補助金 年度別交付件数〕 

年度 H２７まで H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ 

件数 １０１ ７７ ７１ ５６ ３０ １９ １０ １５ 

  

イ 定置用リチウムイオン蓄電システム（蓄電池） 

  定置用リチウムイオン蓄電システムは、主に太陽光発電システムで余剰に発電した

電力をためて、昼の電力需要ピーク時や災害時などに使用できるシステムです。 

  本市では、平成２７年度から定置用リチウムイオン蓄電システムを設置する方に対

し、補助金を交付しています。 

〔定置用リチウムイオン蓄電システム設置補助金 年度別交付件数〕 

年度 H２７ H２８ H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ 

件数 ２４ ２０ ２０ ２８ ６１ ７７ ６６ ７３ 

  

ウ 窓の断熱改修 

  建物の窓は、夏場の熱の流入や、冬の熱の流出の主な要因であるため、窓を断熱改修

することで、冷暖房の効率が上がり、省エネ効果につながります。 

  本市では、令和３年度から既存住宅の窓を断熱窓に改修する方に対し、補助金を交

付しています。 

〔窓の断熱改修 年度別交付件数〕 

年度 R３ R４ 

件数 １ ６ 

 

３－３．地球温暖化対策 ～地球環境を思いやるまち～ 
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 エ 電気自動車・Ｖ２Ｈ充放電設備 

  電気自動車は、走行時に二酸化炭素を排出しないため、太陽光発電などの自然エネ

ルギーから電源を得ることで、地球温暖化対策を進めることになります。 

  また、Ｖ２Ｈ充放電設備は、平常時に太陽光発電設備からの電気を電気自動車に利

用できるほか、災害時に電気自動車に蓄えた電力を住宅で使用できる設備です。 

  本市では、電気自動車の購入及びＶ２Ｈ充放電設備の設置に対する補助金を、令和

４年度から開始しました。 

〔電気自動車 年度別交付件数〕  〔Ｖ２Ｈ充放電設備 年度別交付件数〕 

年度 Ｒ４ 

件数 ８ 

 

オ 住宅用太陽光発電システム 

  太陽光を利用して電気を発生させる太陽光発電システムは、環境にやさしい経済的

な発電システムです。 

  本市では、平成２０年度から令和３年にかけて住宅用太陽光発電システムを設置す

る方に対し、補助金を交付していましたが、広く普及し、補助制度の役割を果たしたこ

とから、太陽光発電システムに対する補助金は廃止し、現在は、蓄電池や電気自動車等

に対する補助金交付の際に、太陽光発電システムの設置を条件としています。 

 

〔太陽光発電システム設置補助金 年度別交付件数（令和３年終了）〕 

年度 H２８まで H２９ H３０ R１ R２ R３ 累計 

件数 ７３８ １９ ２４ １９ １７ １７ ８３４ 

 

 

（２）省エネルギーの推進                

  省エネルギー対策は、持続可能な発展を構成する「持続可能なエネルギー」システ

ムにおいて必須な事項となっています。あらゆる分野で単なる節約ではなく、エネル

ギー利用機器の効率を飛躍的に高め、社会全体のエネルギー総需要を削減していくこ

とが必要です。 

そのため、省エネルギー対策に関する情報を発信し、意識啓発を行うとともに、省

エネルギー性能の高い設備や機器の導入、住宅の高断熱化等によりエネルギーの消費

効率を向上させること、環境家計簿をつけること、環境に配慮した製品に関する情報

提供等を実践することなどにより、あらゆる主体でエネルギー消費を大幅に減少させ

る取組を進めていくことが必要となります。また、市自らが率先して省エネルギー設

備を導入し、推進する姿勢が求められます。 

 

 

年度 Ｒ４ 

件数 ２ 
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（３）温室効果ガスの削減                

  市では、地球温暖化防止のために、袖ケ浦市地球温暖化対策実行計画により、節電

の実施や燃料使用量の削減など、ソフト面から省エネルギーの取り組みを進めていま

す。又、本市は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく特定事業者の

指定を受けており、２２年度以降、年平均１パーセント以上のエネルギー使用量の削

減をハード面で実施するため、設備更新時の省エネルギー機器への交換などによるエ

ネルギー使用量の削減に努めています。 

 

〔年度別温室効果ガス総排出量〕                          （単位：ｔ－CO2） 

年度 
H２７ 

(基準値) 
H２９ H３０ R１ R２ R３ R４ 

温室効果ガス
総排出量 

10,144 10,374 10,494 8,998 7,800 7,553 7,606 

基準年度に対
する増減率 

― +2.26% +3.45% -11.3% -23.1% -25.5% -25.0% 

 

 

（４）気候変動による影響への適応策の推進         

  今後、世界の平均気温は上昇し、２１世紀末に向けて気候変動の影響のリスクが高

くなると予測されています。温室効果ガスの排出量を抑制すること以外にも、既に現

れている気候変動の影響や中長期的に避けられない影響に対する適応も同時に進めて

いく必要があります。 

本市においては、熱中症の発症のおそれが高くなると予想される日に、市民に対し

注意喚起のメールを配信する取り組みや、ポスターの掲示等を通してクールビズの周

知を図るとともに、庁内においてもクールビズを実践しています。 

また、千葉県においては気候変動適応法の施行に先行して「千葉県の気候変動影響

と適応の取組方針」を策定しており、適応策の一つとして、公共施設を利用して涼しさ

を共有するクールシェアの実践等が挙げられていますが、公共施設をクールシェアの

場とすることにより、公共施設単位での温室効果ガス排出の削減が困難となるといっ

た課題も新たに発生しています。 
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一般廃棄物処理基本計画におけるごみ処理の基本方針 

基本方針１ 市民・地域・事業者・行政の協働による循環型社会づくりの推進 

  市民や事業者は、ごみ減量化・再資源化についての意義や取り組みについて、正しい

認識を持ってきていることから次のステップとして実践に移し、行政は、様々な機会

を通じて市民・事業者への環境学習や啓発を行うとともに、地域との協働による再資

源化やごみ排出ルールの徹底に取り組みます。 

 

基本方針２ ３Ｒ型ライフスタイルの推進 

  市民は、ごみを出さない取り組み、物を大切にし、繰り返し利用できるものは再利用

する取り組み、それでも出てしまったごみは資源として再生利用するという３Ｒ型ラ

イフスタイルを心掛けて生活します。 

地域は、３Ｒ型ライフスタイルに係る活動に積極的に参加し、リサイクル等を推進

します。 

事業者は、長期使用が可能な質の高い製品を供給するとともに、リサイクル等を徹

底します。 

行政は、資源回収自治会事業等のリサイクル等への取り組み等を推進するとともに、

市民・地域・事業者の３Ｒ活動への支援に取り組みます。 

 

基本方針３ 廃棄物の適正な循環利用と不法投棄・不適正処理対策の強化 

  安定・継続性に優れた従来のごみ処理システム（収集運搬・再資源化・中間処理・最

終処分）を継続しつつ、更なる資源循環に優れ、震災等を考慮したごみ処理システムの

構築に取り組みます。 

また、不法投棄・不適正処理を撲滅するため、市民・地域・事業者と協力し、パトロ

ール等を実施するとともに、断固たるメッセージを発信し続けます。 

  

３－４．廃棄物対策 ～環境にやさしい循環型社会を形成するまち～ 

 

【３Ｒとは】 

３Ｒとは、リデュース（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）の３つの循環的

利用の総称です。 

リデュースとは、省資源化や長寿命化により、廃棄物等の発生自体を抑制すること。 

リユースとは、使用された製品等を、形状を維持したまま再び使用すること。 

リサイクルとは、使用された製品等を再資源化し、新たな製品の原材料として利用するこ

とです。 

 
環境ひとくちメモ 
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（１）３Ｒ活動等による廃棄物の減量化・資源化      

 これまで、３Ｒの取組進展や各種リサイクル法等の法的基盤整備等により最終処分量

の削減が実現されてきた一方、今後、世界規模で資源制約が強まると予想されることか

ら、循環型社会の形成に向けて、廃棄物の減量化・リサイクルの推進に加え、廃棄物等を

貴重なエネルギーや資源と捉えることで、天然資源の消費抑制を図る必要性が生じてい

ます。 

 

ア 資源回収  

市では、ごみステーションでの資源物収集のほかに、住民の自主的なごみ資源化活

動を促進しています。 

 ○資源回収自治会事業（自治会回収） 

資源回収活動の活性化のため、自治会を通じて、より多くの市民が資源回収に参

加できるよう、資源回収自治会事業を平成５年１０月から実施しています。 

この事業では、空き缶(アルミ、スチール)、ガラスびん(無色、茶色、他の色)、古

紙(新聞、雑誌、ダンボール、雑がみ、紙パック)、古布類、ペットボトル、廃食用油

の資源物を各家庭で分別して、週１回自治会内に設置する資源回収場所に排出して

いただき、市の委託業者が回収しています。 

また、事業に参加する自治会には、行政と市民の連携を図るため、廃棄物減量等推

進員を１名委嘱し、資源の分別指導や、回収場所の管理等を行うことで資源回収事

業の実効性を高めています。 

 ○資源回収活動推進助成金交付事業（団体回収） 

市民のごみ処理に対する認識を高めるとともに、ごみの資源化及び減量化を促進

するため、資源回収活動を実施した自治会、ＰＴＡ、子供会、婦人会等の団体に対し、

収集した資源の量に応じて１㎏当たり４円の助成金を交付する資源回収活動推進助

成金交付制度を、昭和６１年度から設けています。 

 

資源回収の推移 

区分 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

自治会回収 
参加自治会数 

115 114 113 113 114 

自治会回収量 
（トン） 

1,374 1,325 1,353 1,380 1,318 

団体回収量 
（トン） 

746 707 499 534 537 

資源回収合計 
（トン） 2,120 2,032 1,852 1,914 1,855 

助成金（千円） 8,564 8,132 7,393 7,632 7,463 
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イ 使用済み小型家電リサイクル制度  

小型家電に含まれる鉄、アルミ、金、銀、銅、レアメタルといった有用な金属資源

の循環的利用を図るため、対象となる使用済小型家電１３品目を選別し、適正なリサ

イクルを実施する認定事業者へ引き渡す使用済小型家電リサイクル制度を平成２６年

１０月から実施しています。 

 

【使用済小型家電の出し方】 

  ○ピックアップ回収   燃せないごみの指定袋に入れてごみステーションに出し

てください。ただし、「携帯電話端末・PHS端末、パソコン」、

「補助記憶装置」は個人情報保護のため、ピックアップ回収

の対象外です。 

  ○ボックス回収（無料） 市役所北庁舎１回エレベーター前、長浦公民館１階ロビ

ー、平川公民館１階ロビーに設置された専用の回収ボック

スに入れてください。なお、投入できる小型家電の大きさに

は制限があります。 

  ○持ち込み回収（無料） クリーンセンターに持ち込んでください。 

  ○イベント回収（無料） 公民館まつりなどのイベントにて市が直接回収します。 

 

【対象品目】 

№ 対象品目 

1 携帯電話端末・ＰＨＳ端末、パソコン ※ごみステーションでは回収できません 

2 電話機、ファクシミリ 

3 ラジオ 

4 デジタルカメラ、ビデオカメラ、フィルムカメラ 

5 映像用機器（ＤＶＤプレイヤー、ビデオテープレコーダーなど） 

6 音響機器（ＣＤプレイヤー、ＩＣレコーダー、補聴器など） 

7 補助記憶装置（ハードディスクなど） ※ごみステーションでは回収できません 

8 電子書籍端末 

9 電子辞書、電卓 

10 理容用機器（ドライヤー、電動歯ブラシなど） 

11 ゲーム機（据置型、携帯型ゲーム機など） 

12 カー用品（カーナビ、カーオーディオなど） 

13 これらの付属品（リモコン、ＡＣアダプタなど） 

 

使用済小型家電回収量の推移                                     単位：トン 

区分 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

使用済小型家電 39 50 41 42 36 

 



35 

ウ 生ごみ肥料化容器等購入設置助成金制度  

生ごみは、通常「燃せるごみ」として処理していますが、水分含有率が高く燃焼効率

が悪いため、処理をするには環境に多大な負荷がかかります。 

本市では各家庭で生ごみを自家処理し、ごみの減量化を図ることができる生ごみ肥

料化容器の普及を推進するため、助成金交付制度を実施しています。 

現在は、様々な生ごみの自家処理方法が確立されていますので、生ごみの自家処理

に挑戦してみたい方は、お気軽にクリーンセンターにご相談ください。 

 

生ごみ肥料化容器等購入設置助成金の実績 

 

エ ごみ減量化・資源化協力店制度  

簡易包装の推進や買い物袋の持参運動など、ごみの減量化・資源化に積極的に取り

組んでいる販売店を「ごみ減量化・資源化協力店」として認定することによって、消費

者と販売店との相互協力によるごみ減量化・資源化運動を促進しようとするもので、

平成７年１０月から実施しています。 

 

オ 剪定枝粉砕機の貸し出し  

家庭や事業所の生垣などの剪定枝を自家処理していただき、ごみの減量化を図るこ

とを目的として、剪定枝の粉砕機の貸し出しを行っています。 

剪定枝を粉砕してできたウッドチップは肥料や、ガーデニングのマルチング、庭の

敷材等に利用し、ごみの資源化・減量化を図ることができます。 

 

カ 雑がみ回収ボックスの設置  

紙類は、本市の家庭から出るごみの中でも大きな割合を占めています。 

燃せるごみとして捨てられている「雑がみ」を分別・リサイクルするこ     

とにより、ごみの量を大幅に減らすことができます。 

市では、可燃ごみとして捨てられている「雑がみ」の削減及び資源化の

推進のため、雑紙回収ボックスを市役所北庁舎１階エレベーター前、平川

公民館１階ロビーに設置しています。来庁された方はどなたでもお使いい

ただけるようになっておりますので、紙類の減量化・資源化にご協力ください。 

 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

生ごみ肥料化容器 

助成基数 
4 5 7 37 27 

生ごみ肥料化容器 

助成金額（円） 
5,100 10,100 18,700 80,300 47,000 

機械式生ごみ処理機 

助成基数 
8 11 22 34 28 

機械式生ごみ処理機 

助成金額（円） 
158,000 225,400 363,300 637,100 584,500 
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キ 子ども服リユースの実施  

布類は、紙類と同様に家庭から出るごみの中でも大きな割合を占めています。 

市では、ごみの減量化・資源化を推進するため、子ども服等のリユースイベント「ガ

ウラの古着屋さん」を期間限定で開催いたしました。 

今後も布類の減量化・資源化を推進するため、イベントを開催して参ります。 

 〇開催概要 

開催期間（全３回実施）  

（第１回）令和４年  ６月１３日～２４日 

（第２回）    １０月２９日、３０日 ※市民会館まつりに出店 

（第３回）令和５年 ２月１３日～２４日 

開催場所     袖ケ浦クリーンセンター ２階（第１回・第３回） 

         市民会館 ２階（第２回） 

来場者数     １,０７６名 （全３回の合計） 

持ち帰り点数   ９,１３５点 

寄贈者数       ３４４名 

寄贈点数      ８,３８７点 

 

 

 

 

ク リサイクル率  

 令和４年度に袖ケ浦市で発生した資源回収事業を含むごみ及び資源物の総量 

２１，３６２トンのうち、資源回収事業により直接リサイクルされたものが   

１，８５５トン、クリーンセンターで分別後リサイクルされたものが１，５２３ト

ン、ＫＣＳにて生成したメタル及びスラグが１，９６４トン、合計５，３４２トン

がリサイクルされ、総排出量に対するリサイクル率は２５．０％となりました。 

 

ごみ総排出量に対するリサイクルの割合                       単位：％ 

年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

リサイクル率 25.6％  26.0％  26.7％  25.6％  25.0％  
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ごみや資源を取り巻く課題に理解と関心を深め、生活の一部として３Ｒ【リデュース

（Reduce）、リユース（Reuse）、リサイクル（Recycle）】に取り組み、ごみを出さない生活を目

指す３Ｒ型ライフスタイルへの転換を図りましょう。 

 

①ごみを出さない生活を心がけましょう 

 買った食材を使い切ることや、食べ残しを減らす食生活を目指しましょう。 

 使い捨て商品や過剰包装のものは、なるべく買わないようにしましょう。 

 買い物袋を持参し、レジ袋を買わないようにしましょう。 

 マイボトルの使用や、詰め替え商品の購入により容器包装を削減しましょう。 

 長く使えるものを買い、修理して使うなど、ものを大切にしましょう。 

 捨てる前に、リユースや修理して使えないか検討しましょう。 

 再生素材を利用した製品や再利用可能な商品を積極的に購入しましょう。 

 ものを修理してくれる事業者や環境に配慮した売り方をする事業者を積極的に

利用し、支援しましょう。 

 

②不用物は資源化を図りましょう 

 紙ごみは、できる限り資源物として排出しましょう。 

 地域や学校で資源回収を積極的に行いましょう。 

 生ごみ肥料化容器等の利用により、生ごみの堆肥化に努めましょう。 

 

③ごみは適正に処分しましょう 

 ごみ出しのルールを順守しましょう。 

 無許可の不用品回収業者は、回収後の不用品が、適正に処理されない可能性

があるため、利用してはいけません。 

 利用するごみステーションはお互いが協力して清潔に維持管理しましょう。 

 ごみの自家焼却、野焼き行為、不法投棄は絶対に行いません。 

 地域での不法投棄や不適正処理がないか、市民の目でも監視しましょう。 

 自己所有地に不法投棄されないよう、日頃から見回りを行いましょう。 

  

   

  

 ３Ｒ型ライフスタイルのポイント 
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【君津地域広域廃棄物処理事業】 

君津地域広域廃棄物処理事業とは、４市が共同でごみ処理を委託する事業であり、

広域的にごみを集めることにより再生利用を容易とするとともに、ごみ焼却施設の集約化

による効率的な熱回収を可能としています。また、事業の安定性・継続性、民間活力の

最大限の活用との観点から、袖ケ浦市、木更津市、君津市、富津市の４市と民間３社が

出資する第３セクター方式の「株式会社かずさクリーンシステム（ＫＣＳ）」を平成１０年１２

月に設立、平成１４年４月に一部供用開始し、平成１８年４月からは資源物等を除き、ご

み全量の中間処理を委託しています。 

本事業では、ＰＦＩ手法を導入し、民間の資金、経営ノウハウ及び技術を積極的に活用

するとともに、出資７者間で基本協定を締結し、役割分担・リスク対応を明文化していま

す。 

 

（２）廃棄物等の適正処理の推進             

 廃棄物は、日常生活によって生じるごみ、し尿及び浄化槽汚泥（家庭系一般廃棄物）

と、会社や個人事業など事業活動に伴い生じる廃棄物のうち、廃プラスチック類・がれき

類など（産業廃棄物）、産業廃棄物以外の事業系ごみ（事業系一般廃棄物）に大別されま

す。 

 一般廃棄物については、市の定める一般廃棄物処理計画に従い、生活環境の保全上支

障が生じないうちに収集運搬し、中間処理及び最終処分することとなりますが、一般廃

棄物の処理に当たっては、排出者である住民及び事業者等の協力が不可欠であるため、

排出者の理解が得られるよう、処理体制の十分な周知を図ります。 

 また、一般廃棄物のうち、し尿及び生活雑排水については、浄化槽及び下水道等の整備

状況を勘案しつつ、その衛生的な処理を確保するため、処理体制の維持等を図ります。 

 

一般廃棄物排出量の推移                                  単位：トン 

区分 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

家庭系ごみ 14,336 15,154 15,418 14,913 14,626 

事業系ごみ 5,168 5,195 4,889 5,018 4,881 

ごみ排出量 19,504 20,349 20,307 19,931 19,507 

資源回収量 2,120 2,032 1,852 1,914 1,855 

総排出量 21,624 22,381 22,158 21,845 21,362 
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ア ごみの適正処理に関する制度  

 （ア）ごみ指定袋制度 

   経済的な動機付けを活用したごみの減量化・資源化の促進を図るため、平成１３

年７月から「燃せるごみ」「燃せないごみ」の排出は、指定袋による有料化制度を導

入しています。 

 

【ごみ指定袋制度の目的】 

○排出抑制や再生利用の推進 

ごみ指定袋制度（ごみ処理の有料化）

を導入することにより、費用負担を軽

減しようとするインセンティブ（動機

付け）が生まれ、ごみの排出量の抑制が

期待できます。 

○費用負担の公平化の確保 

ごみ排出量に応じた手数料を、ごみ

指定袋を購入することにより負担して

いただくことで、ごみ排出量の多い排出

者と、少ない排出者との費用負担の公平

化を図ります。 

○市民の意識向上 

ごみ指定袋制度の導入により、ごみ 

   の排出機会や排出量に応じて費用負担

   が発生することになり、ごみの発生が少

   ない商品の選択や資源となるものを分

   別していくなどの意識の向上を図ります。 

 

（イ）粗大ごみ有料化制度 

   ごみ指定袋制度と同様に、経済的な動機付けを活用したごみの減量化・資源化の

促進を図るため、平成２５年１０月から粗大ごみ有料化制度を導入しています。 

   粗大ごみ（指定袋に入らない大きさのごみ。ただし、市で処理できないものは除

く。）は、戸別収集（定額制）またはクリーンセンターへの持ち込み（従量制）によ

ることで、ごみ排出量に応じた費用負担の公平化を図っています。 

粗大ごみ処理手数料 

区分 単位 手数料 

戸別収集 １品目につき ５００円又は１,０００円 

クリーンセンター自己搬入 １０キログラムにつき １００円 

 

ごみ指定袋の販売価格（ごみ処理手数料） 

指定袋の種類 大きさ・容量 販売価格 

燃せるごみ 

専用 

２０リットル １１０円 

３０リットル １３０円 

４０リットル １６０円 

燃せないごみ

専用 

２０リットル １１０円 

３０リットル １３０円 

４０リットル １６０円 

※販売価格は１０枚単位、税込価格です。 
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イ ごみ処理の状況  

  市内で発生するごみは、全国的に容器包装の軽量化が進んだことや、家庭ごみの

減量化・資源化の推進、また、事業所における紙等の資源物分別の徹底などにより、

平成１８年度をピークに減少傾向にあります。平成２５年度は、粗大ごみ有料化制

度開始に伴い一時的に増加し、その後、令和元年度は台風の影響により増加しまし

たが、近年は横ばいになっています。 

一人 1日あたりのごみ総排出量                             単位：グラム 

区分 Ｈ29年度 Ｈ30年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

袖ケ浦市 927  930  948  933  915 890 

千葉県平均 903  897  905  894  880  －  

全国平均 920  918  918  901  890  －  

※千葉県平均及び全国平均は、環境省「一般廃棄物処理実態調査」より引用  

（ア）ごみの収集 

   本市では、家庭から発生するごみについて、平成２５年１０月から「燃せる

ごみ」、「燃せないごみ」、「有害ごみ」、「資源物」、「粗大ごみ」として分類（資

源物についてはさらに細分化）し、このうち「粗大ごみ」を除くものについて

は、約１，８００箇所のごみステーションで収集しています。 

   また、事業所から排出される一般廃棄物は、袖ケ浦市一般廃棄物収集運搬業

許可業者への委託、又は自らが直接クリーンセンターへ持ち込む方法により搬

入されます。 

 

家庭ごみの分別区分と収集頻度 

区分 収集場所 収集頻度 

燃せるごみ ごみステーション 週３回 

燃せないごみ ごみステーション 週１回 

有害ごみ ごみステーション 月１回（第４週） 

粗大ごみ 各家庭（戸別収集） 必要の都度 

袖ケ浦クリーンセンター（持込） 必要の都度 

資

源

物 

ガラスびん ごみステーション 週１回 

（同一曜日） 空き缶類 ごみステーション 

ペットボトル ごみステーション 週１回 

（同一曜日） 古布類 ごみステーション 

古紙 ごみステーション 
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ごみ出しのルール 

◆決められた方法で出しましょう 

燃せるごみ・燃せないごみは、必ず袖ケ浦市の「指定ごみ袋」で出してください。 

また、粗大ごみを戸別収集する場合は、「粗大ごみ処理券」が必要です。 

 

◆ごみステーションはきれいに使いましょう 

ごみステーションは、場所を提供してくださった人や、地域で管理をしている人たちに

支えられています。ごみが指定袋からあふれていたり、袋の口をきちんとしばっていない

と、悪臭・散乱の原因となり、同じごみステーションを利用する近隣の方の迷惑となりま

すので、お互いが協力して、清潔に保つようお願いします。 

また、必ずお住まいの地域で決められたごみステーションに出してください。 

 

◆決められた収集日の朝８時までに出しましょう 

収集時間は、交通事情やごみの量によって変動しますが、収集日の朝８時までに出

してください。公衆衛生上、前日や夜間のごみ出しはしないでください。収集日は、お住

まいの地区の「ごみカレンダー」でご確認ください。 

  

◆ごみステーションに出せないごみ 

①引っ越しや大掃除の際、または庭木の剪定枝など一時的に出る多量のごみ 

一時的に出る多量のごみは、クリーンセンターに自己搬入するか、袖ケ浦市一般廃

棄物収集運搬業許可業者に収集運搬を依頼してください。 

②事務所、商店、飲食店などの事業所のごみ 

事業所から発生するごみは家庭用のごみステーションには一切出せません。事業系

一般廃棄物は市の処理施設に自己搬入するか、袖ケ浦市一般廃棄物収集運搬業許

可業者に収集運搬を依頼してください。※産業廃棄物は別途適正に処理してください。 

③粗大ごみ 

平成２５年１０月から、粗大ごみの処理は戸別収集又はクリーンセンターへ自己搬入

となり、ごみステーションへ出すことはできません。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 袖ケ浦市では、ごみの分別や出し方をまとめたガイドブックを作成しており、令和２年１２

月に改訂版を作成しました。市のホームページでは、電子データもダウンロードできますの

で、ご覧いただき資源化・減量化にご協力ください。 

 

「ごみカレンダー」をご利用ください 

ごみをいつ出せば良いか一目でわかる「袖ケ浦市ごみカレンダー」を配布しています。 

市のホームページでダウンロードもできますので、ぜひご利用ください。 

ごみカレンダー配布場所：袖ケ浦クリーンセンター、市役所環境管理課、 

平川行政センター、長浦行政センター 

 

  ごみ出しのルール 

「ごみと資源物ガイドブック」のご案内 

「ごみカレンダー」をご利用ください 
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（イ）ごみの処理 

   クリーンセンターに搬入されたごみのうち、可燃物はごみ積み替え施設に集積

され、大型車両に積み替えてＫＣＳへ搬送しています。 

   不燃ごみや資源物等については、市の粗大ごみ処理施設において選別・破砕を

行っています。 

   令和４年度は、１８，２６８トンをＫＣＳに委託処理するとともに、資源物  

１，５２３トンをリサイクルしました。 

   また、ＫＣＳでは、溶融処理により生成されるメタル３００トン、スラグ   

１，６６４トンをリサイクルし、処理により発生する溶融飛灰６１６トンは、民

間最終処分場にて埋立処分しました。 

ＫＣＳにおけるごみ焼却量、溶融生成物及び溶融飛灰発生量（本市分）    単位：トン 

区分 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

ごみ焼却量 18,344 19,207 19,028 18,938 18,268 

メタル発生量 378 424 756 425 300 

スラグ発生量 1,654 1,868 1,808 1,728 1,664 

溶融飛灰発生量 677 698 759 697 616 

※し尿処理施設から発生する脱水汚泥の量を含む 

 

（ウ）ごみのリサイクル（再掲） 

 令和４年度に袖ケ浦市で発生した資源回収事業を含むごみ及び資源物の総量 

２１，３６２トンのうち、資源回収事業により直接リサイクルされたものが   

１，８５５トン、クリーンセンターで分別後リサイクルされたものが１，５２３ト

ン、ＫＣＳにて生成したメタル及びスラグが１，９６４トン、合計５，３４２トン

がリサイクルされ、総排出量に対するリサイクル率は２５．０％となりました。 

ごみ総排出量に対するリサイクルの割合                       単位：％ 

 

（エ）ごみ処理の費用 

   令和４年度における本市における１トン当たりのごみ処理費用（ごみ収集委託、

粗大ごみ戸別収集委託、ごみ処理施設等運転管理費、ＫＣＳ中間処理委託費、最終

処分委託費）は、約４９，９００円となり、市民一人当たりに換算すると年間   

約１４，８００円の費用がかかっています。 

年度 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

リサイクル率 25.6％  26.0％  26.7％  25.6％  25.0％  
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ウ 生活排水処理の状況  

  市内で発生するし尿及び生活雑排水は、公共下水道、農業集落排水施設、合併処理浄

化槽、単独処理浄化槽（し尿のみ）などで処理されています。 

  し尿及び浄化槽汚泥は、市のし尿等積み替え施設にてきょう雑物除去等前処理し、

希釈処理を行い、袖ケ浦市下水道終末処理場へ投入しています。 

  し尿等積み替え施設で発生したきょう雑物及び脱水汚泥は、定期的にかずさクリー

ンシステムへ搬出し、ごみ処理と併せて再資源化処理（溶融スラグ化）を行い、発生し

た沈砂等は、袖ケ浦クリーンセンター一般廃棄物最終処分場に搬入しています。 

（ア）し尿等の処理状況 

   し尿及び浄化槽汚泥の処理量は、以下のとおりです。 

し尿等の排出量                                 単位：キロリットル 

 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

生し尿処理量 1,375 1,432 2,061 2,113 1,473 

浄化槽汚泥処理量 9,838 9,893 10,120 10,297 10,534 

合  計 11,213 11,325 12,181 12,410 11,997 

 

（イ）浄化槽設置状況 

   浄化槽は、単独処理（し尿だけを単独で処理する浄化槽）と合併処理（し尿と生活

雑排水を併せて処理する浄化槽）に分けられ、公共下水道や農業集落排水と併せて、

生活排水の処理を行い、公共用水域の水質汚濁防止を図っています。なお、浄化槽法

等の改正により、平成１３年度から単独浄化槽が設置できなくなりました。 

浄化槽設置基数 

 

（ウ）合併処理浄化槽設置補助事業 

   し尿と雑排水を合わせて処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向

上に寄与するとともに、公共用水域の水質汚濁防止を図るため、合併浄化槽設置補

助金制度を平成３年４月から開始しました。 

   補助対象となるのは、単独浄化槽あるいは汲み取り便所から合併浄化槽への転換、

または高度処置型合併処理浄化槽の新規設置です。 

   また、補助対象区域は、下水道認可区域、農業集落排水処理計画区域及び工業専用

地域等を除く地域が対象となります。 

 

 

 

 

 Ｈ３０年度 Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

合併処理浄化槽 120 141 129 145 138 
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合併処理浄化槽設置補助実績 

 

（エ）生活排水処理施設設置補助事業 

   住宅の周辺に放流先がなく、生活雑排水を地下浸透させている地域においても、

快適な住環境の整備及び地下水の汚濁の防止を図るため、蒸発拡散装置等の設置者

を対象とした生活排水処理施設設置補助金制度を平成４年４月から実施しています。 

   補助対象区域は、下水道認可区域、農業集落排水処理計画区域並びに工業専用地

域及び準工業地帯等を除く地域が対象となります。 

生活排水処理施設設置補助実績 

 

エ 産業廃棄物  

産業廃棄物とは、事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた２０

種類の廃棄物のことです。このうち、特に管理の必要なものを特別管理産業廃棄物と

定めています。 

 産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。したがって、その処理は排出事業

者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しな

ければなりません。 

 産業廃棄物は、その処理に特別な技術を要することが多いため、廃棄物の種類に応

じて分別・収集運搬・中間処理・最終処分(埋立)の各処理段階において基準が設けられ

ています。 

 また、産業廃棄物のうち、廃油・金属くず・廃材等は資源の有効利用のため再生又は

他製品の原材料の一部として積極的に再生利用されています。 

 

オ その他廃棄物等の適正処理について  

  市では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「袖ケ浦市一般廃棄物処理基本計

画」に基づき、一般廃棄物については市が、産業廃棄物については排出事業者と処理業

者が廃棄物の処理を適正に行うよう徹底を図る必要があり、そのための情報発信や必

要な対策を行うほか、老朽化している廃棄物処理施設の適切な更新や広域処理体制の

構築に向けた検討を行う必要があります。 

 

 

 Ｈ３０年度まで Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

補助基数 1,109 21 20 25 18 

補助金額（千円） 497,104 7,020 6,606 8,424 6,018 

 Ｈ３０年度まで Ｒ元年度 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 

補助基数 111 2 0 0 0 

補助金額（千円） 22,110 400 0 0 0 
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（３）廃棄物の不法投棄・ポイ捨てへの対策        

 廃棄物は家庭ごみから産業廃棄物まで多種多様であり、それぞれに適正な処分方法が

定められていますが、不法投棄する行為が後を絶ちません。 

 廃棄物等の不法投棄は、水質や土壌の汚染等を引き起こすだけではなく、人や動植物

に深刻な影響を与えることがある重大な犯罪です。 

また、廃棄物等のポイ捨ては、自然界に蓄積し、マイクロプラスチックとなり、海洋汚

染の大きな要因となっています。 

 市では、ポイ捨てや不法投棄対策として、環境美化推進員や不法投棄監視員を委嘱し

活動を行っていただくとともに、日々のパトロールや監視カメラの設置により監視強化

を図っており、不法投棄が発生した場合には、警察の協力を仰いで行為者の調査を行っ

ています。 

 なお、不法投棄は行為者が特定されれば早急に撤去するよう指導していますが、行為

者が判明しない場合には土地を管理すべき土地所有者に責任と費用負担が及びます。 

 

  

不法投棄は悪質巧妙化し、予想もしなかった場所に投棄されることがあります。行為者の

特定も難しいため、自らの土地に不法投棄されないよう、以下の事を心がけてください。 

①遊休地は定期的に見回り、草刈や柵を設置し、荒らさないようにする。 

②道路が整備され、夜間の人通りが少ない場所は、住宅地でも特に注意する。 

③資材置場などあいまいな用途で、安易に土地を貸さない。 

④土地を貸す際は、不明な点や必要な手続きは行っているのか等の確認を書面で行う。 

※ 不法投棄を放置しているとさらに悪化するおそれがあるため、早めの対応が重要です。

発見したらすみやかに通報してください。 

不法投棄を防ぐために 
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（４）建設発生土・再生土への対策            

首都圏では、都市化の進行や再開発に伴い各種の公共事業や民間工事が展開され、多

くの建設残土が発生しています。 

本市は、東京湾に面するという地理的特性を有しているため、都心部の建設発生土が

土砂運搬船により、東京都や神奈川県から本市の臨海部に運ばれてきます。 

また、東京湾アクアラインや館山自動車道等を利用すると、都心から１時間程度で行

くことができるアクセスの良さから、市内の半分以上を占める台地・丘陵地帯の山林や

谷地形の遊休地等に大量の建設発生土が埋め立てられています。 

 市では、汚染土壌による埋立てや崩落等の災害を防止するため、平成１０年に「袖ケ浦

市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を施行し、

市内で３００平方メートル以上３，０００平方メートル未満の土地への土砂等の埋立て

行為もしくは一時たい積行為を行う場合には事前に許可（３，０００平方メートル以上

は県許可）が必要となっています。 

 条例では、埋立て行為等を行う場合には、有害物

質が含まれていないか発生元で事前に調査するこ

とや、崩落等の危険性がないか埋立ての構造を書面

で提出することとなっています。 

 また、無許可埋立てや汚染土壌の持込がないよう

に、市では警察ＯＢを土砂等対策指導員として採用

し、市内のパトロールを実施しています。 

○ 土砂等埋立て事業許可件数 

年度 
市許可(小規模埋立て) 県許可(特定事業) 

埋立て事業 一時たい積 埋立て事業 一時たい積 

Ｈ３０年度 ３件 ７件 ０件 ０件 

Ｒ元年度 ４件 ６件 ２件 ０件 

Ｒ２年度 ４件 ７件 ４件 ０件 

Ｒ３年度 ９件 ６件 １件 ０件 

Ｒ４年度 １３件 ６件 ２件 １件 

 
土砂等の埋立て行為は適正に実施されればよいのですが、無許可で埋め立てる、産業廃棄物を

混ぜるなど不適正な土砂を持ち込む、許可量を大幅に超えて埋め立てるなど、悪質な事例が発生す
ることがあります。 
一度埋立て行為が行われた土砂は簡単に撤去できず、土砂が雨水の流れを止めてしまう、隣接地

まで土砂が流出するなど大きな問題となる場合があります。 
近年では、遊休農地等に目をつけた事業者などが、言葉巧みに埋立て行為の話を持ちかけてくる

ケースが多発しています。 
埋立て行為に同意する場合は、自分の土地がどのように埋め立てられるのか申請内容を確認する

とともに、許可後も作業を定期的に監視することが必要です。 

違法埋立て行為を防ぐために 
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（１）環境に関する情報発信               

 市では、環境調査等の調査結果を積極的に公表するとともに、イベントなどを通して

環境情報の提供等の啓発活動を継続的に実施しています。 

環境問題を解決するためには、様々な環境に関する情報から判断することが重要であ

ることから、市民や事業者が自主的に行動できるよう、市は環境に関する情報の提供を

進めていく必要があります。 

 

 

（２）環境学習・環境教育の推進             

 本市では、持続可能な社会づくりに向けて、幅広い世代や多くの環境項目に関する

環境学習や環境教育の機会が提供され、また、持続可能な社会の実現に向けて行動を

変革するため、環境、社会、経済との関わりを盛り込んだ環境学習が推進されているこ

とを目指しています。 

令和４年度は、市民会館まつりにおいて環境啓発活動を実施し、また、「自然散策会」

を２回、「暮らしと環境を考える講座」を４回開催し、多くの方々に参加していただい

ています。 

 

「第１回自然散策会」 
と き １１月２０日 
場 所 しいのもり 
参加者 ３０名 

「第２回自然散策会」 
と き ３月１９日 
場 所 しいのもり 
参加者 ２７名 

 「袖ケ浦クリーンセンター

施設見学」 
視察団体 ８団体 
延べ人数 ４３６人 

 「暮らしと環境を考える講座」  

第１回 ２月 ４日 １６名 
第２回 ２月１８日 １６名 
第３回 ２月２５日 １４名 
第４回 ３月 ４日 １４名 

 

 

  

３－５．環境啓発 ～市民参加による環境保全活動を推進するまち～ 



49 

（３）協働による環境保全活動の推進           

 本市では、地域の環境美化を目的とした市内一斉清掃や臨海地区清掃等を実施する

とともに、ＰＴＡ活動と自治会による資源回収活動等を実施しています。 

臨海地区清掃は、臨海地区の企業の皆様の協力により令和４年度は年３回、道路周

辺の清掃を実施しました。 

市内一斉清掃は、市民のみなさんにより、５月及び９月に、市内全域を対象として

道路、公園、ごみステーション周辺等の清掃を実施しました。 

 

 

（４）市民等による環境保全活動への支援         

市の環境を守り育てるためには、豊かな感受性を持ち、解決に向けた力を身に付け

た主体的に行動できる人材の育成が重要です。そのためには、環境学習等の一人ひと

りが環境に対する意識を育む活動をより一層支援する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

「臨海地区清掃」   

とき ６月１５日、１１月１６日 

２月１５日 

場所        臨海地区 

参加団体  延べ２５８事業所 

ごみ収集量    ２．７３ｔ 

 

 
「市内一斉清掃」 

とき        ５月２９日 

          ９月２５日 

場所         市内全域 

参加者   延べ３０，０００人 

ごみ収集量    ６２．１８ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「袖ケ浦・長浦駅周辺ポイ捨て防止活動」 

とき      １０月２１日 

場所       長浦駅周辺  

参加者        ９７人  

ごみ収集量     １０ｋｇ  

※袖ケ浦駅周辺は７月に予定したが、 

雨天により中止した。 
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（１）持続可能な社会を築くネットワークづくり      

市の環境を守り育てるためには、豊かな感受性を持ち、解決に向けた力を身に付

け、主体的に行動できる人材の育成が重要です。 

そのためには、活動したい人や団体と活動とを結びつける情報ネットワークを活用

し、環境に関する多様な人材を把握する必要があります。 

 

 

（２）災害時等における環境問題への対応         

地震、風水害等の災害の発生は、様々な被害をもたらします。例えば、化学工場等で

火災が発生すれば、有害物質が拡散してしまう可能性もあります。ごみの収集も停止

するため、大量の災害廃棄物が発生し、大気や水質等への汚染の可能性も高まります。

下水道が機能しなくなれば、トイレなどの糞尿問題も深刻化し、疫病・伝染病が流行す

る可能性もあります。 

災害は、いつ発生するか分かりません。インフラが破壊されると生活基盤が崩れ、環

境が汚染され、健康や生命に影響を与えることになります。また、災害の発生時には、

様々な種類の廃棄物が一度に大量に発生することから、早期の復旧・復興のため、災害

廃棄物を円滑かつ迅速に処理する必要があります。 

これらの様々な環境問題に対処するため、災害の発生時を想定した「袖ケ浦市災害

廃棄物処理計画」を策定し、適切に運用する必要があります。事前の防災体制を考える

段階から環境問題への意識を高め、環境問題への対策を整えておくことが重要です。 

  

３－６．環境保全のための分野横断的な施策 
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環境保全関係補助金制度     （令和５年４月１日現在） 

名  称 内容 補  助  金  等 担当課 備   考 

合併処理浄
化槽設置事
業補助金 

生活排水による公共用
水域の水質汚濁防止を図
るため、合併処理浄化槽を

設置する者に対して、事業
に要する経費の一部を補
助する。 

し尿及び生活排水を併せて処理す
る５０人槽以下の合併処理浄化槽で
人槽に応じ３００千円から９６３千

円を限度とする。 

廃棄物対策課 （注）工事着工
前に申請を行
い、決定が下り

てから工事に着
手してくださ
い。（予算内先着

順） 

生活排水処

理施設設置
事業補助金 

生活排水の放流先がな

い地域において、快適な住
環境の整備及び地下水の
汚濁防止を図るため、生活

排水処理施設を設置する
者に対して、経費の一部を
補助する。 

生活排水処理施設の設置に対する

経費の２分の１の額とし、２００千円
を限度とする。 

廃棄物対策課 （注）工事着工

前に申請を行
い、決定が下り
てから工事に着

手してくださ
い。（予算内先着
順） 

資源回収活
動推進助成
金 

ごみの資源化及び減量
化を促進するため、資源の
回収活動を実施した団体

に対して、助成金を交付す
る。 

対象となる資源は、繊維類、紙類、
金属類、びん類、缶類、ペットボトル
及び廃食用油で、助成金は１ｋｇ当た

り４円とする。 

廃棄物対策課 予算内先着順 

生ごみ肥料
化容器等購

入設置助成
金 

一般家庭から排出され
る生ごみ減量対策の一環

として、生ごみ肥料化容器
等の購入者に対して、経費
の一部を補助する。 

購入額の２分の１の額とし、生ごみ
肥料化容器１基につき３千円（２基／

１世帯まで）機械式生ごみ処理機は１
基につき２５千円（１基/１世帯まで）
を限度とする。 

廃棄物対策課 予算内先着順 

保存樹木等
助成金 

自然環境の適正な保全
を図るため、保存樹木等の

所有者がその樹木等の保
全をするために要する経
費の一部を助成する。 

幹回りが１．５ｍ以上、高さが１５
ｍ以上で美観上優れ、健全に育成され

ている樹木について、１本当たり年額
１千円を助成する。 

面積が５００ｍ２以上で健全に育成

されている樹林について、１ｍ２当た
り年額３円を助成する。 

環境管理課  

住宅用設備
等脱炭素化
促進事業補

助金 

家庭における地球温暖
化対策の推進及び電力の
強靭化を図るため、住宅用

設備等を導入する者に対
し、経費の一部を補助す
る。 

自ら居住する住宅に新たに住宅用
省エネルギー施設を設置する方に対
し補助金を交付する。 

エネファームについては１００千
円を限度とする。 

定置用リチウムイオン蓄電システ

ムについては７０千円を限度とする。 
窓の断熱改修については、補助対象

経費の４分の１の額とし、８０千円を

上限とする。 
電気自動車・プラグインハイブリッ

ド車については、１０万円（Ｖ２Ｈ充

放電設備を併設する場合においては
１５万円）を限度とする。 

Ｖ２Ｈ充放電設備については、補助

対象経費の１０分の１の額とし、２５
万円を上限とする。 

ただし、定置用リチウムイオン蓄電

システム及び電気自動車については、
住宅用太陽光発電システムが設置さ
れているか、同時に設置すること。 

窓の断熱改修については、設置する
住宅の建築工事が完成していること。 

 

環境管理課 （注）工事着工
前に申請を行
い、決定が下り

てから工事に着
手してくださ
い。（予算内先着

順） 

◆ 補助金制度 ◆ 
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【あ行】 

●一般廃棄物 

   産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。 

●インフラ 

   インフラストラクチャー（infrastructure）の略称で「下支えするもの」や「下部構造」を指す観念

的な用語です。日本語では社会基盤、基盤施設、経済基盤と訳されています。 

●エコドライブ 

   燃費を向上させるために運転者が行う取組や、そうした取組のもとに行う運転のことで、環境省か

らは「エコドライブ１０のすすめ」が発表されています。 

●ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

   持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略称で、平成２７年（２０１５年）９月

に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」に記載された平成

２８年（２０１６年）から令和１２年（２０３０年）までの国連目標です。持続可能な世界を実現する

ための１７のゴールと１６９のターゲットから構成され「誰一人取り残さない」ことを宣言しています。 

●エネファーム 

   燃料電池を利用したシステムのことです。「水素」と空気中の「酸素」を化学反応させて電気を起

こします。ガスから電気とお湯を同時に作ることで省エネルギーに大きく貢献することができます。 

●ＮＰＯ 

   非営利目的での社会貢献活動や慈善活動を行う市民団体のことです。 

●ＬＥＤ照明 

   発光ダイオード（ＬＥＤ：電圧を加えた際に発光する半導体素子）を使用した照明器具のことで、Ｌ

ＥＤを使用しているため、低消費電力で長寿命といった特徴を持ちます。 

●屋外広告物条例 

   屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制を行い、良好な景観の形成と風致を維持する

とともに、公衆に対する危害を防止することを目的とする条例です。 

●温室効果ガス 

   大気圏にあって、地表から放射された赤外線の一部を吸収することにより、温室効果をもたらす

気体の総称で、代表的な物質として、オゾン、二酸化炭素、メタンなどがあります。地球温暖化の

主な原因とされています。 

 

【か行】 

●化石燃料 

   石油、石炭、天然ガスなどのことです。微生物の死骸や枯れた植物等が何億年という時間をかけ

て化石となり、やがて石油や石炭になったと考えられているため、このように呼ばれています。 

●合併処理浄化槽 

◆ 用語解説 ◆ 
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   トイレの汚水や、台所、お風呂等の生活雑排水を一緒に処理する浄化槽のことです。トイレの汚水

だけを処理する単独処理浄化槽より環境への負荷が低減されます。 

●カーボンニュートラル 

   植物や、植物を原料とするバイオエタノールなどを燃やして発生する二酸化炭素は、植物が成長

過程に吸収した二酸化炭素と同量であり、温室効果ガスを増やすことにはならないという考え方

です。 

●環境基準 

   人の健康の保護及び生活環境の保全の上で維持されることが望ましい基準として、終局的に、大

気、水、土壌、騒音をどの程度に保つことを目標として施策を実施していくのかという目標を定め

たものです。 

●環境教育 

   環境や環境問題に対する興味・関心を高め、必要な知識・技術・態度を獲得させるために行わ

れる教育活動のことです。 

●気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ） 

   ＩＰＣＣ（Intergovernmental Panel on Climate Change）は、昭和６３年（１９８８年）に世界気

象機関と国連環境計画という組織によって設立されました。世界中の研究者の研究やデータから

気候変動の状況を評価する報告書を作り、気候変動自体や政策判断をするための科学的な根

拠を提供しています。 

●原子力発電 

   ウランを核分裂させて熱エネルギーを得て、水を沸かし蒸気の力で蒸気タービンを回転させて電

気を起こす発電方法です。 

●光化学オキシダント 

   自動車や工場からの排気ガスなどに含まれる窒素酸化物と、塗料や接着剤等に含まれている揮

発性有機化合物が、太陽からの紫外線を受けて化学反応を起こし発生する化学物質の総称で

す。初夏に高濃度になりやすく、高濃度になると目やのどの痛みなどを感じる場合があります。 

 ●光化学スモッグ 

   光化学オキシダントの濃度上昇によって、大気中にもや（スモッグ）がかかる現象のことです。 

スモッグ（smog）とは、煙（smoke）と霧（fog）が語源であり、大気汚染により視界が狭くなることをい

います。 

●耕作放棄地 

   農林水産省では、「以前耕作していた土地で、過去 1 年以上作物を作付け（栽培）せず、この数

年の間に再び作付け（栽培）する考えのない土地」と定義付けています。 

●国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１） 

   ＣＯＰとは、国連気候変動枠組条約締約国会議（Conference of Parties）の略称であり、地球

温暖化対策に世界全体で取り組んでいくための国際的な議論の場を指します。平成２７年（２０１

５年）に２１回目の会議がパリ（フランス）で開催されたため、この会議をＣＯＰ２１又はパリ会議と呼

びます。 
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【さ行】 

●再生可能エネルギー 

   太陽光や風力、地熱といった地球資源の一部等、自然界に常に存在するエネルギーのことです。

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、大気中の熱、その他の自然界に存在する熱、バイオマス

（動植物に由来する有機物）が再生可能エネルギーと呼ばれています。 

●里山 

   大自然と都市との間に位置し、集落や人里に接した緑豊かな、人と自然が共存する森です。 

●産業廃棄物 

   事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた２０種類の廃棄物を指します。 

●指定管理者 

   地方公共団体が、公の施設の管理を行わせるために、期間を定めて指定する団体のことです。 

●３Ｒ活動 

   ３Ｒ活動とは、ゴミの少ない社会を目指して行われる、リサイクルのための活動です。 

   ・リデュースとは、ゴミの量を減らすことです。 

   ・リユースとは、ものを再利用することです。 

   ・リサイクルとは、ゴミを資源として新しい製品を生み出すことです。 

●3010（さんまるいちまる）運動 

   長野県松本市で考案され、全国的に広まりを見せている食品ロス削減運動です。「飲食店等で

の会食や宴会時に、はじめの３０分と終わりの１０分は自分の席で食事をし、食べ残しを減らそう」

という運動のことです。 

●G20大阪サミット 

   正式名称は、第１４回金融・世界経済に関する首脳会合、先進国と主要な新興国等の首脳が、

世界経済等の幅広いテーマで意見を交わす会議のことです。 

●省エネルギー 

   エネルギーを効率よく使うことにより、エネルギーの使用量を減らすことです。温室効果ガスの排

出削減だけでなく、光熱費の削減につながります。 

●食品ロス 

   食品ロスとは、まだ食べられるのに廃棄される食品のことです。日本では、平成２８年度（２０１６年

度）に年間２，７５９万トンの食品廃棄物等が出されています。このうち、まだ食べられるのに廃棄

される食品、いわゆる「食品ロス」は６４３万トンとなっています。 

●自家焼却・野焼き 

   自宅の庭先や畑地等における廃棄物等を焼却処分することです。廃棄物を焼却することは、一

部例外を除き、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で禁止されています。 

●循環型社会 

   環境への負荷を減らすため、自然界から採取する資源をできるだけ少なくし、それを有効に使うこ

とによって、廃棄されるものを最小限に抑える社会のことです。 
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●循環型社会形成推進基本計画 

   日本における循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる計画です。基本法が整備さ

れたことにより、廃棄物・リサイクル政策の基盤が確立されました。 

●水源涵養機能 

   森林の土壌が、降水を貯留し、河川へ流れ込む水の量を平準化（一定にすること）して洪水を緩

和するとともに、河川の流量を安定させる機能のことです。 

●生物多様性 

   様々な生態系が存在し、生物の種間及び種内に様々な違いが存在することです。 

●生物多様性戦略 

   生物多様性基本法に基づき地方公共団体が策定する生物の多様性の保全及び持続可能な利

用に関する基本的な計画です。 

 

【た行】 

●ダイオキシン類 

   ダイオキシン類は、ものの焼却の過程等で副次的に生成する物質です。そのため、環境中には広

く存在していますが、その量はごくわずかです。過去に生産されていた農薬の不純物としても存在

し、拡散されました。ダイオキシン類は、分解されにくい性質を持ち、田畑や湖沼、海の底泥等に

蓄積しています。 

●地域コミュニティ 

   地域をより良くするために活動する住民同士のつながりや集まりのことをいいます。自治会（町内

会）、老人会や婦人会、子ども会、地域づくり団体等、様々な団体が活動を行っています。 

●地球温暖化 

   地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象です。温室効果ガスなどの人為的

要因や、太陽エネルギーの変化等の環境的要因によるものであるといわれています。 

●低燃費車 

   少ない燃料でより多くの距離を走る燃費の良い自動車のことです。 

 

【な行】 

●ネットワーク 

   一般的に「人やモノを網状につなげたもの」を指します。情報システム（ＩＳ：Information Systems）

の世界では「コンピューターを相互接続したもの」を意味します。 

●農業用廃プラスチック 

   農業分野から排出される廃プラスチックには、農業用ハウスやトンネルの被覆資材、マルチ、苗や

花のポット、牧草等のサイレージラップなどがあり、農業分野、特に施設園芸にとってプラスチック

は必要不可欠な生産資材となっています。 

 

【は行】 
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●パリ協定 

   国連気候変動枠組条約第２１回締約国会議（ＣＯＰ２１）を参照してください。 

●バイオマス 

   動植物から生まれた、再利用可能な有機性の資源のことです。主に木材、海草、生ゴミ、紙、動

物の死骸・ふん尿、プランクトンなどを指します。 

●東日本大震災 

   平成２３年（２０１１年）３月１１日に発生した東北地方太平洋沖地震による地震災害及びこれに

伴う福島第一原子力発電所事故による災害です。 

●ヒートアイランド現象 

  ヒートアイランド（heat island）現象とは、都市の気温が周囲よりも高くなる現象のことです。気温

の分布図を描くと、高温域が都市を中心に島のような形状に分布することから、このように呼ばれ

るようになりました。 

●ＰＭ２．５ 

   大気中に浮遊している２．５μm（μm：マイクロメートル、１μm は１mm の千分の１）以下の小さな粒

子のことです。ＰＭ２．５は非常に小さく、肺の奥深くまで入りやすく、呼吸器系への影響に加え、循

環器系への影響が心配されています。 

●プラスチックごみ 

   プラスチックごみの多くは、包装・容器類として使われたものです。これらのプラスチックごみを不

燃物として収集する自治体もありますが、分別せずに焼却しているところも多く、焼却による環境

汚染が懸念されています。 

●ＨＥＭＳ 

   「Home Energy Management System（ホーム エネルギー マネジメント システム）」の略です。家

庭で使うエネルギーを節約するための管理システムで、家電や電気設備とつないで、電気やガス

などの使用量をモニター画面等で「見える化」したり、家電機器を「自動制御」したりします。 

●ベンゼン 

   ベンゼンは、原油に含まれており、ガソリンの成分の１つです。大気中におけるベンゼンの主な発

生源は、自動車の排気ガスと考えられており、大気の環境基準（０．００３mg/㎥ 以下）が設定され

ています。 

 

【ま行】 

●マイクロプラスチック 

   環境中に存在する微小なプラスチック粒子は、マイクロプラスチックと呼ばれ、深刻な環境問題の

一つとなっています。一般に５ミリメートル以下の大きさのものをマイクロプラスチックと呼んでいま

す。 

 

【や行】 

●有害鳥獣 
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   人畜や農作物等に被害を与える鳥獣のことで、シカ、イノシシ、カラスなどが市街地や農地に入り

込み、人の生活に何らかの被害を及ぼした場合に有害鳥獣といいます。 

●有害化学物質 

   人の健康又は動植物の生息・生育に被害を生ずるおそれのある物質として、大気汚染防止法、

水質汚濁防止法、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別

措置法等で指定されたものをいいます。 

●遊休農地・荒廃農地 

   農林水産省では、遊休農地を「耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供さ

れないと見込まれる農地」、荒廃農地を「現に耕作されておらず、耕作を放棄したことにより荒廃し、

客観的に見て通常の農作業では作物の栽培が不可能となっている農地」としています。 

●揚水施設 

   地下水を汲み上げる井戸のことです。千葉県では、地下水採取規制の指定区域内において、吐

出口の断面積が６平方センチメートルを超える揚水機（ポンプ）を用いて新たに汲み上げようとす

る場合には、知事の許可が必要となります。 

●要請限度 

   騒音規制法においては、市町村長は指定地域内における自動車騒音を低減するために、測定に

基づき、道路管理者等に対して対策を講じるよう要請することができるとしています。この判断の

基準となる値を要請限度と呼びます。 

 

【ら行】 

●レッドデータブック 

   絶滅のおそれのある野生生物に関する保全状況や分布、生態、影響を与えている要因等の情

報を記載した図書で、昭和４１年（１９６６年）にＩＵＣＮ（国際自然保護連合）が中心となって作成さ

れたものに始まり、現在は各国や団体等によってもこれに準じるものが多数作成されています。 
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